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平成２６年度予算審査特別委員会会議録（第３号） 

 

1. 招 集 年 月 日  平成２６年３月１０日（月） 

2. 招 集 の 場 所  海田町役場大会議室 

3. 開会（開   議）  ３月１２日（水）９時００分宣告（第３日） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

4. 応 招 委 員（１５名） 

1番 大髙下 光 信  2番 大 江 康 子 

3番 兼 山 益 大  4番 下 岡 憲 国 

5番 住 吉 秀 公  6番 宗 像 啓 之 

7番 桑 原 公 治  8番 岡 田 良 訓 

9番 西 田 祐 三  10番 多 田 雄 一 

11番 宮 坂 二 郎  12番 西 山 勝 子 

13番 崎 本 広 美  14番 前 田 勝 男 

15番 佐 中 十九昭    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

5. 欠 席 委 員 

な し    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

6. 説明のため委員会に出席した者の職氏名 

町 長  山 岡 寛 次 

副 町 長  三 宅 信 行 

総 務 部 長  窪 地   満 

福 祉 保 健 部 長  臼 井   真 

建 設 部 長  北 山   忍 

財 政 課 長  鶴 岡 靖 三 

総 務 課 長  脇 本 健二郎 

税 務 課 長  中 下 義 博 

住 民 課 長  尾 木   茂 

長 寿 保 険 課 長  森 原 知 美 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

7. 職務のため委員会に出席した者の職氏名 

議 会 事 務 局 長  伊 藤 仁 士 

主 事  戸 成 正 考 

主 事  平 田 裕 子 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

8. 付 託 案 件 

第２２号議案  平成26年海田町一般会計予算  

第２４号議案  平成26年度海田町国民健康保険特別会計予算  

第２５号議案  平成26年度海田町介護保険特別会計予算  

第２６号議案 平成26年度海田町後期高齢者医療特別会計予算  

第１９号議案  海田町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

第２３号議案  平成26年度海田町公共下水道事業特別会計予算  

第２０号議案  海田町給水条例の一部を改正する条例について  

第２１号議案  海田町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

保 健 セ ン タ ー 所 長  湯 木 淳 子 

都 市 整 備 課 長  近 森   茂 

建 設 課 長  久保田 誠 司 

下 水 道 課 長  龍 岩 広 幸 

水 道 課 長  花 本 則 之 

収 税 対 策 室 長  倉 本 勇 登 

教 育 長  中 村 弘 市 

教 育 次 長  細 川 真 示 

学 校 教 育 課 長  石 川 直 之 

学校教育課教育指導監  大 里 弘 美 

税 務 課 主 幹  森 原 宏 生 

学 校 教 育 課 主 幹  松 本 孝 司 

海 田 公 民 館 長  山 路 進 朗 

海 田 東 公 民 館 長  海老原 由 訓 
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第２７号議案  平成26年度海田町水道事業会計予算  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

9. 議 事 の 内 容 

午前 ９時００分 開議 

○委員長（下岡）それでは皆さんお揃いのようなので、本日は大変ご苦労さまでございま

す。ただいまの出席委員数は 15 名でございます。定足数に達しておりますので、予算

審査特別委員会は成立いたします。これより委員会を開きます。本日は、昨日に引き続

き、建設部関係の審査から始めます。それでは、第 22 号議案、平成 26 年度海田町一般

会計予算を議題といたします。まず歳入から入ります。資料 24 の８、９ページをお開

きください。４目、土木費負担金とその下の、１目、総務使用料のうち電気通信線路等

設置使用料です。質疑がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次に行きます。10、11 ページ中段にあります、４目、農園使用料と、５

目、土木使用料です。質疑がありますか。はい、西山委員。 

○１２番（西山）土木使用料の５、駐車場使用料ですけども、南堀川駐車場使用料と曽田

駐車場使用料が前年度に比べ減になっておりますけども、これは使用される方の減を見

込んでの減だと思いますけど、何台分の減の予算計上でしょうか。 

○委員長（下岡）はい、都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）まず南堀川駐車場使用料につきましては 22 台分の減と、曽田駐車

場につきましては 11 台を見込んだ駐車台数となっております。 

○委員長（下岡）よろしいですか。ほかに質疑ありますか。佐中委員。 

○１５番（佐中）同じところですけれども、駐車場の料金を引き上げる。前年度に比べて、

どのぐらい増えておるのかどうか。いわゆる、南堀川で 151 台のスペースがあるんです

が、実際幾らあるかよう分かりませんけれども、曽田の方で 97 台置くようにしており

ますが、これも、今も満杯いうんか満車というんか、これなのかどうか。軽で 6,000 円

でしたね、あ、軽で 7,000 円か。曽田が 6,000 円じゃね。普通車で 9,000 円、縦列で 14,000

円という数字なんですが、100 円じゃ 200 円じゃ 300 円じゃいうて上げておりますが、

その分の前年度に比べていくら上がっとるのか、お尋ねします。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）前年度に比べまして、この消費税の増税分を合わせまして約 40



４ 

万円を見込んでおります。それと、駐車場の契約率なんですが、この予算計上時で申し

上げますと、南堀川 151 台に対しまして契約率 84.1 パーセント、曽田駐車場につきま

しては 87.6 パーセントの契約率になっております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。はい、桑原委員。 

○７番（桑原）町営住宅の使用料、滞納繰越分は金額が上がってますけども、これは、滞

納額が増えたのかどうか、そこらの詳細が知りたいんですが。 

○委員長（下岡）はい。都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）滞納額としては増えております。 

○委員長（下岡）よろしいですか。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）滞納が増えているのは分かるんですが、25 年１月末で町営の家賃滞納世帯

５世帯だったのが、26 年１月末は世帯８世帯、３世帯増えとるんですよね。平成 23 年

１月の 17 世帯もあったのに順調に減らしとったのは、何でこれまた滞納世帯が増える

ようなことになったんですか。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）はい、この増えた３世帯いうのは現年度分でありまして、例えば

家庭の事情とですね、例えば働かれた方がちょっと事故に遭われて入院されていたとか

いうのがございまして、そういうもろもろで増えたということになっております。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）よう分からん答弁です。逆に言うたら、25 年１月末の滞納５世帯は解消し

てないんですか、まだ。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）これは過年度分なんで、すみませんあの、それは解消しておりま

せん。現在も引き続き滞納されています。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）いつ解消されるんですかね。いつまでも長々と置いといて。不公平感があ

るでしょう、まじめに家賃払っている方と。これどういう解消をとられるんです。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）これにつきましては、滞納してる方について納付指導等を行った

りですね、場合によっては連帯保証人に納付協力を求めたりしとる場合もありますし、

これそういうアクションは起こしているんですが、その方の事情等がございまして、額
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的には全く還されてないいう場合もないんですが、その額が少額でありますので、なか

なかその滞納額は、全体的には減っております。ただ、ある程度のところまで来てるん

ですけど、そこからがちょっと、総額が減ってきていないいうのが状況でございます。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）今、連帯保証人いう言葉が出ましたが、それだけじゃなしに少額という言

葉も出ましたよね、答弁の中に。連帯保証人からとれるでしょ。なぜそれをしないんで

すか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）町営住宅に住まれてる方は個々に状況がいろいろ変わっております。

生活保護を受けられてる方も多数おられます。そういう方々の返済可能額というものも

限界がございますので、何年経ったら解消できるかっていう、こういう観点からですね、

なかなか取り組みは難しいんですけれども、先ほど答弁いたしましたように納付計画、

納付誓約書というものをつくっていただいて、月々の中から数千円であっても、過年度

分をお支払いいただきたいという中でですね、まず本人とやりとりするっていうのを基

本にしております。返済するつもりが全くないとかですね、もう一切返済されませんい

うことになりましたら、連帯保証人の方にも強力に働きかけをしたいと思うんですけど、

まずは本人さんの返済するということ実行されてる限りはですね、まず本人さんとやり

とりしていくということで進めていきたいと思います。 

○委員長（下岡）はい、宮坂委員。 

○１１番（宮坂）今の答弁で、生活保護の方がいらっしゃると、まあ分かるんじゃけど、

生活保護いうのは大体もう家賃は出るんでしょ。ということは、それ以外に使ってるい

うことでしょう。これはやっぱりちゃんとした指導なりせんにゃあいけんと思うんです、

やっぱりね。生活保護すること自体、生活できないんで、しようがないんですよ。だけ

ど、ちゃんとした応分のものを貰っておるのに、家賃以外のところに使っとるんじゃけ

え、そりゃあちゃんと指導してくださいよ、どうですか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）今、委員おっしゃるとおりで、生活保護の手当ての中には家賃相当分

というのがありますので、そういったものはですね、お支払いただくようにということ

でお願いして、お支払いもいただいているということでございます。 

○委員長（下岡）はい、佐中委員。 
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○１５番（佐中）今、部長の答弁聞きますと、滞納した債権の処理の問題、本人が払わん

かったら本人をずっと詰めていく答弁の内容だということ私理解するんですが、そんな

ことをするからずっと滞納が溜まってくるんですよ。連帯保証人は、だれに請求しても

いいんですから、今までの権利の放棄いうのはそのことがずっとつながってきたから、

560 万ほどの権利の放棄をしたわけですから。債権管理の問題、ちゃんとね、執行部が

位置づけて町民の皆さん方に迷惑をかけない、そういう立場でなかったら、いつまでた

っても例えば今の問題、町営住宅の家賃の問題、課長が変わったり部長が変わったりし

たら、ずっと退いて誰も議員が何にも言わんかったらね、どんどんどんどん経過をして

しまって、あと、手を付けようと思うたら大きな負担がかかるから、知らん間にずっと

こう経過がいってくる、そういう教訓があるわけですから、ちゃんと家賃の収入は、執

行部が手を抜かないようにやっぱりすべきじゃないですか、お尋ねします。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）おっしゃる通りで、債権放棄ということにつながりますと町民の方々

にも影響が及びますので、そういうことがないように取り組んでいきたいと思います。 

○委員長（下岡）佐中委員。 

○１５番（佐中）先ほど、住吉委員の答弁を撤回するんですか、お尋ねします。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）撤回はいたしませんけれども、まず、債権者の方にお願いする中で、

５年を超えない範囲でですね、徴収、過年度分の債権をお支払いいただくということで

進めていきたいと思います。 

○委員長（下岡）佐中委員。 

○１５番（佐中）町長、部長、副町長にお尋ねしますが、今の部長の答弁、私らから考え

ると何かあいまいになるというような感じがするんですけど、どう考えられますか。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）町営住宅の滞納分だけではなしに、全部含めまして全てその滞納、そう

いうことにつきましては、町長を本部長としまして収納対策本部というものを設けてお

りまして、先ほどおっしゃいました、部長や課長が変わるからということでやっており

ません。そういうような中では当然に時効までに取ればいいという訳ではございません

が、現段階では建設部が進めております、まず本人とよく協議して本人から収納計画を

出させそれを守らせると、その守らせる間はその他の方にいかないというところについ
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てはちょっと私も認容してるとこでございます。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）これも言うまいか思うたが出たら今言うように答弁があやふや。これま

で何回も言うてきたが、まずその前に一つね、今は知らんけども以前は、月とか金とか

で課長・部長ね、何か打ち合わせ会議みたいなのをやりよった。そういうときにこうい

う話が、というか、まずそこで一つは、そういう課長会議か部長会議か知らんかあるの

かないのか、ね。そういうと、ついでにこういうとこの申し送りも含めた今こういうふ

うになっとるがなんかいい知恵はなかろうかというような、相談はせんのかどうか二つ。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）この滞納整理につきましては、課長クラスで行います幹事会、それから

部長クラスで行います先ほど申しました収税対策本部会議、これを年最低１回という形

で開いておりまして、幹事会の方につきましては、本会議で必要と思えばまたその新た

な対策をとるようにという形で開かしておりますが、月１とかそういう形では行ってお

りません。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）ということでね、昔はそういうのがあって税金とかね、滞納整理組合と

かというのも今は多分ないんじゃろう思うけども、そこでね、これ過去何年間かずっと

言うてきとるんよわしはの。契約、２年ごとのいわゆる再契約をやれと。で保証人をち

ゃっとつけて。もうずっと言うて来た、なにが、ここであのばか言わしときゃいいんじ

ゃ、のど元過ぎればなんとやらいう言葉もあるが、全部まで言わんでも分かるじゃろう

けどもね、どうなんかいの、契約というものを更新してね、さっとやっていく。いわゆ

る自動延長、自動更新というんじゃなくして、きちっとその度に、保証人を立てて、そ

うするとこういう事態が起きんと思うんよの。それか、やっぱり本当の住宅困窮者いう

のは今はね、ほとんどおらんと思うんよの。ここらを含めてどう考えるか。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）最後におっしゃられました住宅困窮者がいないかどうかという部分につ

きましては、やはり公営住宅を必要とされている方々はまだいらっしゃると思っており

ます。で、それぞれの世帯の事情という形で、おっしゃられましたように、２年更新す

るときに、滞納があれば更新しないとそういう方策というのは、現在の公営住宅のあり

方としていかがなものかと思っておりますので、滞納整理につきましては十分にさせま
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すが、契約執行の方については現行方法で続けてまいりたいと思っております。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）更新という言葉自体が問題があって、再契約なんよの、ここはね。そこ

で今の滞納、なんちゅうか、ごね得みたいなことになっとるんよの。いつかも言うたが

ちょっとそれるけども、戸籍の問題でもね、ごねたらずっとそうであって、昨日も消防

の方でもちょっとどうかそういう事実がありゃあせんかいうて言うたが、とにかくね、

直接自分の腹に傷まんのよ、あんたたちは、ね。ほいで町民からいただいた税金という

名のもとに、わしに言わしゃあ無駄遣いをして、そういう一種の悪いものを助成しとる

いうようなことになる。やっぱりこれ毅然たる態度をね、とらんにゃあいかんと思うよ。

ほんで町営住宅に入らんでも今は民間のね、アパート借家はね、おそらくわし知らんけ

どわんさというぐらい空いとるはずよ、ね。だから悪いやつが、そういうとこ、あんた

らが悪いんよ怠慢だから。だから入ってきたら出ていかんでしょ。本当に困っとる人じ

ゃなしにね、ようあるのが、左ハンドルに乗っとるとかいうのがある訳よ。もっと真剣

になってやらにゃいかんと思うが、その心構えというのはどうかいの、そこら。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）おっしゃるように、まじめにお支払いいただいてる方がですね、不利

益を被るというようなことがあってはならんと思います。そういう意味ではですね、

我々もしっかりと徴収には行きですね、そういったまじめに払っている人がそう思われ

ないような取り組みをしたいと思います。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田委員）もうやめるけどね、再度、その契約の更新と、そういう意味じゃな

くして再契約ということで、ちゃっと今、何世帯あるのか知らん 200 あるのか 300 ある

のか知らんけどもね、公営住宅は人口で何戸とらんにゃいかんというような、そういう

なのもある程度の必要じゃいやあ、副町長、しようがないんじゃけども、そういう契約

というのはきちっとして、相手にその責任というかそれのものを履行させんにゃあいか

ん。その何処やらの念仏みたいなことじゃあどうもならん訳よ。その心構えを一つ聞き

たい。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）副町長も答弁いたしましたように、海田町内には本当に安い家賃でで

すね、住宅を確保したいと考えておられる方はおられるというふうに認識しております。
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そういった中で２年更新とかっていう形でですね、かちっとやっていくということしま

すと、そういった２年更新のときに家賃の滞納があった方についてはすぐ出て行ってく

ださいと、本当に家に困っている方にですね、直ちに出て行ってくださいということが

本当に町の行政としてどうなのかという側面もございます。ただ、今、再三佐中委員の

方からも申されましたように、本当にきちんと払わずに徴収ができなくなるようなこと

になってもこれは困ります。そういったバランスの中でですね、この行政は進めていく

べきものと考えております。再三言いますけど、再契約とかいうことにはしませんけれ

ども、徴収とかそういう一方、福祉の観点からもですね、考えながら進めていきたいと

思います。 

○委員長（下岡）ほかに質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次に行きます。12、13 ページに進みます。下段にあります農林水産手数

料と、４目、土木手数料です。質疑がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次に行きます。14、15 ページ。前ページからの続きです。４目、土木手

数料です。土木手数料、14、15 の上です。はい、宮坂委員。 

○１１番（宮坂）すいません、不勉強なので確認させてください。上の放置自転車と長期

滞在自転車、この放置自転車と長期滞在自転車の違いは、どういうニュアンスがあるん

ですか。 

○委員長（下岡）答弁できますか、都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）まず上の放置自転車等移送保管手数料につきましては、町内の道

路、公園、緑地等に放置してある自転車ですね。もう一方の下の長期滞在自転車等移送

保管手数料につきましては、海田市駅周辺の駐輪場がございます、その中の長期間使用

がない自転車を対象としております。 

○委員長（下岡）宮坂委員。 

○１１番（宮坂）例えば駐輪場のところの長期滞在はこれを目安としてどのぐらい滞在し

ていたら、駐輪保管庫ありますよね、公民館の前に、持っていくんですか。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）まずですね、料金未払いを発見しましたら、南口の詰所前に一定

期間、1 週間を目安に置きまして、また引き取り手がいない場合は、今の安芸区役所側
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の方に南側の安芸区役所側に置きましてそれで鎖でつなぎます。そのあとチェーンで施

錠いうことなんですね。それがまた１週間でそれで長期滞在車処理ということで警察に

車体番号や防犯登録番号で照会をかけまして、で、返ってきたので所有者がわかる場合

には、その通知をして、それ以外については、それ以外いうかその前に公告を行います。

公告をしながら所有者にわかる人には通知して、それで、１か月の期限を切りまして、

その期限内に引き取りに来られない場合は、今の北口側の派出所があると思うんですが、

その西側に団落ちで、そこに移動させるいう手続を踏みます。 

○委員長（下岡）よろしいですか。はい、ほかに、はい大江委員。 

○２番（大江）すいません、ちょっと今それに関連したことなんですが、先ほど警察に連

絡をされて、それから所有者に通知、それから１か月ということだったんですが、この

警察に連絡する場合は、要するに自転車をなくしました、盗難届がないと警察は動けな

いと聞いています。その場合、ここは直接飛ぶのでしょうか。ちょっとお聞きしたいん

です。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）町としまして、できるできない、ちょっと私もあれなんですが、

車体番号もしくは防犯登録番号があれば、所有者が特定できますので、それは町の方で、

それはこちらで保管していますので、引き取りに来てくださいいう手続というか、そう

いう手法をとらせていただいておるのが現状でございます。 

○委員長（下岡）よろしいですか。ほかに質疑がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次に 16、17 ページ、下段にあります、３目、農林水産費国庫補助金と、

４目、土木費国庫補助金です。質疑がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次に行きます。18、19 ページ、前ページから続きます、４目、土木費国

庫補助金と、５目、都市計画事業費国庫補助金です。質疑がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次行きます。20、21 ページに進みます。下段にあります、土木費交付金

と、６目、都市計画事業費負担金です。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次行きます。22、23 ページ下段にあります、４目、農林水産事業費補助
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金です。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。24、25 ページ、前ページから続きます、４目、農林

水産事業費補助金と、６目、土木費補助金と、下段にあります、４目、土木費委託金で

す。（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、26、27 ページに行きます。上段にあります２項、財産売払収入で

す。（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次行きます。28、29 ページ、３項、雑入のうち地形図等売払収入です。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい次行きます。30、31 ページ、１目、土木債です。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、以上、歳入を終わりまして、続いて歳出を行います。128 から 129

ページをお開きください。６款、農林水産業費から全部です。質疑がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい。次 130、131 ページ、このページも全部です。質疑がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次、132、133 ページに進みます。８款、土木費から全部です。８

款、土木費から全部、全てです、132、133。はい、宮坂委員。 

○１１番（宮坂）一番末端に、歳入の方でもあったんですが、利子補給制度、補給ってあ

りますよね。これ 2,000 円、県からも 1,000 円の収入があるってあったんじゃけど、こ

れは、分かるんじゃけど、利子補給はいくらの利子に対していくらを補給するような制

度になってるんか、今分かります、言っていること。利子補給、借りた金の利子を補て

んしてあげるんじゃけども、これ 2,000 円補てんしてあげるって読めるんじゃけど、じ

ゃあ上限はいくらまでの利子の補給をしてあげるのか、どういう制度、今、分かれば。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）申し訳ございません、上限については分かりかねるんですが、補

助金の算定方法の中でですね、補給率が２段階ございまして、割合に応じて 2.15 パー

セントもしくは 2.65 パーセントいうのがございます。 

○委員長（下岡）ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（下岡）はい、次行きます。136、137 ページ全てです。はい前田委員。 

○１４番（前田）まず一つ目はね、住宅の耐震というのでね、１棟どれぐらいを考えてお

るのかというのとね、あるいは補助事業、どのようなことだけにこれを補助をするのか

という、そういう作業内容というのかな。 

○委員長（下岡）はい、建設課長。 

○建設課長（久保田）住宅耐震診断の内容についてご説明をします。１棟どれくらいかと

いうことでございますが、まず、補助金のマックスは１万 5,000 円でございます。通常

耐震診断を外部に委託すると、７万から 10 万ぐらいかかるものと考えております。対

象物の内容でございますが、旧耐震 56 年以前の建物で、木造２階建て、地階を有しな

い建物が対象になっております。 

○委員長（下岡）よろしいですか。はい前田委員。 

○１４番（前田）下の方の印刷製本費だけどね。訳の分からんようなパンフレットをいっ

ぱい作って全部それが消化できるんかどうかいうことじゃが、まずここではね、製本は

どのようなものをつくっとるんかというか、どういうところに使うとかいうのね、ほか

の科目にも訳も分からんいらんじゃろういうような製本費が印刷費がプリント代。どう

かの。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）これは、先ほども言いましたように、海田市駅の駐輪場で使うも

ので、何件かあげますと、まず、一時利用票、一時利用回数券、納入通知書、登録制用

シール、駐車場荷札いうんですかね、いうのを主なものとしてあげております。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）このね、荷札かなんか知らんが、あんたからは預かり料を 100 円いただ

きましたよ、どういうシールみたいなものを作るんか分からんけどね、どうかしたらハ

ンドルにぐるぐる巻きでね、糊がとれんようなものを引っ付けとるようなこともある訳

よ。それじゃったら人間が古いかも分からんがね、昔通称エフいうて言いよったがの、

札での、紙切れみたいのに針金がぴっと付いたやつが、昔はエフいいよった、正式な名

前は知らんけどね。あの針金、ふっと荷札をひゅっとこうやって丸なら丸書いときゃあ

これ徴収、高い銭をかけてこんな、ほかにある人もおるかどうかも知らんがね、何か知

らん糊できゅっとハンドルに巻きつけての、うまいこと紙にすっとやって、糊引っ付け

たとこはちょっとちぎったらぽんと外れるがの、下手くそがやったら糊がハンドルの裏
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まで巻くけえ、爪立てて擦っても取れんようになる、だからこんなこと言うんじゃがく

だらんものを作るないうて言いたい訳じゃけども、そこら、もっとなんか、同じ印刷費

か分からんけども、仮に、仮によ、１枚１円かかるんじゃったら、エフが仮の話が 90

銭じゃったら、それをどっかのそこらの文房具屋で買うたほうがよっぽどええんじゃな

いかと、こういうふうに考えるが、どうかの。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）一般に売られているエフですか、エフに丸を書くという格好になりま

すと、一般の市販の商品を買われて丸をされても、我々としては判断がつきませんので、

そういった、本当にお金を払われたという証明になるものでございますので、そこはで

すね、ベースとなるものは一般のを我々も買うてきて印刷したりとかいうそういう措置

をしますけれども、そういった面につきましてはですね、多少お金はかかりますけれど

も、お金を払ったという証明、簡単に言いますと偽造ができないというようなものでで

すね、対応していきたいと思います。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。はい、岡田委員。 

○８番（岡田）私道の整備事業なんですけれども、施政方針の中でも私はこれ積極的にや

っていくいうふうな感じで捉えたんですけども、予算を見ると去年に比べてえらい４分

の１ぐらいにすとんと落ちとるんですけども、申請される方が少ないということなんで

しょうかね。 

○委員長（下岡）はい、建設課長。 

○建設課長（久保田）その通りです。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）で私道整備補助の続きなんですが、逆に足らなくなった場合どうされます

か。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）補正で対応します。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）今の答弁を受けて町長か副町長にお尋ねします。私道整備補助事業は１件

分だけ取っといて足らなくなったら補正を組みます。逆に不妊治療費や不育症治療費補

助金、多めにとっといて余れば３月末にマイナス補正をかけます。予算編成どちらが正

しいんですか、海田町として。 
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○委員長（下岡）はい、副町長。 

○副町長（三宅）ケースバイケースで対応します。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）ケースバイケースの基準を決めとかんにゃ分からん訳でしょ。片方は少な

めにつくっといて足らんようになったら補正かける、片方は多めに取っといて余りゃあ

削る。それどういう基準でケースバイケースの判断をされているんですか。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）片一方はどちらかと申しますとこれ完全に単価というか一件あたりどの

ようにするというところが決まっております。それに対しまして、こちらの方は具体的

に出てきた場合に金額等を判定するということからいきますと、具体的に出た段階で、

やはり補正が必要になるだろうというふうにこちらは見込んでおります。これは例えば

町道の改良をたくさん設けといてあとで落とすというのと似ていると特に、私道整備事

業補助金につきましては補助というふうになっておりますが、ある道路を直すという意

味でいきますとどのぐらいの金額がかかるかということを精査で、当然出しております

が、具体的なものが出た段階で、今回まだ具体的なものがないのでこういう丸い数字に

なっております。存目的なこともあります。というようなところで、先ほど申しました

ようにケースバイケース、片一方では年間これぐらいあるだろうという判断でやってい

るというところで、おっしゃいます不育治療、不妊治療、徐々に実績が出てきておりま

すから、その実績に応じた予算に組まさせていきますけども、現段階では一定率、その  

の中の一定率がどれぐらいになるという形で出させておりますので、まだちょっと不正

確というところだと思いますけども、そういうところはそれぞれケースバイケースで査

定をしております。 

○委員長（下岡）はい、兼山委員。 

○３番（兼山）今の関連質疑ですが、もし地域の要望をですね、全て私道ですね、私道整

備のことで、地域の要望が叶った場合に、揃った場合は今 100 パーセント受けるという

考えでよろしいんですか、補正として。 

○委員長（下岡）はい、建設課長。 

○建設課長（久保田）私道整備要綱に基づいて、それに合致するようであれば、基本的に

は受ける方向で考えてまいります。 

○委員長（下岡）兼山委員。 
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○３番（兼山）町長答弁も含めてですね、今の保育所も含めてですね、そういうタイミン

グがあると思いますので、これを逃すとですね、また子どもがということになりますし、

今の私道の事もまたせっかくの皆さんの要望が一致したときにやらないとですね、また

タイミングをずらすと 100 パーセント近くにならない可能性がありますので、そういっ

た面も含めまして、今の二つの答弁の分については必ずやるという考えてよろしいでし

ょうか。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）その程度の余裕は持っておるつもりでございますので、そういうのがあ

る都度、補正をお願いしたいと思っております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次に行きます。138、139 全てです。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）こちらの一番下に駐車場清掃業務委託料、これは聞くよということを２週

間ぐらい前に、課長には電話しておきましたが、現在南堀川駐車場、掃除しております。

今までは公園のごみ箱に、集めたごみを入れておったんですよ。ところがこの２月末に

ごみ箱を撤去したことで、あそこを清掃されてる方が集めたごみをどうしたらいいのか

という相談があるんですね。今現在４人の方が交代でやってるんで、それぞれが集めた

ごみを家に持って帰ろうかという話をしておるらしいんですよ。しかしながら町から委

託を受けて清掃しとるのに、集めたごみの処分をそれぞれ個人の家に持って帰るという

のもおかしな話ですよね。これは、どうされます。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）これは環境センターの方と協議した中で、基本は週１回程度とい

うことにしているんですが、この２月 28 日末に撤去したばっかりなので、今後は様子

を見ながら、増やすところ、減らすところ、そのままでいいとこいうふうに、また見極

めていきたいと考えております。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）増やすところ減らすところ、何を増やして何を減らすんですか。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）すみません、回収の回数ですね。 

○委員長（下岡）住吉委員。 
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○５番（住吉）じゃあ、集めたごみは一旦どこかに置いとくんですか。駐車場の。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）はい、基本的にはそうですね、そこへビニール袋の中に入れてお

いていただいて、そこで環境センターとそういう意思の疎通を図りまして、ここに置い

ているから回収してくださいいう形をとりたいと考えております。 

○委員長（下岡）はい、西山委員。 

○１２番（西山）同じ駐車場管理事業でございますが、平成 25 年度までは、管理をされて、

今おっしゃった４人で管理をされておりました。今回見ますと、駐車場利用者が減にな

るので、使用料を二百数十万減で当初予算を上げてきておられます。私は利用者から相

談を受けました。この平成 26 年から、概要の 15 ページにございますけども、事務事業

評価で駐車場管理業務の効率化、駐車場管理業務を廃止し清掃業務のみを委託すること

として 183 万を今回計上されております。国交省が管理のときには車の台数は少なかっ

たです。私よくあそこを利用しているのでよく分かるんですけど、最近この管理事務所

を置くことによりまして、やはり管理が充実していまして、ほとんど駐車場が充足をし

てるというか車の駐車されてる利用されているあそこ、契約されてる方が増えてきてお

ります。で、夜にはあそこ灯りがありますので、公園の防犯にも随分役立っております。

今の管理所の方は、随分曽田の清掃までやっておられると聞きました。で、利用者から

は、あすこを管理棟がなくなれば利用しにくくなると。前もってないときにはすごく不

法駐車とか、いろいろあったと。で、なくなる通知を受けて、これ、どうでしょうかと

いう相談を受けました。単純に事業評価であの管理棟をなくすという判断に至った経緯

は何でしょうか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）今回事務事業評価の中でですね、議論をされたということがございま

すけれども、公的駐車場、府中とかにもあったりしますけれども、いずれも有人で常駐

している管理しているところはあまり多くございません。あと民間駐車場も町内にもた

くさんございますが、有人でですね、管理をされているという駐車場はないんじゃない

かというふうに考えております。そういった中でですね、なぜ有人で常駐しないといけ

ないのかということを考えたときに、これまでどおり、清掃等には曽田も南堀川も両方

とも行ってですね、そういう掃除してもらうということで、常駐とは申しませんけれど

も、不法駐車の管理とか、そういったことについては対応できるんじゃないかと思いま
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す。いずれにしましても、いろいろな駐車場の状況、実態等を踏まえてですね、常駐ま

では不要じゃないかというふうに判断をされたということでございます。 

○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）普通の駐車場の場合はまだ管理されなくてもいいですけど、高架下の暗

いところといいますかね。大変こう横長で、随分厳しいところの駐車場の常勤をなくし

て、今の管理も云々ということがございましたけど、そういたしますと、今回の 13 の

駐車場清掃業務委託料、業務委託料になっておりますよね、業務等委託料でございませ

んよね。そういたしますとここに委託を受けた方は、清掃だけするという委託料金です

ね、これ。今の不法とかも全部、ますます今回も 200 万の使用料の減になっております。

今後、使用料の減が続くことになりますと、また、夜の管理といますか、その常勤を考

えられるお考えはあるでしょうか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）日中は高架下ということで、若干外よりは、夜は暗いということがご

ざいますけれども、今年度、昨年度ですか、ＬＥＤの照明に変えたりとか、夜でも周辺

と比べて暗くて歩くのにも大変だというようなことがないようには施設管理を進めて

おります。そういった意味も含めましてですね、今回常駐という形ではなくてですね、

一般的な駐車場と同じように、公的な駐車場でございましても有人とは限りませんので、

そういったところとですね、あわせたような形の管理をしていくということでございま

す。 

○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）この今回の委託は、駐車場清掃業務委託ですね。先ほどの答弁では不法

駐車等の管理もしていただくというなら、等が入らないと、そこは委託の料金に入らな

いと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）はい、基本は清掃でございます。ただ、清掃だけすればいいという話

はなくてですね、シルバーさんの方と正式にこれから契約等詰めていきますけれども、

当然駐車場のために行う業務を委託するという観点ではですね、そういった異常等があ

ったら放置をするという話でなくしてですね、当然、管理者として必要な情報は上げて

いただくということをお願いしていきたいと思います。 

○委員長（下岡）はい前田委員。 
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○１４番（前田）先ほども言いましたがね、この印刷製本費、駐車場、さっきは駐輪、輪

は 155 万円でこっちは 1 万 1,000 円、どういうようなことをどうするんか、さっきの駐

輪のほうで印刷 150 万もありゃあ、たとえば、駐輪及び駐車という形にしてシールかな

んかつくりゃあ済むと思うんじゃが、ここの整合性は何かというのと、施設を修繕しま

すという駐車場をの、100 万円じゃいうて、50 万円間違うとりましたいうてね、100 万

円に訂正いうて、施設の修繕いうのは何か。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）まず１点目でございますけど、印刷製本でございますが駐輪場という

のはですね、基本年間契約みたいな形で契約をしますので、その許可書というような印

刷費も駐輪場と比べますと全然違って少のうございます。もう１点目、施設修繕料でご

ざいますけど、これは従前からお願いしておりました南堀川につきましてはハトの害が

非常に多うございますので、その忌避剤であるとか剣山みたいなものを設置しておりま

すが、これについてもですね、設置をしていくという意味での修繕でございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。佐中委員。 

○１５番（佐中）駅前自転車の駐車場、自動車の駐車場、委託料で上がって来ておる、今

まで 2,200 万前後ですね、けれども、自動車については 250 台ちょっと切るぐらいです

が、大体分かるんですよね。自転車について上下があった場合ですね、契約内容が変わ

るのか、委託料そのものが変わっていくのかどうか。最近の動向はどうなのか、お尋ね

します。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）駐輪場の委託料につきましては、基本的には変更はございません。

その台数が変わったからといって変更はございません。車につきましても同様でござい

ます。 

○委員長（下岡）佐中委員。 

○１５番（佐中）車の方の委託料、清掃業務の委託料というのがありますが、これで対応

しておるんですか、それとも管理の中で委託をするようになっとるんですか。この費目

というんか表現がですね、ちょっと判断できんので、説明していただきたいと思います。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）メインは清掃でございます。で、管理といいますか先ほど部長の

方が答弁いたしましたように、例えばその車が傷つけられているとかそういうのがあれ
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ば、それは通報していただくようにはなっております。 

○委員長（下岡）佐中委員。 

○１５番（佐中）私聞きたいのはね、駐車場 248 台ですね、全部で満杯としてみて。それ

の委託費の清掃委託という表現でお金を出すようにしておるんですか、お尋ねします。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）繰り返しの答弁になりますけど、従来は常駐して管理をしていくとい

う形をメインにしておりましたけれども、今後はですね、その管理のウエイトと清掃の

ウエイトが逆転するといいますか、清掃をメインに業務を行っていくという意味で清掃

という業務を頭に持ってこさせていただいております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。140、141 全てです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次行きます。142、143 全てです。はい住吉委員。 

○５番（住吉）道路維持、道路修繕がこちらなんでこちら聞きますが、大きい道路なんか

結構をあちこちでなされておりますが、そこからなかに入ったちいさい町道ですよね、

こちらだれかが直してくれいわんにゃ直さんというのが、やっぱり不思議なんですよ。

町道である以上町が管理せにゃならん。何だかんだ下水道や水道を掘り繰り返してガタ

ガタにしてそのままになっとる所が多いんですよね。その辺の見回りというのをしよら

んのですかね。 

○委員長（下岡）町長。 

○町長（山岡）これは町民サービス室というのをつくって、毎日町内をいろんな形で巡回

をしております。それとあわせて、又そういうことから、皆さんに要望があれば聞いて、

専門的なことについてはまた建設課、道路整備の方とですね、判断をしながら、そうさ

していただいております。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）じゃが町長、実際に私らにあれこれ話が来るんですね。いつまでこの道路

このままにしておくんやガタガタのまんまに、下水掘って以来ずっとこうなっとるじゃ

ないか、とかね。あと窪町の土地区画整理事業をあきらめたところなんか、もう長年ガ

ッタガタですよね。そういった部分、見て回ってるんであれば本来気づいてるはずなん
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ですよ。とっくの昔に直っているはずなんですよ。そこらは建設課も人手がそんなにお

らんし、町民サービス室が見回るいうてもやっぱり人がおらんのでしょうね。そういっ

た部分、町道である以上ちゃんと管理するのがあたり前なんですから、その辺改善は無

理なんでしょうかね。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）我々もできる限りいろいろ現場の帰りとか見回っておりますが、今

言われるように、やはり見過ごしといいますか、全部把握し切れていないところがやは

り現実的にあると思いますので、今からもそういったところがあればですね、気軽にお

っしゃっていただければ、迅速に対応するようにいたしますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（下岡）はい、ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい次行きます。144、145 ページです。はい。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい次行きます。146、147 です。はい、西田委員。 

○９番（西田）中ほどの連続立体交差事業促進協議会分担金というところがございますが、

その事業に関して、昨年はですね、連続立体交差事業負担金という、これは歳入の方で、

質疑しないといけなかったかも分かりませんが、これがここの中に盛り込まれていない。

で、実際に、現状の連続立体交差事業は現状どおりの計画に基づいて推進していただき

たいというふうになってると思いますが、そこらの費用が盛り込まれてない、箇所付け

がついていない。これはどのような考えでしょうか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）これはですね、従来は高架化に期待するということでですね、町の課

題を解決するために事業として負担金を支払ってまいりましたけれども、８月に、見直

し状況の検討状況の説明がありましたけれども、その中で、高架化しない案というもの

が提示をされました。そういうことを受けましてですね、高架化につながらない負担金

を払うというものについてはですね、いかがなものかという意味で、今年度も途中から

お支払いはしませんということにしておりますし、来年度につきましても予算化はしな

いということでございます。 

○委員長（下岡）西田委員。 
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○９番（西田）来年度に関しての県からのそういった事務レベルであるかも分かりません

が、そういった内容のものが提示されてきたということでございましょうか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）そのとおりです。 

○委員長（下岡）西田委員。 

○９番（西田）その内容が提示されてきてるということは、見直し案が提示されて、具体

的にそういったものが出てきてるというふうに執行部は捉えられているのですか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）見直し案の提示は８月にですね、見直し状況っていうというものが提

示された以降、それ以外の具体的な話はございませんが、その見直しをですね、さらに

深めるという意味で、調査費等ですね、県のほうの予算は組むと。ついては、調査費だ

けでなくて用地補償もあるんでございますけども、そういった一連のものにつきまして

ですね、応分の負担をお願いするというふうに県から言われておりました。 

○委員長（下岡）西田委員。 

○９番（西田）だから、連続立交に対する用買に関しての計上がなされるべきで、今、こ

の前の説明でいうと 94 パーセントぐらいというふうにお聞きしておるんですが、まだ

残っておるはずですよね。ということは用買に関する予算計上はしていかないと、して

いかないとですよ。当初どおりの計画が進まないというふうに理解できるし、もう一つ

は、なぜそういう交渉があったにもかかわらず、議会にその説明がなかったか。これは

極端にいうたら新聞で、今回の分のやりとりがね、この事務レベルでのやりとりかよう

分からんですが、ええと何日じゃったですかね、新聞に載ったのが。はい、ご理解でき

とると思いますが、その点どのように考えられてるでしょうか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）確かに高架化につながる用地買収については、町としても協力してい

くべきだと考えておりますので、そういった具体のものが、今は、用地費と調査費で応

分の負担をということになっておりまして、具体なものについてはですね、例えばどこ

を買うとかそういったものも一切明らかになっておりません。そういったものが高架化

につながる用地買収があればですね、そのときには、補正予算をまたお願いしてまいり

ますので、そのときにはよろしくお願いします。 

○委員長（下岡）副町長。 
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○副町長（三宅）議会への説明というお話でございますが、この件につきましては、予算

という形でお出しする訳でございますから、本来、今回のこの予算で計上していないと

いうところで、こちらからすべきだったかとは思いますが、先にちょっと新聞報道、県

のほうの予算で、予算委員会で出ましたから、見送っておりましたが、改めてもう一度

考え方を申し上げますと、毎年、負担金は県の方から同意という形で事業推進に同意を

してその負担金を払えというふうな形であります。現在、何を求められているかといい

ますと、見直し案をつくるための委託費、それに対しての負担を求められております。

従来は、見直しといいましても、早く造るための見直しを行うからということでござい

ましたから、私どもとしては、それは現計画を早く進めるための負担であれば応じる、

但しそうでないんであればあとから返せという条件をつけておりましたが、昨年の８月

に県の見直しの方向が明らかになっている段階で、町の望まない見直しを行うのに対し

てその一部を負担しろというのはおかしいのではないかという形で、支払うことを今の

ところ応じないという形で、今回計上しなかったものでございます。当然に今から負担

金として、その用地買収を行うからその部分について具体的な海田町内の場所を上げて

用地買収をするからその部分について負担をしろという負担金の要請があれば、それは

またその時点で議会へ補正という形で説明をさせていただきたいというふうに思って

おります。 

○委員長（下岡）兼山委員。 

○３番（兼山）関連質疑ですが、見直し縮小案に対する負担金を出す必要ないということ

が海田町の意思であるということでよろしいでしょうか。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）そういうことでございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次に行きます。148、149 ページ全部です。前田委員。 

○１４番（前田）畝二丁目のね、現況調査、まず、何処をどのようにするのかというのを

まず最初にお尋ねします。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）今の山畝地区でございます。今の山畝地区全体ございます。旧国道

から上のところでございます。 
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○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）今もうひとつ言うたんじゃがのう。どのようにするんかいうて、ただ、

ここじゃ分からんけども、現況調査ならその測量というか、道路あるいは建物の図面は

わしの知る範囲ではできとるんよ、の。それを今更なんかして委託して何百万いうかあ

んだけのものを測量するいうたらおそらく千の単位になるじゃろう思うけどもね、ここ

ではすばらしい単価もあがっておるんじゃけどね。無駄な抵抗みたいな気もするんじゃ

けども、それ何にするんかの、測量して。下水にするんか何にするのか、それともあっ

こ寄付してもろうて、今の現状道路を町道にしていこうというのか、そこらの目的とい

うか、そこらも含めて答弁願いたい。 

○委員長（下岡）内容目的について簡潔に述べてください。建設課長。 

○建設課長（久保田）内容でございますが、まず航測図化したものと公図を照らし合わせ

て現況がどれくらいどのように差異があるのかというのを調べること、目的については、

あそこの地区がまだ今も下水が入らない、道路整備もできないような状況でございます

ので、まず現況把握をした上で対策を考えていきたいということでございます。 

○委員長（下岡）よろしいですか。前田委員。 

○１４番（前田）それ今も言うたようにね、すでにあっこの現況測量はできとるはずなん

よの、なぜそれが今から再度やらにゃいかんのか。時代にしたら３年ほど遅れぐらいだ

けど、今のね、要するに３、４年前に、既にそういうものをつくっとる。それくらいの

時差で再度またこれだけのものをやらにゃいかんというのをね、一筆何ぼいうたら、ど

っちにしても元の図面は銭にならんの分かっとるんで、現況測量はできとるいうのはあ

んたら図面もっとるはずじゃないか。それを隠そうと思うんかどうか知らんが、単純に

考えても筆で考えても 1,000 万円やそこらじゃ収まらん。ここじゃ相当の数字もあがっ

とるけえね。何ぼかとかそんな野暮なことは聞かんけども、だから、そんなことやる必

要ないと思うんだ、どうかな。それが利用できんのかどうか。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）実際に中に入って現況測量するとかそういったことはしません。先

ほども申しましたように、航測図化したものと公図、現況の公図を照らし合わせて、再

度どのような形になっておるか、現状をそういった意味で把握をするということでござ

います。 

○委員長（下岡）現在の公図等をお持ちということでよろしいんですか。建設課長。 
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○建設課長（久保田）その通りです。 

○委員長（下岡）はい、多田委員。 

○１０番（多田）畝二丁目で間違いないかね、一丁目じゃなしに二丁目。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）大半が二丁目でございますので二丁目にさせていただいております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。はい、多田委員。 

○１０番（多田）このもう一つ下の安芸農協の本社の外溝補強、補修というのは何かで被

害があったんですか。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）今度の区画整理であそこの前の道路が 30 センチぐらい上がりますの

で、その関係で安芸農協の前の駐車場が人工芝になっておりますので、それの対策を検

討する業務でございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。住吉委員。 

○５番（住吉）素朴な疑問いきます。この畝二丁目地内の委託料、駅前整備費の中に含ま

れとるんですね。この駅前整備費というのはどっからどこまでの範囲をカバーするもの

でしょうか。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）我々もそこをいろいろ考えたんですが、やはり整備手法がまだはっ

きりしてないんですが、やはり考えられる整備手法は区画整理ではないかというのを念

頭に置いておりましたので、駅前とちょっと場所が違いますが区画整理事業ということ

で、この項目に入れさしていただきました。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次いきます。150、151 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい次行きます。153、154 ページで一番下の段の国土調整費を除く全て

です。西山委員。 

○１２番（西山）153 ページの８の海田総合公園改修事業の駐車場ゲート改修事業でござ

いますが、現地視察はさせていただきましたが、これ、初めに設置された時から、あの

駐車場のやり方は利用者にとっては随分不便だっていうことで、今、入口と出口が別個
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の違った形の料金設定ていますか、管理が必要ではないかというのが長年の懸案だった

んですけども、また同じ、あれが早く下りたり閉まったりするという改修にとどまった

理由は何でしょうか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）大規模な改修ということまでですね、例えば入口と出口を変えるとな

りますと取りつけ道路とか、いろんなものが変わってきますので、今回はゲート、入口

と出口のゲート一緒でございますけれども、それの改修にとどめるということでござい

ます。 

○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）駐車場の入口は２車線が十分とれるだけの幅になっておりまして、半分

は鎖なんかでみっともない形になっている現状ですね。道路幅もあの幅からいきますと

２車線部分の幅はありますので、今の答弁にはあたらないと思うんですけれども、もう

一度お願いします。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）西山議員おっしゃられること私もよく分かりまして、検討させたんです

が、ご要望が高い駐車場の入口ゲートを変更する、今の車線もその鎖のところを変える

と、少し費用が高うございまして、今回は見送らさせていただきました。当面の改修に

留めさせていただきました。西山議員がご提案のイメージは私も住民の方からいただい

ておりますので承知しておりますが、そのための改修は少し高うございましたので、こ

の度断念しております。 

○委員長（下岡）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）一般公園管理事業いうことでここで聞くんですが、毎朝老人クラブがグラ

ウンドゴルフやゲートボールの練習してますよね。あれ最近クレームがよく来るんです

よ、小さいお子さんを持つ保護者から。怒鳴られるいうて、公園で子どもを遊ばせたら。

わしらが使いよるのに、じゃまするな。これはどういうルールがあるんですかね。あと

最近土曜日もやりよるとこがあるんですよ。小学校休みですよね。子ども、遊べんのん

ですよ。これどういう条件であそこ練習の許可を出してます。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）条件面でいいますと、一応その朝何時からとかいうのはないんで

すが、議員さん言われる基本的には朝早い時間とか土曜日いうことだと思うんですが、
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他のところでもですね、朝早うからやるからどうかしてくれいうのがあった例がござい

ます。そのときは、私どもの方で、そこに伺いましてですね、ちょっと皆さんの迷惑が

掛かるからそこは何とかなりませんかいうことでお願いをしております。そのときはも

うそれで終わっておりますね。またそういうのがございましたら、また、声を掛けてい

ただければこちらの方で対応させていただきたいと思います、よろしくお願いします。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）前は公園使用許可ちゃんと取りよった思うんですが、今頃それなくてもや

らしよるんですか、好き勝手に。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）すみません、公園許可の方につきましては当然出していただいて

おります。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）時間指定があるはずですよ、そうしたら。何日何曜日いうのが。それはお

かしいでしょう。南堀川公園特にそうですよ。盆踊りする時いつも何日の何時から何時

までいうて許可書を出してますよ。でもグランドゴルフ、ゲートボールの練習はそうい

ったものを出さなくていいんですか。書類が全然違うんですか、種類が。時間云々、曜

日云々いうのは絶対あるはずですよ、以前はありました、それはどうなっていますか。 

○委員長（下岡）個別の許可を出してもらっているかどうかということだと思いますけれ

ども、都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）基本的には許可、グラウンドゴルフ等にかかわらず出していただ

いております。その中で、基本は午前中になっていると思うんですが、そのようにはな

っているとは思います。 

○委員長（下岡）今聞かれてるのは、個別にそれぞれ使う度に出していただくようになっ

てるかどうかということだと思いますけど、都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）これにつきましては、１年間とかいう期間を定めて、その都度じ

ゃなくて期間を定めて使用許可を出しております。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）それをやるから曜日が分からんようになるんでしょ。土曜日でも平気でや

るとこ出てくるでしょ。子どもが遊ぶところはないじゃないですか。その辺どういう指

導してきてるんです。 
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○委員長（下岡）はい、建設部長。 

○建設部長（北山）確かにおっしゃるように、土曜日に子どもたちがよく使うということ

で、重複して公園を使うというケースがですね、多く出てきているんだろうと思います。

その辺りについてはですね、ちょっと我々の方からも、公園の管理も含めて、やってい

ただいてる方とですね、調整をとりまして、できれば土曜日とか子どもたちがたくさん

使うときにはですね、遠慮してくださいということ申し入れたいと思います。 

○委員長（下岡）はい、ほかにありますか。はい、前田委員。 

○１４番（前田）それで今でとったそういうちっちゃな児童公園とかね、いうようにね、

１番問題なのは便所なんよね、いまあちこち相当の下水が整備されておるんでね、簡易

の便所あちこち、おそらく 50、60 万もあったらね、できるだろう思うんよの。年間４

つぐらいやったけえいうて 200、300 万の話じゃろう。それくらいのお金はどこにでも

あるじゃろう思うが、どうかの、公園のいわゆる今言った児童公園、そういうとこも含

めてね、含めていうよりもむしろそっちを重点的にそういう簡易、少なくとも、小の方

はね、使えるような造るいうか整備その予定とか考えはどうなっておるんか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）プレハブでですね、工事現場に置くようなものであればそういった金

額でも可能かと思いますけれども、水洗とかですね、いろんな下水接続等を含めますと、

かなりの金額がかかりますので、地域の要望等を伺いながら判断していきたいと思いま

す。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）個別に言わんにゃいかんのかどうか分からんけどもね、ここ何年もずっ

とそういうものをわしは口頭では言うてきとる、少なくとも６、７年にはなると思うん

よ。これは部長３人目ぐらいになっとるんじゃけどね、今の部長には残念ながら言うと

らんけどね。ずっと言うてきた。考えます考えますいうけ、わしも人間正直なけえ優し

いけえね、ずっと今まで待っとるんだがね、やっぱり近々にそれを考えるというか、造

る考えがないのかどうか、再度聞きたい。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）委員おっしゃっておりますのが砂走の児童公園でございましたら、これ

はＪＲの方の許可がとれませんので、前から申し上げておりますけども、その近隣にＪ

Ｒの敷地外にどこかいい場所がございませんかということはこれは逆に委員にも個別
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に申し上げているとおりで、あの公園でしたら、公園内にはＪＲの許可がとれませんの

で、トイレ設置はできません。そうでない、確かにあの周辺にないのは確かでございま

すから、そういった公衆トイレをどのように造るかどの場所で造るかというのは、これ

は部長だけではなしに私自身も聞いて検討しておりますが、場所をどこにするかという

ところに苦慮しております。場所についてまたご提案がございましたら、ここについて

予算化することはやぶさかではございません。 

○委員長（下岡）はい、桑原委員。 

○７番（桑原）海田総合公園の指定管理者候補者選定外部委員ですか、３万 7,000 円上げ

ておられますけども、これはどなたを想定していらっしゃるんですか。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）はい、基本的には、前回で申しますと税理士さんとか過去の監査

委員さんの経験者とか、そういう方を充てたいと考えてはおります。 

○委員長（下岡）桑原委員。 

○７番（桑原）それはそれなりにあるでしょうからいいんでしょうが、これは指定管理者

でね、指定管理のシルバーであるとか福祉センターであるとかいうところにもやっぱり

今後そういうような、選定部外者ということで入れられるんですか。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）公募する場合と非公募の場合でこれは異なってくると思います。今おっ

しゃいましたところ、今回５年間の指定をさせていただきましたけども５年後にそれを

考える場合には検討を要する事項かと思いますが、当面はこの総合公園についての公募

の場合の選定という形で考えております。 

○委員長（下岡）ほかにございますか。はい、宮坂委員。 

○１１番（宮坂）町内公園遊具塗装工事というのが出てますよね、22 か所。これ地図で見

たら 22 か所なんで点々々とあるんですけども、実際でいえば各ちびっこ公園なんで近

くはないと思うんだけども、例えばこれ１か所塗るのにケレンして錆止めして２回塗装

して、最低でも１週間以上はかかる工事だと思うんですよ。そうして１か所やってると、

他の公園に行こうかな、遠いんで行こうかなというところは少ないかもしんないけども、

あそこの公園がすべり台ができないから、あっちの方に行ってみようかなという方もい

らっしゃるかもしれないんだけども、積算すると工事予定としては、いっぺんにやらす

予定なんかそれとも区分ごとに区切ってやる予定で考えていらっしゃるのか。 
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○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）まだその工事の作業のスケジュールについては明確に決めておりませ

んけれども、今委員がおっしゃったようなこと、近隣の公園であればですね、一度に着

手することがないような配慮はしていきたいと思います。 

○委員長（下岡）宮坂委員。 

○１１番（宮坂）そういう答弁がくれば、また今度はね、経費を、請負った業者にすれば

ね、積算するときに、いっぺんで済ませる時と、日にちを分けてやる時、それだけ経費

が変わってくる訳ですよ。そういう経費を考えてあげた予算を組んでいるのかどうか、

あげてくださいや。これ、いいや答えは。そういうこと、言いたいのは。 

○委員長（下岡）はい、崎本委員。 

○１３番（崎本）私は何回か前に一般質問でやったんじゃが、遊具の点検ですよね。その

ときには、１週間に１回か、職員が回って点検しますと言われましたが、今もそれをや

っておられますかどうか。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）これは１か月に１回、で年２回、大規模な点検を行っております。 

○委員長（下岡）崎本委員。 

○１３番（崎本）１か月に１回は見回って点検して、年に２回は大規模な点検するちゅう

ことの。そりゃあ業者がやるんか。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）それは職員で対応しております。 

○委員長（下岡）はい、ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次にする前に執行部の方にお願いしておきます。食い違い、不明

瞭な答弁があるようですので、後刻でも構いませんので、答弁は正確にお願いいたしま

す。はい次、156、157 飛ばして次は、156、157 です。ごめんなさい。住吉委員。 

○５番（住吉）蟹原第１町営住宅大規模改修事業、あれいつまで使うつもりなんですか。

建て替えた方がどう考えても早いように思いますが。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）昨年度ですけれども、この第１蟹原をどうしていくのかということで

検討しましたが、耐震の改修の必要性はないということがありますので、今回大規模改
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修でですね、10 年間かけて、町内の町営住宅全部改修してまいります。ということなり

ますと、10 年かけて修繕してきますので、最低でもそれ以上なんですけど、できるだけ

手当てをしてですね、長く使っていきたいと思います。 

○委員長（下岡）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）あと駐輪場、駐車場を整備しますよね。駐車場。第１蟹原、あの駐車場整

備で皆さん全員車が置けるようになるんですかね。 

○委員長（下岡）都市整備課長。 

○都市整備課長（近森）おおむね整備ができると考えております。全戸数にはないんです

が、特に第１蟹原につきましては高齢者の方が多いのがございまして、高齢者とか身体

障がい者の方々もございますので、そこはクリアできるものと考えております。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）補足させてください。現状の台数と同等程度は置けるというような形

で考えております。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）課長の答弁聞きよって第１蟹原、高齢者と障がい者が多い。でも、エレベ

ーターがないんですよね。この大規模改修、いずれはエレベーターつけるつもりなんで

すか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）それは困難でございます。おっしゃる通りですね、昨年度考えるとき

に、本当にエレベーターが付いた町営住宅一つもありませんので、新しく建てるとかで

すね、建て替えるとかそういうことも含めて検討したんでございますけれども、現状で

は、エレベーター設置の予定はございません。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。西山委員。 

○１２番（西山）町営住宅改修事業の４の大規模改修の件ですが、利用者に便利なように

改修していくということで、チャイムの件ですね。ピンポン、今あそこはピンポンして

も昔風のチャイムですので、ましてや高齢者ですと音が聞こえないという、チャイムの

改修は、最近の便利な画面が出るまでとは言いませんけど、高齢者の方にとっても分か

りやすい、そこで会話ができる程度のチャイム変更にはお考えにはならなかったんでし

ょうか。 

○委員長（下岡）建設部長。 
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○建設部長（北山）今西山委員がおっしゃるのは、高齢者の方も暮らしやすいようなシル

バーハウジングみたいなイメージだと思うんですけれども、チャイムについては大規模

修繕中では特に考えておりません。これは個別に交渉とか、そういったものがあればで

すね、対応していきたいと思いますけれども、今おっしゃったような高齢者の方がその

画面で見えるとかいうようなものには、ちょっとそこまではいかないと思います。 

○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）時代錯誤もいいとこですね。その建物が建った時のチャイムの方式の現

状です。これって時代にあっておりませんので、今後検討されるお考えはないでしょう

か。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）画面で相手が見れるというイメージだと思いますけれども、そこまで

を公営住宅の中でやっていくかどうかっていうのはですね、今後の課題だと思いますけ

れども、現時点ではチャイムという機能を果たすということで考えていきたいと思いま

す。 

○委員長（下岡）はい、前田委員。 

○１４番（前田）一般質問でも言うたんじゃけどね、おおむね今ある台数の駐車場は確保

できると。それでええんかも分からんけども、言うたようにね、いわゆるゼブラという

のかそこでＵターンする、あっこは奥へ入っていくと向きを変えるのも非常に難しい。

そこでわしが言うた緊急用とかそういうＵターンのために、緊急用のために、ゼブラを

やっといたほうがね、駐禁のスペース確保したらええんじゃないかと思うが、その考え

はどうか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）第１蟹原につきましては、現状置かれている車の台数駐車できるスペ

ースを確保するんでめいっぱいでございますので、通路と駐車区画は明確に分かるよう

にはしたいと思いますけれども、緊急自動車を止めるための専用のスペースを設けると

かっていうのは難しいと思います。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）その部分を開けとけというのは難しいというのはある程度理解はできる。

ただ今言うた転回場所を兼ねてね、ちょっとそういうところとか広めに考えるとかいう

こともできるんじゃないか思うんじゃけどもね。その辺も含めてどう考えておるかよ。
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再度。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）駐車区画のレイアウト、いろいろ考えてはみましたけれども、非常に

敷地の制約がございますので難しい現状でございます。 

○委員長（下岡）はい、ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次行きます。158、159 ページ全てです。前田委員。 

○１４番（前田）資料の 37 の 14 との関係で、この成本の除草、水路、なんか知らんけど

も、これの概要内容いうかどういうふうにするのか、ちょっと説明願いたい。 

○委員長（下岡）はい、建設課長。 

○建設課長（久保田）山陽本線に沿って流れる雨水路でございまして民家が非常に隣接し

たところが多ゆうございますので、そこに繁茂する草、そういったものを除草をやって

まいります。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）こちら窪町地内水路現況調査業務委託料、これどういった調査をなされる

おつもりで。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）区画整理から外れたところの水路、非常に流れが悪いとかそういっ

た苦情がありますので、今後のことを考える意味で現状調査を実施してまいります。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）できりゃあ、資料 37 の 14、見てほしいんじゃけども、草が生えとると

こはそうかも分からんがね、なんか訳の分からんようなパイ 700 というようなものを書

いとるんじゃけどね、何も掃除もなにもする必要、これぐらいじゃ、５センチや６セン

チだったらへたな工事すりゃあこれぐらい水はいつでも溜っとるんじゃが、どうなんか

の、これ全体で部分的にこの部分が何ぼあるんかいの、20 メートルでもあるんかいの、

どうなんかいの。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）今、いろんなご意見がありますが、地元からは非常に強い要望があ

ります。特に夏場前後に関してはですね、どうにかしてほしいと。そういったのを、毎

年出ておりますが、今まで簡易外注で対応しておりましたがやはり全線的にここはやっ
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ていく必要が今年度からあるということで、今年度計上させていただいております。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）これはね、図面見てもそう思うよ。この管きょは 160 メートル全部じゃ

思うよ、誰が見ても。そうすると先ほどの草刈りしますということじゃがね、我々に理

解できんのよ。といういう事で分かる、160 メートル全部草刈りするんか思うわいの。

ほんで５センチしかヘドロが溜っとらんいやあ、まだ上に 650 余っとるんよ。多少の水

来たけえいうて流れるのに何でこんなところにくだらん銭かけるんかいうことになる

訳よ。ちょっと分かりやすく説明してほしい。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）すみません最初除草いうて言われたんでちょっと除草の話をしたん

ですが、ここの部分は水路浚せつでございますので、浚せつについては、ここの間は暗

きょで近年全く浚せつはしておりません。そういったことで、これからの雨水災害対策

に対応するということで、ここの暗きょ部分について浚せつをやっていくということで

ございます。 

○委員長（下岡）はい、前田委員。 

○１４番（前田）図面みて、延長ボリューム３立米よ。160 メートルずっとなでてさらえ

てきて３立米しかないちゅうんじゃ。掃除せんでも、なんぼでもこれぐらい流れるいう

てわし言う訳よ。そりゃあ、大雨はどうか知らんが、ゲリラ豪雨で時間雨量 100 ミリじ

ゃ 120 ミリじゃいうのもあるよ。そんなときは、瀬野川じゃって溢れるのよ、そんなも

のははっきりしとるが。だから無駄な銭を使うとるんじゃないか、堆積土、これわしが

言うとるんじゃないよ、海田のことをいうとるんよ。だから少なくともやる必要はない、

無駄ではないのかとこういうていうんじゃがどうなのか、もう一回そこ。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）ここの図示しておりますちょうど下山手から上流部分については開

きょになっております。しかしここの赤色で塗りつぶしておるところについては暗きょ

でございます。大雨が降ってですね、すぐ対応できるようなところではありません。こ

こが詰まるとその上流の所が全て影響してまいりますので、確かに５センチだからやる

必要はないというお考え方もあるかもしれませんが、ここは何年もやっておりませんの

で、やはり災害を未然防止するという意味で、浚せつのほうを計上させていただきまし

た。 
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○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）何ぼ言うても一緒じゃがね、図面を見て言うとるのよわしが。これだけ

の径があってこれだけの堆積土で、やる必要があるんかいうて言うとるんよ。図面皆さ

ん見てみてくださいや。14、37 の。ね。160 メートルのごみを集めて３立米じゃいうと

るのよね。それを言うとるんよ。そんな無駄なことをする必要はないんじゃないかいう

て。十分水流れるだろうというとるん。流れんのは、いわゆる暗きょというのかそうい

うパイプの環境だから、ね、入口では 70 センチ、全部水入れても、出口へいったらお

そらく半分じゃろう思うよ。入口から出口まで 70 センチ満タンになってびゃっと流れ

ることははっきり言って無いよ。そんなものは素人でもそれぐらいのことは分かる。だ

から大雨でどうじゃ、その場限りの対応なのよ、答弁なんよ。そんなウソを言わんでも

ええと思うが、だから何回も同じことを言うとるけども、やる必要があるかないかとい

うのよ、ないだろうこれ見ても、どうなのかな。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）ここに５センチ泥が溜まっておりますと、これより上流には、いくら

掃除しましても、開きょの部分をいくら掃除しましても５センチ常時水がたまっている

ということなりまして、先ほど課長が申しましたような環境面も含めましてですね、こ

この暗きょについては清掃したいと思います。 

○委員長（下岡）はい、次ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。210、211 ページ全部です。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。212、213 ページ全部です。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）以上で、建設部の範囲の質疑は終了します。質疑漏れ等があれば、発言

を許します。はい、前田委員。 

○１４番（前田）まず一つはね、串掛林道、毎年わしもあんなものは廃道にせえ言うたこ

とが過去にあるんじゃけどもね、400 万工事、いろいろかけてやるんじゃけども、まず

ここでね、そんなに何か知らんが、毎年毎年これずっとあるんよの。一つには、修繕、

維持補修いうたほうがええのか、まずどこなのかということを一つね、これ聞くのを忘

れとったが、この落ち葉やら何やら考えたときにゃあね、抜本的なものを考えんとね、
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それか草刈りのときに一緒に掃除してもらうか何か考えりゃあええんじゃが、いっぺん

にやろう思うけえ無理なんじゃろうが、春と秋と２回やるとかね、何かその考えんと、

毎年こんなものあがっとる。何かそこの知恵がないのか、無駄なことをするなと言いた

いのが一つと、これも前にも言うとるが、ページで 145 ページにの、今は 131 ページの

を言うたんじゃが、国信橋、これまあちょうど２号線 50 メートル 2,000 万円改良する

ということでこれは順次やっていく、28 年やらまでにやるとこういうことじゃが、例の

橋のたもとがね、先にやるか、隅切りを少なくとも下流側、ま、上流側、相当あれ車と

か自転車とか出てきて８月の大型ショッピング店考えたときにね、やっぱりすっと抜け

れるようなことにいち早くそこだけ臨時的なものでもいいと思うけどね、考えないと、

部分的には自転車が今度は 100 メートルが歩道整備されるけえね、かなりの自転車もス

ピードでくるじゃろう思うし、今度はそれだけの車台数増えるのに、畑賀の方から降り

てきた自転車が、ぱっと急きょ歩道へ飛び出すようなことになる。これ長ういうてきて

ね、残念去年 10 月頃にやるようになっとったのを中止になったいうことで残念なんじ

ゃけども、いち早くその通過部分、要するにまっすぐ通る、これだけないと別個に県に

要請したり考える気はないのかどうか。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）それでは林道の方は私の方から答弁させていただきます。林道の修

繕でございますが、まず修繕の内容は主に舗装修繕、あと側溝修繕で対応しております。

それから、全体的に根本的に直せばいいのじゃないかというお話がありましたが、路線

自体はですね、まだそこまで根本的にというところまで行っておりませんので、通常の

維持補修をやって適正な管理をしていきたいという具合に考えております。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）国信橋につきましては、できるだけ早くですね、整備ができるように

進めていきたいと思います。 

○委員長（下岡）ほかに質疑ありますか。はい、桑原委員。 

○７番（桑原）ちょっと一問一答なので二つ続けてききゃあええんですが、一つずつ教え

てください。駅前土地区画整理事業、この実施設計修正業務委託料、こうなってますが、

これ何ですか。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）主に駅前広場の修正をやってまいります。理由は、そこにマンショ
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ンが建ったこと、そういったことでバスの停留所の位置が変わるということになりまし

たので、それに伴って修正設計を行ってまいります。 

○委員長（下岡）桑原委員。 

○７番（桑原）もう一つ、地籍調査、この委託料が計上されますが、この地籍調査という

のは何ですか。 

○委員長（下岡）建設課長。 

○建設課長（久保田）これは、換地先の土地の中に有害物質があるかないかそういったも

のを調査するものでございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、なしと認めます。質疑を終結いたします。以上で建設部関係の審

査を終了いたします。暫時休憩いたします。再開は執行部の入れ替えがございますので、

10 時 45 分といたします。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時３１分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（下岡）お揃いでございますので、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。

教育委員会関係の審査を行います。ここで執行部の方にお願いをしておきます。質疑は

原則一問一答形式によりますが、答弁は質疑の趣旨に沿って簡潔に要領よく的確に行い、

メモをとるなどして答弁漏れがないようにお願いいたします。それでは第 22 号議案、

平成 26 年度海田町一般会計予算を議題といたします。まず歳入から入ります。資料 24

の８、９ページをお開きください。上段にあります、３目、教育費負担金についてです。

はい、住吉委員。 

○５番（住吉）こちらの方が前年に比べまして 66 万 9,000 円増えておりますが、これは受

け入れ人数が増えたという解釈でよろしいでしょうか。 

○委員長（下岡）学校教育課長、答弁されますか。学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）９ページの広島市学齢というところでよろしいでしょうか。はい、

来年度は、現在平成 25 年度今年度が 85 名、来年度平成 26 年度は 80 名ということにな

っております。１人あたりの単価が今年度は８万 6,894 円、来年度が 10 万 1,773 円に
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なったものでございます。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）何で単価が上がったんでしょうか。 

○委員長（下岡）答弁されますか、後でされますか。次長。 

○教育次長（細川）それぞれの学校の維持管理費等上がって１人頭の単価が上がるもので

ございます。いうなれば電気代等の維持諸経費がかなり前年度と比べて上がるものです

から、１人あたりの単価が増えたものでございます。 

○委員長（下岡）ほかに質疑ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次行きます。10、11 ページ下段にあります、６目、教育施設使用料につ

いてです。ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次行きます。12、13 ページ、前のページから続きます、６目、教育施設

使用料についてです。ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。18、19 ページに進みます。上段にあります、６目、

教育費国庫補助金の内、私立幼稚園就園奨励費補助金を除いた部分と、その下の教育費、

国庫委託金です。ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次いきます。次に、24、25 ページに進みます。上段にあります、５目、

教育費補助金と、下段にあります、５目、教育費委託金についてです。はい、大江委員。 

○２番（大江）すいません、「山・海・島」体験活動推進事業補助金が去年は２校だったん

ですが、今年はこれはかなり予算増えてますので、何校に増えたのかその辺を教えてく

ださい。 

○委員長（下岡）はい、学校教育課主幹。 

○学校教育課主幹（松本）はい、失礼いたします。今年度は４校実施をしております。来

年度につきましても４校実施、ただここ増額となっておりますのは、民泊を含めたとこ

ろでは県から１万円の補助という形で、１人あたり１万円の補助をいただきます。その

ために増額となったものでございます。以上でございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）28、29 ページに進みます。３項、雑入のうち町刊行物売払収入と複写機

等使用料と入場料と講座受講者負担金です。質疑があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。30、31 ページ中段にあります、２目、教育費につい

てです。質疑がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。続いて歳出を行います。168、169 ページをお開きく

ださい。10 款、教育費からこのページは全部です。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。170、171 ページ、このページも全部です。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次行きます。172、173 ページ、下段の３目、私立学校振興費を除いた全

てです。ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。 

○委員長（下岡）174、175 ページ全部です。質疑がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次 176、177 ページ全てです。はい、桑原委員。 

○７番（桑原）今年度の耐震事業、これが完成するということなりますと、どれぐらいの

程度の率で耐震事業が完成に近いのかということをお尋ねします。 

○委員長（下岡）はい、学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）はい、26 年度の耐震が終わりますと、つまり 27 年度４月１日時

点では 87.5 パーセントの耐震化率でございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。176、177 ページ全てです。はい桑原委員。 

○７番（桑原）前年度、海田小学校の少人数指導授業というのが推進事業が載っとったん

ですけども、今年はこれがなくなって、おそらく何かに変わってるんだろうなと思いま

すけども、これ、なくなった理由をお尋ねします。 
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○委員長（下岡）はい。学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）これまで少人数指導というものを、これからは教育指導員制度と

いうことに変えております。学校の実態に応じて、例えばＴＴ、２人で授業をするとか

いうようなことが効果的であるというふうに運用を柔軟にしたものでございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次、178、179 ページです。はい、西山委員。 

○１２番（西山）６の小学校特別支援教育事業の７の特別支援介助員賃金でございますが、

おそらく、中学校のときに増額になってますので１人中学校に入学で小学校卒業ではな

いかと私、勝手に判断した訳ですけども、それによりまして今度新１年生を含め介助員

が、必要な人数は何名なんでしょう。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）はい、小学校の方は、現在５名から来年度は３名、減いたします。

ただし２名した減は中学校の方へ移動いたしますのでトータルとしては変わりません。

西山委員。 

○１２番（西山）そういたしますと、新１年生には１人もいらっしゃらないと判断してよ

ろしいんですか。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）新入学生の中に介助を必要とする新入１年生はいないということ

になります。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次へ行きます。180、181 ページです。 

○委員長（下岡）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）心の元気を育てる地域支援事業というのは一体どのような事業なんでしょ

うか。 

○委員長（下岡）はい、学校教育課主幹。 

○学校教育課主幹（松本）はい、失礼いたします。この事業は、学校と地域、家庭が一体

となって体験活動、例えば本年度におきましては、あいさつ運動、そしてクリーンキャ

ンペーン、そういった体験活動を通しまして、子どもたちの自尊感情そして、社会参加
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の意欲、そういったものを育てる事業でございます。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）来年度も同様に、あいさつ運動とクリーンキャンペーンを行うんでしょう

か。 

○委員長（下岡）学校教育課主幹。 

○学校教育課主幹（松本）はい、来年度も同様に、あいさつ運動そしてクリーン活動、そ

れを実施させていただきます。ただその中で、本年度の課題といたしまして、地域への

貢献、地域への広報、そういった点で十分に成果等もあらわれておりませんので、来年

度は特にその地域と密着したといったところを主にですね、活動を進めていきたいと考

えております。以上でございます。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）その地域と密着というのをもうちょっと具体的に、分かる範囲でお願いで

きますか。 

○委員長（下岡）学校教育課主幹。 

○学校教育課主幹（松本）はい、例えば今海田西中学校では、花の苗をつくっております。

だいぶ大きくなっておりますので、そういった花の方ですね、地域の方へお配りするで

あるとか、またあいさつ運動をするときには、地域の方にまた今年も呼びかけたんです

が、１度ほどしか呼びかけができていません。そういった頻度を上げて、より地域の方

とお近づきになれるそういった機会を多くもちたいと考えております。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）あいさつ運動でやる話じゃないですよね。日頃から挨拶できるようにしと

くのが筋じゃ思うんですよ。実際自治会長やっとるんで、ひまわり大橋の方へ来ません

かいうて案内来ましたけども、普段しよらんのにこういう時だけ挨拶一緒にしましょう

いうて、そんな虫のいい話はない思うて行かんかったんですよ。その辺、本来は家庭で

教育すべきことなんですけども、その点、来年度、どういった形で子どもたちに指導し

ていくんでしょうか。 

○委員長（下岡）はい、学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）今議員さんおっしゃられたとおり、確かにその一部の児童生徒、

また校内では挨拶というところができるようになったという成果はあります。ただじゃ

あそれが校外へ出たときにできるか、みんなできるか、というところは大きな課題です。
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やはり来年度は地域を巻き込んだその汎用したものを、小学校・中学校の連携の中で広

げていきたい。またこれは、あいさつ運動だけが目的ではありません。暴力行為等のい

じめ等の未然防止の観点も含めております。それは道徳であったり日々の教育活動の中

でつなげて、あわせて指導していきたいというふうに考えております。 

○委員長（下岡）多田委員。 

○１０番（多田）町長の施政方針にあったんですが、地域のおせっかいおじさん・おばさ

んの発掘や育成と活動の場を提供するというふうにあったんですが、これちょっと具体

的にどのようなやり方というか場、場というのはどういうところなんでしょうか。具体

的にちょっとお願いしたいな。 

○委員長（下岡）はい、海田公民館長。 

○海田公民館長（山路）ただいま多田議員さんからいただきました地域のおせっかいおじ

さん・おばさんの件ですけども、実は国の委託事業で、公民館等を中心とした社会教育

活性化支援プログラムというのを今年度からしますけども、それは、この事業は、都市

化・核家族化等による希薄化した地域コミュニティを再生するために、地域のおせっか

いおじさん・おばさん、昔たくさんいらっしゃったんですが、その方々を発掘してまた

養成していって地域をよくしていこう、という事業を公民館で今年度からやっておりま

す。で、来年度も引き続きするように予算を計上しておりますのでよろしくお願いしま

す。 

○委員長（下岡）多田委員。 

○１０番（多田）今年度もやっておった、ちょっと私も認識不足なんですが、公民館の例

えば講座生を中心にやれるとか、そこらの対象はどうなってるんですかね。 

○委員長（下岡）海田公民館長。 

○海田公民館長（山路）今年度は、対象は未来のおせっかいおじさん・おばさんをつくろ

うということで、ちょっと時間がかかるんですが、子育て真っ最中の若い方々に集まっ

ていただきまして、やっております。 

○委員長（下岡）講座生かどうかという問いです。 

○海田公民館長（山路）定期講座の講座生の方は、若い子育て真っ最中の方はいらっしゃ

いませんので、講座生の方ではありません。 

○委員長（下岡）多田委員。 

○１０番（多田）ちょっとその呼びかけはどのようにされたんですか。私も認識不足で、
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広報かいたなんかに載っとったんでしょうか。 

○委員長（下岡）海田公民館長。 

○海田公民館長（山路）広報とチラシで募集いたしました。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。はい、西田委員。 

○９番（西田）上の方の中国新聞データベース手数料と問題データベース使用料、これが

新しく入り込んできているというふうに思うんですが、問題集の教本との関係も含めて、

このデータベースの活用はどのような形態でされようとされてるのか、お伺いします。 

○委員長（下岡）学校教育指導監。 

○学校教育指導監（大里）はい、問題データベースの使用方法なんですけれども、町で統

一のテストを行っております。これは２中学校４小学校の学力向上推進委員が集まりま

して、問題については作成しております。そこに向かっての事前学習、また、事後のフ

ォローの学習として、このデータベースは使うものでございます。 

○委員長（下岡）はい、学校教育課長。 

○学校教育課長（松本）合わせて中国新聞の件ですけれども、こちらは今年度も行ってお

ります。ただ、事業の中で、手数料から使用料というところに変えましたので、昨年度

がゼロというふうに見えますが、今年度から引き続き行っております。また活用方法と

しましては、やはり中国新聞等の地域のニュースの情報を教育に活用するため、という

ことで活用しております。 

○委員長（下岡）西田委員。 

○９番（西田）下の問題データベース使用料の件なんですが、これは要するに試験問題対

策模擬というふうに理解してよろしいんですか。それと、先ほど質疑したんですが、問

題集ありますよね、いろんな問題集、購入されている。その一般的な問題集の中で実力

を見ようとされているのか、テスト問題に対して対策問題を打とうとされているのか、

この点がですね、ちょっとお聞きしたいんですが。 

○委員長（下岡）教育指導監。 

○学校教育指導監（大里）小学校で今使っている問題集といいますか、小学校ではどちら

かというと計算ドリル又は漢字ドリルが中心になっております。この問題データべース

と申しますのは、活用の力を見る、いわゆる例えばですね、文章問題でありますとか国

語だったら文章問題でありますとか、算数でありましたら文章題、そのようなものも入

っております。テストに対する対策問題だけではなくて、活用の力を上げていくという
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ものでございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。はい、岡田委員。 

○８番（岡田）先ほどのあいさつ運動のことなんですけれども、これ海田町だけでなくて、

全国的にあいさつ運動いうふうなのをして、もうかなり長い年月経っておると思うんで

すけれども、学校のうちは挨拶をするけども、卒業して、先ほどの副町長やなんかが話

されますけども、例えば役場に入ると。そうしたらまず基本は挨拶からで、挨拶がなか

なかできない、新入職員いうふうなこと、あるいうふうなことを言われますけれども、

このせっかく学校であいさつ運動をすごく長いことずっとしても、学校を卒業して、中

学校卒業して、そうしたら、次就職するまでそこまでみんななんか、私たちも思うんで

すけどもすぐしなくなってしまうと。学校の中だけだったらやるけれども、学校を卒業

したら、気がゆるむというかどういうふうな説明をしたらいいか、なかなかしなくなっ

て、全然あまり学校のうちだけ、学校に通ううちはものすごくやるけれども、そのあと

社会人になる段階、社会人になってからはということなんですけれども、なかなか挨拶

ができないいうふうなことになるんですけども、その辺のどういうんか長期的な教育、

挨拶に限らずそういうふうな基本的なこというのは学校で教えとるんだけども、果たし

て、なかなか効果が出てないように感じるんですけれども、その辺の教育の指導いうか、

どういうなモチベーションいうかあれでやられとるんでしょうかね。 

○委員長（下岡）はい、教育長。 

○教育長（中村）今ご指摘の件でございますが、少し遡りますけれども、平成 10 年度に文

部省是正指導というものを広島県が受けました。その当時に、県内の企業に、いろいろ

と広島の採用が少なかったので聞いてみました。そしたら企業の方から、挨拶ができな

い、返事もできないじゃないかと、そんな生徒をとる必要ないという、そういう答えが

多くの企業から返ってまいりました。それ以降ですね、広島県全体であいさつ運動を、

また返事なり礼節というものをかなり厳しく指導していた経緯がございます。ただ、義

務教育と高等学校の教育っていうのに、そこに一つの隔たりがありますから、だから小

学校だけ中学校だけで完結できる問題ではない。高校の方もあわせて今そういう取り組

みをやってますから、是非ですね、そこの海田高校また国際学院等もいろんな面で連携

しながらですね、海田町内でのあいさつ運動というか、そういったものを盛り上げてい

きたい。先ほど課長、主幹等が答弁いたしましたけれども、その中で地域との連携とい

う中でですね、今町民会議の方にかなり手伝っていただきながら、あいさつ運動を同時
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にやってますので、もう少しこの気運を広げていきたい。そうそうすることによって、

海田町全体で子どもたちの心をはぐくむような、そんな取組ができたらいいとそれを目

指して頑張っていきたいと思っております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。はい、岡田委員。 

○８番（岡田）私たちが議員でいろんなところへ行くときは当然挨拶してくれるんですけ

ども、そうでない時だったらなかなか、ちょっと挨拶はいうふうな感じがあるんですけ

ど、そこらを一生懸命やりよってんでしょうけどね、なかなか私の感じとしては学校と

かそういうとこだったらまあそれこそ中学生のうちだったらするけれども、まだまだそ

の卒業したり特に高校生ぐらいになったら、なかなかしないいうふうなのが現実だと思

うんですね、それで就職してもなかなか今言われたようなことで、企業側としてなかな

かそういうふうに地元の人を採用いうふうなこと二の足踏むんじゃないかいうふうな

のが見えてくるんですけども、やはりある程度長期に立ついうんか、学校を卒業しても

いうふうな格好で、これは指導いうんかそれ是非お願いいたします。これは答弁は良い

ですから。 

○委員長（下岡）ほかに質疑ありますか。桑原委員。 

○７番（桑原）小学校給食事業の中で、前年度なかった取り組み、デリバリー給食。 

○委員長（下岡）今、180、181 ページです。 

○７番（桑原）これ関連してないですか。だめ、はい分かりました。 

○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）14 の中国新聞データベース手数料、問題データベース使用料ですが、こ

れあのタブレットを活用しての子ども、児童生徒ができる方式のデータベース使用料と

活用でしょうか。 

○委員長（下岡）教育指導監。 

○学校教育指導監（大里）まだ、タブレットの方は導入しておりません。 

○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）そういう質疑じゃなくて、これはタブレットに活用できるでしょうかど

うでしょうかという質疑です。 

○委員長（下岡）はい、学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）このシステム自体はタブレットを導入すれば、活用することは可

能です。 
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○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）続きまして、６の心の元気を育てる地域支援事業でございますが、８の

講師謝礼 12 万 4,000 円計上なさっておりますけども、内容はどういった 12 万 4,000 円

でしょうか。 

○委員長（下岡）学校教育課主幹。 

○学校教育課主幹（松本）はい、失礼いたします。来年度の講師といたしましては、この

心の元気が、生徒指導の面、そして道徳の面といった点から、国の方でですね、生徒指

導、道徳をリードする講師の先生をお呼びする予定となっております。おひとりが早稲

田大学の本田先生、おひとりが元関西学院大学の横山先生、この２名の先生を招聘する

金額となっております。以上でございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。182、183 ページです。桑原委員。 

○７番（桑原）学校給食の委託料の下に、デリバリー給食調理業務委託料というのありま

すけども、これの内容を教えてください。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）こちらのデリバリー給食というのは、海田西小学校が耐震大規模

改修を行うことによって給食室が全く使えません。ということですので、来年１年間に

限り、海田西小学校の全児童 170 名前後になろうかと思いますが、に対して１年間デリ

バリー給食を業者委託するものの費用でございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。西山委員。 

○１２番（西山）関連ですが、給食費とこのデリバリー給食になった時の保護者負担の件

ですが、それはどのようになるんでしょうか。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）はい、デリバリー給食、他の学校の給食費と全く変わりはありま

せん。全て来年度は同じ統一した金額になっております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。宮坂委員。 

○１１番（宮坂）検便委託料なんですけども、ノロウイルスとかあって調理員発症しなく

てもノロ持ってて、それで被害になった。どのぐらいの割合で検便やってるんですか。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 
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○学校教育課長（石川）1 人につき月２回行っております。 

○委員長（下岡）宮坂委員。 

○１１番（宮坂）じゃあ確認です。それが十分かどうか僕分からないんですけども、それ

は給食期間中は必ず月２回やっているということでよろしいんですかね。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）給食中が２回ということじゃなくて、今、給食つくっている時と

いうことでしょうか。給食中は、検便は１回でございます。デリバリーの時が２回とい

うことです、ごめんなさい。 

○委員長（下岡）宮坂委員。 

○１１番（宮坂）きゅうしょくいうのは休むんじゃなくて給食を作ってる時の期間。 

○学校教育課長（石川）はい。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）すいません、申し訳ありません。学校給食を作っている時、検便

は月１回でございます。デリバリー給食をしているときは月２回でございます。 

○委員長（下岡）よろしいですか。ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次いきます。184、185 ページです。西山委員。 

○１２番（西山）中学校運営事業の 13、小児生活習慣病検診委託料でございますが、実績

として毎年何名ぐらいの方が、これに、ひっかかる生徒がいますでしょうか。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）昨年度実績でございますが 35 名でございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。岡田委員。 

○８番（岡田）学校の図書司書いうか学校の図書室のことなんですけれども、ここでいい

んでしょうかね。学校図書。今、学校の図書室、小学校・中学校、特に中学校に関係が

あると思うんですが、新聞ですよね、普通の。ああいうふうなのは取っておられるんで

しょうか。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）申し訳ありません。学校が新聞を生徒用にということだと思うん

ですけれども、それを取っているかどうかということは今現時点では把握できておりま

せん。また確認をしてご回答させていただければと思います。 
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○委員長（下岡）岡田委員。 

○８番（岡田）学校の図書室に、全部の学校ですよね、国がそうような新聞をとるような

予算を、交付税措置をしておるというふうなことが書いてあって是非これを活用してく

れというふうなのがあったんですけれども、それで、多分、来年度交付税措置をしてま

すよということなんですけれども、それでどうなっとるのかというふうなのをお伺いし

たかったんですけれども。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）この後、教育委員会終了しましたあと特別会計になりますが、その冒頭

でまず現状報告をさせた上で、今のご質問に対して答弁したいと思います。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次、186、187 です。はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）学校管理事業か運営かどちらでもいいと思いますけれども、西中学校に

はプールがあって海中にはない。これまで庁舎の建設問題でいろいろ論議をして、私も

視察や研修等々で話をした経過もあってですね、西中はかなり積極的にプールの活用、

ところが海中はですね、なかなかいい返事がなかったし積極的でなかった。我々から見

るとですね、やっぱり生徒にそういう施設の差があってもね、教育条件の差があっては

ならないというように私思うんですよ。私ずっと当時調べた中で、昭和 40 年に今の海

田プールができたんですね。その後、使ったり使わなかったり、町民プールとして使っ

たためにですね、平成 10 年までは海中が授業で使っておるんですね。その後、条例の

廃止が平成 18 年３月 31 日で廃止をされた。そういうことからね、教育のそういう指導

の差があったり、体力の問題でいろいろ差があったり、非常にこの学校によって違うと

いうこと、これを教育委員会どのようにみておられるか、お尋ねしします。 

○委員長（下岡）教育長。 

○教育長（中村）学校の教育内容についての基本は学習指導要領にあります。その学習指

導要領に照らしたときに、中学校における水泳教室、水泳っていうのは小学校のように

義務づけられてはおりません。そこがまずスタートになるかと思いますけれども、じゃ

あ、それになかったら全てやらなくていいのかと。そういうことではないとは思います

けれども、現状の海田町の状況等を考えたときに、今の状態というのはやむを得ない部

分があるのかなとそういう思いがしております。ただ、水泳部等をですね、可能なこと
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があれば海田西中学校のプールを使って海田町全体の子ども達が部活動の水泳ができ

るような、そういう環境は整えていくべきだとは思っております。 

○委員長（下岡）佐中委員。 

○１５番（佐中）具体的に私ども現地に行ったり担当の体育の担当の人にもね、聞いたん

ですが、学習の内容、プールを使ってですね、大きな差があるというように感じたんで

すね。それは、実際にプールでいろんなね、体験や教育を受けるんですが、海田中へ行

ったらですね、体育館の中でペットボトルを使って脇に抱えて、例えばおぼれた時のそ

ういう対応であるとかね、これは非常に大きな差があるなと、できれば早い時期にです

ねプールを設置してやると、片方にあって片方にないいうのは、やっぱりね、保護者に

とってもそうじゃし、我々から見てもちょっとね、おかしいなと思うんで、改善する方

向で進めるのかどうかお尋ねします。 

○委員長（下岡）教育長。 

○教育長（中村）この課題、今改善の方向でということはまだ答弁しかねますけれども、

今どのような状態かっていうのはしっかり把握をしていきたいと考えています。 

○委員長（下岡）はい、前田委員。 

○１４番（前田）昨日からいろいろ話は揉めておるんじゃけどもね、高架水槽、いわゆる

受水槽いうことで、東小と海小がない。いうことでこれまあ年間のこの清掃管理費とい

うか委託費が相当かかっとるんじゃが、これの直結の考えはどうなのか。どういうふう

にか、切り替えていくとか、全くその考えがないか、というのが一つ。もう一つは、今

年度からかいの、去年じゃたかの、詳しいことは忘れたが、いわゆる格闘技というんか

そういうものが選択の中に義務化されておるいうんか、いくつかの中で義務化された。

これに対するね、怪我というのかそういう現状、全く今のところ幸いにして打撲程度で

終わっとるとかね、あるいは骨折があったとか、その辺についてちょっと聞いてみたい。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）１点目についてお答えいたします。海田町６校の中で、４階でな

い東小と海田小学校につきましては直結を行っております。４階以上のものについて高

架水槽というふうに対応しております。でまた、口径でいいますと、小学校全て 75 口

径、中学は 55 口径ということです。今後の方向ですけれども、来年度たちまち、海田

西小学校を大きく耐震大規模改修を行います。現時点で実施設計が終わっておりますが、

こちらは生活安全課、また近くにありますひまわりプラザの避難所等のことを考えて、
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今からでも直結の方に変更することも可能であるということで確認をとっております。

教育委員会といたしましては、今の海田西小学校のものをまずはそちらにひとつ考えた

いなというふうに考えております。また、海田中学校も再来年度になりますけれども、

いうところで場所、予算的なものが可能であるかというところを随時検討してまいりた

いというふうに考えております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。ごめんなさい、学校教育課主幹。 

○学校教育課主幹（松本）失礼いたします。２点目についてお答えいたします。中学校に

おきましては、武道として柔道・剣道・相撲というものの中からどれかを選択して実施

することになるんですけれど、海田町の２中学校におきましては柔道を選択しておりま

す。現時点におきましては生徒の事故等の報告は受けておりません。以上でございます。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）今言われた柔道等は比較的指導者ということについてはあまり心配は要

らんと思うけども、そういう授業のときに特別、その介添えいう言い方もおかしいかも

分からんが、そういう助手的なもので補助員というのか、２、３名でやっておるか、例

えば２クラス合同でやって先生方、指導員を別個に２人ぐらいつけておるとか、１クラ

スだけの授業だからそのまま１人の教師でやっとるとか、その辺についてちょっと聞い

てみたい。 

○委員長（下岡）学校教育課主幹。 

○学校教育課主幹（松本）はい、現在の柔道の実施の進め方なんですけれども、２クラス

合同で男子は男子というような形で２クラスの男子が一緒に集まって授業を受けると、

そういう形態になって、担当者は１名という形で進めさせていただいております。以上

でございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。188、189 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。190、191 ページです。宮坂委員。 

○１１番（宮坂）中学校、小学校費のところはあるんで、ちょっとブランクがあったんで、

私自身が。中学校費でデリバリー給食っていうのが見えんのんじゃけれども、これは止

めちゃったんですかね。教えて。 
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○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）はい、平成 22 年度に廃止をしたというふうに確認をとっておりま

す。需要が少なかったのでということで。 

○委員長（下岡）宮坂委員。 

○１１番（宮坂）まだ教えてもらっていいですかね。時間ええね。やめた理由は、何でや

めちゃったんかの思うて。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）はい、当時の資料からということになるかと思うんですが、実際

に頼む生徒がほとんどいない、需要数がいないということで単価とつり合いが合わない

ということを伺っております。 

○委員長（下岡）宮坂委員。 

○１１番（宮坂）それでですね、183 ページのさっきの桑原議員が聞かれた、小学校給食

の戻って申し訳ないんだけど、学校給食のところにデリバリー給食調理業務というのが

あって、僕勝手にこれ中学校の給食デリバリーがおいしくないんで、これ小学校の方で

手作りの給食を持ってくるんじゃばっかし思うとったんですよ。でそういう答弁だった

んだけど、そしたら今度西小で作るデリバリーですよね。どういった業者で、どういっ

た内容を頼むんですかね、おいしくないけえ止めたデリバリーをまた同じような感じの

内容で頼んだら、どうなん。 

○委員長（下岡）再度、説明お願いいたします。学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）まず当時おいしくないからかどうか分かりませんが、頼まれる家

庭が非常に少なかったというところがまず前提にあると思います。今回のデリバリー給

食についてはまだ業者は実際に決まっておりません。これから入札契約等を行ってまい

ります。で、これで４月当初の給食がスタート可能であるということももちろん確認は

とっております。で、もちろんこれは学校給食法によって、業者が勝手に作るものでは

ないので、学校の栄養士がきちんと献立を立てて、小学校には例えばこういう栄養価の

ものというような、きちっと踏み込んだもの入れるようにということで、デリバリー業

者ときちっと契約とか連携したものを作っていただくということもこの中には入って

おります。 

○委員長（下岡）宮坂委員。 

○１１番（宮坂）だけど、さっき課長が言われたことは、中学校の時の給食自体が、デリ
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バリーもそういった条件で出してたんでしょう、じゃないんですか。中学のときには、

質素、安く質素にせえ言うて出しとった訳。じゃないでしょ。やはり中学校のデリバリ

ー給食もやっぱり、ある程度そういった条件満たすような感じで発注しとったと思うん

ですよ。じゃからその辺が懸念されるんじゃけど、どうなんですか。 

○委員長（下岡）教育長。 

○教育長（中村）デリバリー給食についての多少のすれ違いがあると思いますけれども、

以前海田中学校がやっていたデリバリーってわれるのは、いわゆるその自由に自分たち

で選べる注文する形です。厳密にいったら給食ではないんです。今回のデリバリー給食

というのは、先ほど課長が言いましたような学校給食法で定められたものですから、栄

養管理もきちんと行いますし、当然主菜・副菜それに汁物ですかね、そういう基準があ

りますがそれに基づいてやるものですから、海田中学校で以前やっていただいたデリバ

リーとは根本的なものが違うことをご理解いただければと思います。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。兼山委員。 

○３番（兼山）学力向上総合対策事業なんですが、実際ちょっと内容っていいますか詳細

ですかそれを少しちょっと聞かせてください。対象学年であるとか教科とか、そういう

のを含めてですね、お願います。 

○委員長（下岡）はい、学校教育指導監。 

○学校教育指導監（大里）学力向上について、ここに書いてあります２中学校ともでござ

います。対象学年は全ての学年です。そして、教科は海田中学校区の方は基礎基本定着

状況調査、広島県の調査なんですけれども、これが指標になりますので、国語、算数・

数学、理科、英語、外国語活動でございます。西中学校区の方は、今計画中なんですけ

れども、今のところ国語と算数・数学、理科になる予定でございます。 

○委員長（下岡）兼山委員。 

○３番（兼山）推進リーダーって書いてますが、どういった方を、どういうんですかリー

ダー報酬になってますけど、どういった方なんですかね。それか在籍されている教員な

のかそこら辺についても、それはないと思いますが、そこについてどうですか。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）はい、これは西中学校区の学力向上を回していただくリーダーに

なるための方、運営するために、非常勤講師に入っていただく方の賃金でございます。

ですので、実際にリーダーになるのは、本職の先生、西中か海中にいらっしゃる、その
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先生の時間軽減等をしていただくためのものというふうに考えてください。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）今兼山委員の質疑に対する答弁で、西中、英語はなかったんですが、なぜ

でしょう。 

○委員長（下岡）教育指導監。 

○学校教育指導監（大里）この事業は、３校が授業を公開して他校の授業を見に行くとい

うものです。ご存知の通り、海田中学校区は規模が大きいということがございます。で

すから、異講習に行ったり他校に行ったりすることが可能でございます。ただ、西中学

校区については小規模の学校が多くございますので、他教科に広げてしまうと協議内容

が深まらないということがございまして、３教科に絞っていこうかということでござい

ます。そして英語については来年度グローバル人材教育がございまして、そこのところ

で外国語活動、英語については、年 10 回の研修を図っていく予定でございます。ここ

で授業公開もしてまいります。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次、192、193 ページ、はい、前田委員。 

○１４番（前田）まずね、成人祭のことなんだけどもね、私の知る範囲では、平成 15 年約

430 名ぐらい参加があったように記憶しておるんですが、どんどんどんどん減りよるん

よの、近ごろ。まずそこでね、ここまで聞く必要はないんだけれども、成人祭、町長か

らはプレゼントがある。不参加者に対してはどのようにしとるんか、個人宅配いうんか

個人で誰かが届けるのか、郵送みたいなことで、ぽんと投げ込むというたら失礼なけど

もね、そういうやり方なのかどうか、記念品をどのようにして渡すのかいうのが一つ。

二つ目はね、今言う、どんどんどんどん 15 年からこっちが減っていく、今年いうんか

な 250 人ぐらいじゃったかな、ぱっとちょっと今日出んけども、わかれば去年 24 年、

今年の 25 年、ちょっと数字が欲しいが、それで減っとる。その周知の仕方ね、友達同

士でね、今度こうじゃから行こうやとかね、事務的にはがきを送って成人式に参加して

ください、あとカラスの勝手、そういう周知の仕方とか連絡の仕方、この辺がどうなっ

とるかちょっとお尋ねします。 

○委員長（下岡）はい、教育次長。 

○教育次長（細川）まず記念品の渡し方ですけども、当日出席していただいた方には公民
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館で手渡し、欠席の方については、はがきで通知するとともに職員の手で配るようにし

ております。また、出席者でございますけども、平成 25 年には 193 名、平成 26 年今年

が 215 名でございます。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）そこでちょっと足らんのじゃが、さっきだから成人式ですよ、今年是非

参加してください、その周知の方法はどのようにしておるのか。ただ単にラブコールじ

ゃないが、あんた今年該当の年ですとぽんと送って終わりなのか、先ほど言うたように

友達同士で、おい今度こうだから行こうや、いうて一緒に行っての、こうやってあれも

あるんじゃいうようなことでね、声かけて呼びかけるとかね、そういういろんな方法が

あろうと思うが、今言ったような、ぱっとはがきを送って終わりなのかどうか。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）該当者名簿を作成して、それではがきで通知を差し上げるのが一つと、

あとは広報等で周知をしております。 

○委員長（下岡）はい、よろしいですか。次、ほかに。前田委員。 

○１４番（前田）なんかね、ちょっと、寸法、わしの背丈と一緒で寸法が足らんようなん

じゃが、今言うたように、そこに資料があれば見てください。ずっと下がっておるんよ、

若干今言われたように、25、26 については若干上がったといやあそうじゃが、数字的に

いえば横ばいというても問題はない。おそらく 24、23、そこら 22 比べてみてもらいた

いと思う。わしは頭の中にあるだけで詳しいのはないけど、下がっておるんよ。だから

周知の仕方が悪いいうたら失礼かも分からん、悪いんじゃないか。だから何か別方法を

考えていかなければならないかというような、まあ、出てこん奴はどうやってもしよう

がないと思うけどね、俗にいうロープかけて引っ張ってくるあの首にね、いう訳にいか

んと思うけども、何かこうちょっと知恵を絞らんかということで、妙案はないかいうこ

とじゃが、どうじゃろか、ないか。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）全体数が減ってきておりますので、だんだん減ってるということでご

ざいます。前田委員言われるように、妙案を我々考えながら周知をしていきたいと思い

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次いきます。194、195 ページです。はい、住吉委員。 
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○５番（住吉）家庭教育事業いうことで、１万 8,000 円とわずかながらの予算が組まれて

おりますが、これは一体どのようなことをされるんでしょうか。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）小学生、中学生をお持ちの保護者を対象に、家庭教育の重要性である

とかそういったところを専門の講師の先生をお招きして、講演会を開催する予定でござ

います。 

○委員長（下岡）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）これは予算から見る限り１回限りの講演のように思いますが、それで全保

護者を対象に、実際には広報で載せるぐらいだと思いますけども、そういった形で集め

るのでしょうか、保護者の方を。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）広報等ホームページ等々で募集をかける訳ですけども、ただ公民館で

先ほど公民館長が言いましたおせっかいおじさん・おばさん等の出席者等にも声をかけ

て、こういった講演会に来ていただくように周知を図ってまいりたいと考えております。 

○委員長（下岡）桑原委員。 

○７番（桑原）その続きなんですが、前年度と比べて減額されてるんですよね。この事業

に対しての力が全く入ってないんじゃないかというふうな減額の仕方なんですよね、だ

んだんと減額して、住吉委員がさっき言ったように１回限りの講演で済ますのか、こう

いった事業というのはわりと重要なんですよね。学校の教育だけでなくて、家庭の中で

のしつけであるとかいろんな教育が。子育てができない親がたくさんいる中で、こうい

った家庭教育というのは必要ではないかと思うんですが、この減額の理由というのを教

えてください。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）平成 25 年度は講演会を１回とあと県の専門家の方を招いてやるように

事業を計画しておりまして、今年度は県の方をお呼びするのでなく、また違った形の講

師の先生を呼ぶために、去年は２回の予定だったものを今年は１回にしたために減額に

なったものでございます。 

○委員長（下岡）桑原委員。 

○７番（桑原）ですから力を入れてないんじゃないですかということなんですよ。ここは

やはり大した金額じゃない訳ですから、そういったところをしっかりと家庭教育の中と
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いうのは必要なんじゃないかと思うんですね、年々減ってくるということ自体がちょっ

とやっぱりこういった考え方に力の入れようが少ないんじゃないかということをお尋

ねしたわけです。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）確かに予算的には減額になっておりますけども、思いとしては、家庭

教育というものは大事なことだろうと思いますので、あらゆる機会を通じて家庭教育の

重要性を周知してまいりたいと考えております。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）公民館講座ということで聞いてみたいと思うんですが、あくまでも自主

講座、町が云々というものじゃなくして、いわゆる好きな人が集まってやる、そのため

には部屋を借りる訳ですが、それはある程度、規定の中でやる訳ですが、問題はそこで

出てくるのがね、講師の謝礼というかね、自主講座だけども、講師によってはものによ

っては、国家資格みたいなものをとらんとそういう講師になれないとか、ちょっと俗に

いう毛が生えたようなもんでも講師としてできる、だから講師講師というても、ランク

というのが相当あると思うんよの。ところが、公民館では多々あるし、分からんですよ。

分からんから聞きよるんですが、風の便りに聞くと、その講師の謝礼は、例えば時間

1,000円なら 1,000円で制限しとると。ところが実際そういう難しいものの講師は時給、

例えば 2,000 円でないとおらんのだとこういうことがね、数字は架空の数字ですよ。で、

そのためにカルチャーというのか、講座が続けられない、こういう事態が発生しておる

と、これもいうふうな話を聞くんじゃがね、公民館をもっとこう簡単に使いやすくでき

んのかなというような話から言うとる訳ですが、その辺含めてお尋ねします。 

○委員長（下岡）公民館長。 

○海田公民館長（山路）はい、公民館の自主講座でございますけども、これ基本的には公

民館の定期講座を自主的に運営していただいておるものでございます。ですから一般の

団体とはちょっと違うんですけども、実はその定期講座になれば自主講座になれば、１

年間の会場を全部確保されて、しかも使用料無料でございます。で、その趣旨は、住民

の方に、きっかけづくりとしまして、公民館に来ていただいて、１人でもたくさんの住

民の方に来ていただきたいということがありますので、講師謝金も１時間 4,000 円を上

限とするというと規定を設けております。そのことだと思いますけども、で、どうして

も税金を使って、使用料無料ということでやってますので、できるだけ安価に、講師の



５６ 

先生とも話をして、公民館なもんですから安くやっていただきたいという話をしながら

開催しております。以上です。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次行きます。196、197 です。住吉委員。 

○５番（住吉）東公民館と東体育館の耐震補強工事されますが、この工事期間中、利用に

制限はどのような形でかかるんでしょうか。 

○委員長（下岡）はい、東公民館長。 

○東公民館長（海老原）公民館の本館の方なんですが、約２週間の予定です。図書室の方

は出入禁止になりますので貸し出しを停止します。その他の部屋は、騒音とか振動とか

がありますが、公民館の方は使用可能な形で対応しております。体育館の方は６週間の

予定で全面禁止となりますが、その影響部分を海田公民館とかでですね、調整していた

だき、利用者の影響を少しでも少なくしていきたいと思います。以上です。 

○委員長（下岡）はい、西山委員。 

○１２番（西山）６の社会教育活性化支援事業でございますが、これは補助事業でそのま

ま予算計上なされておりますが、この８に託児謝礼があるということは対象はどういっ

た講演をなさるんでしょうか。 

○委員長（下岡）公民館長。 

○海田公民館長（山路）はい、先ほど多田議員のご質問に答弁しましたが、未来のおせっ

かいおじさん・おばさんを対象にしまして、今年から来年も引き続き行おうと思うんで

すけども、それで、子育て真っ最中の若い方々を対象にしております。で、託児があり

ます。今年度は、子育て真っ最中のお母さん方が、自分の家庭・家族から同世代の町内

のもっといろんな方々に目が向いたんですけども、来年度はその方々、育った方々が地

域の人を巻き込んで、子育てだけの問題だけじゃなしに、いろんな、地域に課題があっ

て、一緒にやっていきましょうというおせっかいさんに育っていくように、考えており

ます。以上です。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。大江委員。 

○２番（大江）すみません先ほどの、公民館の体育館の６週間禁止とか、そういうものは

いつから工事に入って大体いつ頃ということは分かりませんでしょうか。 

○委員長（下岡）東公民館長。 
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○東公民館長（海老原）一応 10 月の公民館まつりが終わってからの予定にさしていただき

たいと思っております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

○５番（住吉）住吉委員。先ほど来出ておりますおせっかいおじさん・おばさんの事業な

んですが、確か今年度私の記憶に間違いがなかったら２回講演をしたかのように記憶し

ておるんですよ。26 年度は何回される予定でしょうか。 

○委員長（下岡）公民館長。 

○海田公民館長（山路）はい、26 年度も２回の講演会の予算を組んでおります。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次行きます、198、199 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。200 ページ 201 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。202 ページ、203 ページです。岡田委員。 

○８番（岡田）ふるさと館のことなんですけれども、ふるさと館を廃止する、廃止しない

ということで、今残っておるんですけれども、今のふるさと館の非常にこの利用が少な

いということで廃止をしたいというふうなことだったんですけれども、今この残って、

来年度もほとんど今年と同じような事業いうんかをされておるんですけども、やはり何

かこのふるさと館をもう少し活性化をさせるような事業いうか、そういうふうなものを

まず組まないと、ますますもってそういうふうな利用者が少ないいうふうな状況は改善

されないと思うんですけども、なぜこういうふうな去年と同じような格好いうんか、ふ

るさと館主体の事業そのものがないような感じがするんですけれどもね、なぜやっぱり

この新しいものを積極的に展開されなかったかというのをお尋ねいたします。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）ふるさと館の活性化に向けて 12 月議会で廃止条例が否決されたのを受

け、我々も利用者が増えるような手だてを考えた訳なんですけども、予算計上するまで

にいろんな形で内部で協議しました。で、たちまち子どもと大人の体験のための講座を

来年度やっていこうと。で、あとは、常設展示場の展示物がもう長年にわたってリニュ

ーアルされてないということがありました。で、そのリニューアルをするにあたって、
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予算までに計上等々が確立できなかったということで、たちまち 26 年度の予算には計

上できなくって、例年どおりの大体の予算しか組めなかったということでございます。 

○委員長（下岡）はい、崎本委員。 

○１３番（崎本）この前否決されたからね、私は町長と副町長にお願いじゃがね、今まで

にふるさと館が畝建設用地として残っとったから、あまり活動されなかったんですよ。

もうそれが廃止ちゅうことになったら、従来のふるさと館としてね、元の、やっぱりい

ろいろな行事をやらなくては存在価値が薄れるんですが、その点、町長、副町長、どっ

ちでもええんじゃが、どういうふうに思われますか。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）先ほど教育次長答弁しておりましたけども、当然に、ふるさと館を存続

という中で、教育委員会の方でその活用策が検討されると思いますから、その必要な予

算をつけてまいりたいと思っております。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）学校支援地域本部事業ですよね。これは具体的にどういったことを今され

てるんですかね。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）地域コーディネーターっていう方を３名ほどお願いして、学校の要望

を集約し、学校からの要望をどういったことが今必要かということをコーディネーター

さんの方がいろいろお聞きして、それで支援できることがあれば、今、予算計上してお

りますけれども、消耗品であるとかそういったところで各小・中学校に支援をしていく

ということで、25 年度ボランティアを募集して、自治会であるとか老人クラブ連合会で

あるとか民生委員協議会であるとかといったところへ、ボランティアを今募集してるか

らいろんな形でご協力願えないかということで説明には行った訳なんですけども、なか

なかまだボランティア組織が十分にできておりませんので、実際にすごい活動だなとい

うとこまではいってございません。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）説明に行ったと聞きましたが、私は文書１枚でもらったぐらいなんですよ

ね。自治会長ですが。その辺がまだ現場でできとらんのじゃないかと思います。これ答

弁いりませんが。ここにあるじゃ消耗品費 18 万、この事業の予算の半分が消耗品費に

なっておりますが、これは要望に応えて買ったものなのか、それともこの事業そのもの
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の消耗品なんでしょうか。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）これは各小・中学校から要望が上がってまいったものを買うための予

算計上分でございます。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）教育委員会の予算だからいいとしても、学校教育の予算と生涯学習の予算

と分けとると思うんですが、生涯学習のほうの予算で学校の備品を買うという、そうい

う考え方でよろしいでしょうか。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）備品ではなくて、ペンキであるとか、植栽であるとかそういったもの

のちょっとしたものを、学校から必要だというときに、消耗品から購入するということ

でございます。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）18 万ぐらいなら、最初から学校教育費に放り込んどったらええんじゃない

かって思うんですよね、正直言って。この辺どういう予算編成なのか、わざわざコーデ

ィネーター３名お願いして、講師の謝礼とかも払って、で、18 万。そんなん、最初から

学校予算組める話でしょ、18 万ぐらい。なぜそれをしないんですかね。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）この学校地域支援本部事業ということで、文科省の方から県から、地

域の人で学校を支援していこうということの事業でございます。ですからこの事業を立

ち上げるにあたって、この事業での支出を皆さんにＰＲするとか、そういったことで、

単独で予算を計上させてもらったものでございます。 

○委員長（下岡）はい、ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次に行きます。204 ページ、205 ページです。はい、西山委員。 

○１２番（西山）ふるさと館の主催講座とくらしの展示ですが、今議会での、下岡委員長

の一般質問の答弁で、随分、当初にはこういう計画だけども、充実をさせていくという

明解な具体的な答弁があったと私記憶しております。先ほど崎本委員がじゃ予算をつけ

ますという町長の答弁でしたけども、教育委員会で、ふるさと館のそういった方針が決

まれば、補正予算を組まれて実施をされるんでしょうか。 
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○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）来年度に向けて、先ほど言いましたように常設展示場の展示物の、ど

のような方法でやることができるかということを、専門家をもし交えることができるの

であればそういったところと検討してみたいと思っておりますので、ただすぐ来年度の

補正予算に組めるかどうかっていうのは、今のところはちょっと返答できません。 

○委員長（下岡）多田委員。 

○１０番（多田）千葉家の件です。以前、副町長答弁されたんですが、トイレとかいうの

はないということで、ふるさと館がなくなったときは千葉家の今の管理人が元住まわれ

ていたところの住宅を壊して管理棟造るっていう案があったんですが、それはまあ一応

なしになって、ただ、副町長答弁されて、これは絶対必要なものなので今後考えていき

たいといわれたんですが、今年度ちょっと予算が上がっていないようなんですが、それ

はどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）旧千葉家の管理棟というのはふるさと館と密接な関係ございましたので、

これは一旦凍結というか、白紙に戻させていただきました。そうした場合に、当然に、

前に申しておりました旧千葉家見学の方のための施設ということが必要になってまい

りますので、ここら辺はその、今後、現在シルバー人材センターが入っている旧勤労ホ

ームを解体した跡地をどのように利用するかとかそういうことを考えていく中で検討

してまいりたいと。当面はイベント等があったりした場合には、保健センターのトイレ

等を使うとかそういうようなところでしのぎたいと思いますけども、最終的にはあの周

辺でどのようにするとかということを検討したいと。当面考えておりました、ふるさと

館代替機能につきましては白紙に戻しましたので、改めて検討してまいりたいと思って

おります。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。大江委員。 

○２番（大江）すいません、ふるさと館の行事の事なんですが、ふるさと館の主催行事で、

去年までは和太鼓がありましたが、あれは随分住民が楽しみにしていて凄い好評なんで

すけど、これが今年は行っていませんが。これは、活性化と反対するのかな、という気

がしますが。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）和太鼓の事業でございますけども、ある程度長年継続してきた事業で
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少しマンネリ化したという感が否めないものですから、新たにまたどういった事業がい

いのかという検討の中で、来年度は中止したものでございます。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）先ほど来からも出とるんですが、ふるさと館ね、むかしの暮らし展やら、

これずっとこれ３年も４年も前から載っとるんよの、脳がない。だから入館者がない、

入館者がない。やっとることに脳がないよ。おまけに値段じゃないけど予算まで一緒じ

ゃ。1 万 2,000 円やら 8,000 円やら。去年のやつも見て見なさい。どこが違うのか。こ

ういうことじゃから、なんぼしても 1,000 万円損する。ほいたら今度小学校４年生やら

３年生は年に１回全部勉強するんじゃいう、そんな大事なところね 1,000 万ぐらいの赤

字は安い。ここに脳がない、結論から言うと脳がない。もっとなんか集客というのか入

れるようなことを考える気はないかね。それから、この千葉家、何か知らんが今も副町

長の答弁で、旧、旧、の、そがいにせっぱ詰まったようなキュウはいれんでええよ。八

ぐらいの広がるような感じでどうかの。千葉家とか、文化遺産千葉家とかね。ただ、旧

というのはおかしいんじゃないかというように思うが、その考えはどうかというのと、

樹木、公民館もあったけども、公民館なんか樹木の管理なんていうのはありゃあせんと

思うけども、そこら、どうなんか知らんが、その三つ。 

○委員長（下岡）はい、教育次長。 

○教育次長（細川）ふるさと館の問題につきましては先ほどからご答弁しておりますよう

に、活性化するように一生懸命頑張ってまいりたいと考えております。もう一つ、樹木

の管理委託でございますけども、ご存じのように、千葉邸は名勝、庭園が。その植木を

我々素人が切るわけにいきませんので、一応ここは専門家の方にお願いするいうような

ことで委託料を組まさせていただいております。 

○委員長（下岡）名称です。名称変更は考えないかという質問です。 

○教育次長（細川）名称を変える気は今のところございません。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。206、207 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。208、209 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（下岡）以上で教育委員会関係の範囲が終了しました。質疑漏れがあれば許しま

す。はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）お尋ねしますけども、企画部総務部の中で私申し上げたんですけどね、

人事の配置の問題ですね。せっぱ詰まって臨時職であるとか委託とかいろんな形で、海

田町の中でいろんな出先があってですね、いろいろ責任者を置く訳ですけれども、町長

部局の中ではそのことを申し上げました。教育委員会は組織が違いますので言いますけ

ども、やっぱりね、綱紀粛正の問題であったとりか、あるいは勤務の怠慢であるとかね、

それは、責任者が臨職であったりするからそういう傾向が起きておるんですね。全体の

士気にも影響しますし、住民サービスの低下をする。早い段階でこのことが承知されて

おったんです。なぜ早く手を打たなかったのかなというね、私怪訝に思うんですが、今

後の改善も含めてね、どうするのか、お尋ねいたします。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）まず、特に教育次長でございますが、教育次長、その後の事務取扱とい

うのが、教育次長、生涯学習課長、図書館長、ふるさと館というふうな形になっており

ます。ここら辺はやはり職員の在職中の死亡の後の補充できなかったとかいろいろあり

まして、特に一番は退職者に対する補充というのが毎年追いつかなかった。特に直前の

退職とか死亡退職があった。一つは勧奨による退職の期限を設けまして、９月までに勧

奨希望しなければ勧奨扱いにしないと、そういったことをやることによって、退職者見

合いの新規採用職員ができるというような形をしました。それからこの中で、総務企画

部のところの人事管理費で出ましたけども、じゃ、特に管理職をどうするのかという面

はございましたけども、課長補佐、それから古手の係長、相当今厳しく指導しておりま

すので、何とか彼らが今後の人事ではそういった館長職とかそういうところが努めれる

ようになるのではないかというふうに思っておりまして、これは、教育委員会に限った

訳ではございませんので、出先の特に館長の問題については十分に今回いろいろと生じ

た弊害を兼ね備えた人事を行いたいと思っております。これは申し訳ございませんが、

教育委員会とかそういう特別なあれではございませんので、私からの一括の答弁にさせ

ていただきます。 

○委員長（下岡）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）先ほどから心の元気を育てる地域支援事業云々がありましたが、町長の施

政方針のところでも聞きましたが、今度教育委員会に聞いてみましょう。要は交通マナ
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ーいうかその辺が今頃ちょっとおかしくなっておるんですよ、明らかに。自転車で道路

２列３列になって走りよる。注意しても何で怒られとるんか分からん子もおる。張り出

し歩道の上でたむろして遊びよる中学生なんかも。あの辺、逆に地域地域言いながら、

地域の人が嫌がるようなことを最近する子が増えてきよるんですよ。注意しても分から

ん。逆に僕らが注意する分ならいいんですが、通行人に怒鳴られたりする小学生もおる

んですよね、その辺今後どういった指導を学校でされていくんでしょうか。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）はい、先ほどのご意見に関してですが、挨拶の件も同様かと思わ

れますが、挨拶をしなさいと言われる、挨拶をしないと怒られるからっていうところで

卒業したら途絶えてしまう、ということと同じかというふうに考えております。つまり、

そのもの、そのこと自体の善悪をきっちと押さえていかないと、教員の目がある時だけ

きちっとする、つまり教員の目の届くところでは挨拶をするマナーを守るというところ

の根本をきちっとまず教えるというのが大原則。それは全ての教育活動、道徳の時間だ

けであるとかいうことではなくて、朝から帰るまでの教育活動、そこには当然限界があ

るので、地域、保護者との連携を学校通信・学級通信等で連携しながら、行っていきた

いというふうに考えております。 

○委員長（下岡）はい、ほかに質疑はありますか。はい大江委員。 

○２番（大江）学校施設ふれあい事業の件についてなんですが、昨年よりも予算はかなり

減ってるんですが、この開放事業、通常学校開放は団体であるということでお願いした

のは、個人にも学校をこの日の第３日曜ですか、個人にも自由に学校に来てその日は遊

べるということを検討していただきたいということで言いましたら、状況を見ながら検

討していきたいという返事が返ってまいりましたが、その後、この件についてはどのよ

うに検討されたのか。 

○委員長（下岡）教育次長。 

○教育次長（細川）学校施設ふれあい事業というのは、個人で使っていただくような事業

でございますので、その上の学校施設開放っていうのが団体事業ですので、ちょっとそ

の辺が誤解をしておられるんじゃないかと思います。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）なしと認めます。質疑を終結いたします。以上で教育委員会関係の審査
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を終わります。休憩とします。再開は午後１時、特別会計審査からはじめます。ただし、

岡田委員の質問、学校の新聞という積み残しがございますので、１時最初にその答弁を

お願いいたします。以上で終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１２時０４分 休憩 

午後 １時００分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（下岡）休憩前に引き続き委員会を再開いたします。先に午前の教育委員会の審

査における積み残し課題について、学校教育課長から説明を求めます。学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）学校現場における新聞の活用状況について答弁させていただきま

す。まず６校中、子ども用の新聞を導入しているところは１校、小学校のみでございま

す。残りの５校は活用しておりません。ただ、全ての学校において、教師用の新聞は導

入しておりますので、記事をコピーをいたしまして、道徳また社会等で活用していると

いう状況でございます。今後の方向性でございますけれども、来年度、平成 26 年度海

田西小学校がＮＩＥの指定校となっております。ＮＩＥっていいますのはニュースペー

パー・イン・エデュケーション、教育の現場の中に新聞を取り組もうという全国展開さ

れている事業でございますが、これの指定校を受けております。こちらの活用を町内の

方に発信いたしまして、有効性等を活用しながら他の学校にも導入を前向きに検討して

いきたいというに考えております。 

○委員長（下岡）ただいまの答弁に質疑がございますか。はい、岡田委員。 

○８番（岡田）それでは、学校の図書室に新聞の交付税措置はされとらんいうことですか。 

○委員長（下岡）はい、財政課長。 

○財政課長（鶴岡）交付税措置はされております。 

○委員長（下岡）岡田委員。 

○８番（岡田）されていて、それを本来のそういうふうな新聞の購読料というのではなく

て他のところに使用をしておるということなんでしょうかね。 

○委員長（下岡）はい、副町長。 

○副町長（三宅）当然に交付税の基準財政需要額というのは国でそれぞれ見込んでおりま

すが、それをどう使うかは各自治体に任されておりますので、本町としては別の使途に

しているということでございます。 
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○委員長（下岡）岡田委員。 

○８番（岡田）多分そう言われると思うたんですが、それはできるんでしょうけれども、

この今のこの交付税措置をしておるというのがいわゆる新聞協会いうんですかね、そう

いうところがかなり力を入れて、国からのこの予算をそういうふうな学校の新聞という

ふうなところに、配分をしておるというふうなことで予算措置をされておるということ

なんですけども、その辺のところを考えられてですね、やはり、こういうふうな新聞協

会なり何なりが積極的にこう使ってくださいということやらんかったら、この交付税措

置そのものもない訳ですからね、そういうふうなのを踏まえてやはり来年度から西中学

校はそういうふうな施策をされるということなんですけど、やはり、西小学校、やっぱ

り小学校よりもどっちかいうたら中学校の方にウエートが来るべきだと思うんですけ

れども、中学校もそういうふうな格好で活用をされるというつもりはないんでしょうか

ね。 

○委員長（下岡）学校教育課長。 

○学校教育課長（石川）はい、先ほどの西小のような展開を、小学校のみならず中学校へ

もやはり中学校につなげるということは、やはり進路、キャリア教育へのつながりにも

なろうかと思いますので、そこらのことを小学校からの発信として全校展開していきた

いというふうに考えております。 

○委員長（下岡）ほかに質疑ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、なしと認めます。質疑終結します。学校教育課長退席のため、暫

時休憩いたします。再開は学校教育課長退席後、直ちにとします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後 １時 ５分 休憩 

午後 １時 ６分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（下岡）はい、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。特別会計予算の審査

を行います。それでは、第 24 号議案、平成 26 年度海田町国民健康保険特別会計予算を

議題といたします。資料 26 でございます。まずは歳入から４、５ページをお開きくだ

さい。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）歳入の方でございますが、資料 31 予算の概要 74 ページと比べてみよりま
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したら、医療給付費分滞納繰越分及び後期高齢者支援金等分滞納繰越分、こちらがそれ

ぞれ対前年比で 25.7 パーセントのマイナス、21.3 パーセントのマイナスと、かなりマ

イナスが大きくなっておりますがこれはどういったことからでしょうか。 

○委員長（下岡）はい、税務課長。 

○税務課長（中下）一般被保険者の滞納繰越分のことでございますが、これにつきまして

は、医療分につきましては、調定額及び収納率の減によるものでございます。支援分に

つきましては収納率の減によるもの、介護分につきましても支援分と同じように収納率

の減によるもので、こういう形で減額なったものでございます。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）滞納繰越分で収納率の減とはどういうことでしょうか。 

○委員長（下岡）はい、税務課長。 

○税務課長（中下）これにつきましては国保税だけでなく全体なんですが、今まで予算計

上するのには、前年度予算のプラス１パーセントで収納率を見て計算をしておりました。

ただ、現実とちょっと乖離があるということで、今年 26 年度からは、直近の決算、決

算の数値プラス１パーセントで計上させていただいたものでございます。 

○委員長（下岡）ほかに質疑ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。12、13 ページ、ごめんなさい、６、７ページ漏れて

ました。６、７ページの上段でございます。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次、８、９。ありませんか、はい。８、９ページです。はいどうぞ。は

い、前田委員。 

○１４番（前田）ここに前期高齢者というとこ、予算的に約１億、これが増えておるとい

うのは、主な原因というか理由は何か。 

○委員長（下岡）はい、住民課長。 

○住民課長（尾木）前期高齢者、65 歳から 74 歳までなんですが、主な増額の理由は交付

金の算定基礎となります前期高齢者にかかります給付見込額が増加したことに伴うも

のでございます。 

○委員長（下岡）はい、前田委員。 

○１４番（前田）交付かなんか知らんが見込額いうて人数が増えたとか何かあろうが、た
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だ見込み額が増えただけじゃあ、わしの頭では理解できんのじゃがの、どうなのか、嘘

を言うても分からんけえ。 

○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）医療費の給付見込額がですね、増加したことに伴うものでございます。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）説明は非常に良いんじゃけどね、例えばそういう次年度の話いうか、あ

と 20 日ほど先の話をしとるんじゃが、そういう見込みがあるというのは、いわゆる長

期療養者が既にその近くにおられるとか、何かがあるんじゃろうと思うんよの。額があ

まりにも大き過ぎるじゃろういうので聞きよるわけよの、その増の額が。去年のと比べ

てみてくれりゃあ一番よう分かるじゃろう思うが、どうなんかそこら。 

○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）これは過去３年間の実績に基づきまして支払基金の方が算定したもの

でございます。 

○委員長（下岡）ほかに質疑ありますか。はい、前田委員。 

○１４番（前田）ほんじゃ、うちには予算組むのに何の脳もない、あっちからあれしてく

れえ言うたら、はい言うて、いわゆる俗にわしいつも使う言葉じゃが、つまみ銭でほい

ほいほいほいでやっとるだけなんか。うちには何か根拠があってやるんじゃろ。支払基

金のほうがくれいうけえ払うとか何かその何か知らんが説明が悪いのよ、とにかくの。

分からん者には分かるように説明してやってくれにゃいかんよの。分からんけえ聞きよ

るんよ。 

○委員長（下岡）はい、住民課長。 

○住民課長（尾木）医療費の実績はですね、うちの方から支払基金の方へ通知しましてで

すね、その数値によって支払基金の方から見込みがくる訳なんですが、それに基づいて

積算しております。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次いきます。10、11 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次いきます。12、13 ページ。西山委員。 

○１２番（西山）レセプト点検事業でございますが、直接は関係ないんですが、施政方針

の中で、国民健康保険特別会計の施政方針として、保健師による頻回受診者への訪問指
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導を行って医療費の抑制につなげるという方針を打ち出されておりますけども、この頻

回受診者への訪問指導は、実績としてどのぐらい、まず、あるんでしょうか。 

○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）重複多重受診者の実績でございますが、今年度、訪問回数が 289 件で

151 名の方に訪問をしております。 

○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）実質は出ないと思うんですけども、どのぐらいの医療費抑制になったと

思われますか。 

○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）ちょっとその効果額については、今、数字を持ち合わせておりません。 

○委員長（下岡）では、後ほど答弁されますか。 

○住民課長（尾木）はい。 

○委員長（下岡）福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）効果額については、算出がちょっと難しいと考えております。 

○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）昨年されておりましたら頻回受診者の同じ方が少しずつ少なくなってい

る傾向性は、どのように把握されてますでしょうか。 

○委員長（下岡）福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）訪問することによって、頻回多受診、ここらについては同じ方が

ずっと続くということではございませんので、ある程度の効果は出てきていると考えて

おります。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）これも昔ね、名前までは言わんけども大喧嘩したことがあるんじゃがね、

レセプトの点検、いうたらできんのじゃという訳やの。できんのにレセプト点検で実効

上がっとるじゃないかいうての。実際これでうちが例えばこういうレセプトの点検まあ

分からんけども、委託料を 1,000 万円出した。ところがレセプトで上がってきた実効は

２万円ほどじゃった。ほんじゃったらもうそれぐらいのは払うたほうが逆にええんじゃ

ないかいう気もするが、そのレセプトでどれぐらいの実効が上がっておるのか、その中

でもう一つあるのは、例えばできんのじゃ、できんのじゃいうてどうやって実効が上が

ってくるんか分からんけども、例えば風邪薬を処方したと、２か月分処方した、多いす
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ぎるじゃないか、１週間でやっとけ。やあレセプトは関知できんのじゃいうようなのを

ね、その辺の話をちょっと説明してくれんか。 

○委員長（下岡）はい、住民課長。 

○住民課長（尾木）レセプト点検の効果額でございますが、今年度は 12 月末まで約８万件

の点検件数がありまして、資格点検の方が 429 万円、内容点検のほうが 312 万円で合計

741 万円の効果額がでております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。前田委員。 

○１４番（前田）そこで、難しいことを聞いとる訳よ。その、内容点検で三百何ぼで両方

で七百なんぼある訳よ。その中身についてはレセプトでは言えないんじゃ、その例を言

うたのが例えば薬が２か月処方されとる、これは多すぎる、１週間しか処方できません

よ。こういうことやっとるのかどうなんか、その辺はできんちゅうわけよの。ところが、

実際に 300 何ぼの実効が上がっておる。どういうところから上がるんか説明してほしい

のよ。わしの言い方が悪いかも分からんがの。 

○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）医療の内容についてですね、点数で計算されるんですが、その点数が

間違ってるとかですね、そういったチェックをしまして、これだけの効果額が出ており

ます。 

○委員長（下岡）ほかに質疑ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次へ行きます。14、15 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次いきます。16、17 ページです。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）一般被保険者療養給付費、対前年比で 1,900 万増加するような見込みとな

っておりますが、これはどのようなことから増加の見込みを立てたんでしょうか。 

○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）被保険者数は年々減少傾向にあるんですが、高齢化により保険給付費

が増加傾向にあることから、医療費が増加という見込みを立てております。 

○委員長（下岡）よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次行きます。18、19 ページ。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。20、21 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、良いでですか、行きますよ。22、23 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。24、25 ぺ―ジ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）よろしいですか。26、27 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。28、29 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。30、31 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。32、33 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）34、35 ページです。住吉委員。 

○５番（住吉）高額医療費拠出金 1,300 万の減額になっておりますが、この理由は何でご

ざいましょうか。 

○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）これはですね、算出基準がですね、拠出対象額に按分率を掛けて出す

ものなんですが、この按分率が低下したことによるものでございます。 

○委員長（下岡）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）その按分率が低下したのは何でですか。 

○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）県全体の割合によって率が低下したものでございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。36、37 ページです。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）毎度おなじみ特定健診でございますが、私は去年のこの委員会で言いまし

た。締め切りが２月末だと思って受け損ねたと。また今年度も受け損ねたんですね。昨
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年の予算委員会で指摘したんですよ。１月末締切なのにまだ受けてなかったのに、何の

受診勧奨のはがきも電話もなかったと。そして今年度も、昨年度指摘したにもかかわら

ず、夏から秋にチラシが１枚ポストに入っとったんですが、年末年始付近に別に受診勧

奨の電話もはがきもない。何か特定健診の受診率を向上しようという意欲が感じられま

せんが、実際どうなってるんですかね。１月末までに受けなきゃいけないのに、１月に、

12 月を過ぎても受けてない方には、何ら一切受診勧奨等は行っていないんでしょうか。 

○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）特定健診未受診者の方にはですね、一応訪問をしましてですね、勧奨

するんですが、議員さんの方には一応７月の末ぐらいにお伺いしとったんですが、不在

のために不在表を入れ、７月末ですね、７月末。それとあと９月にですね、受診勧奨の

はがきいうのを未受診者の方に全員に送るようにしております。送っております。それ

とあと広報等でも９月、10 月号に特集でですね、受診がお済みですかという記事を掲載

しております。 

○委員長（下岡）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）締め切り間際で、受けてない受診勧奨はどうなっとるんかと聞いておるん

ですよ。７月じゃ９月じゃいうたら早い。終わりの頃にあなた受けてませんけどどうな

ってますかって聞かんにゃあ意味がないでしょう。それを聞きよるんですよ。町長の施

政方針でも、特定健康診査の受診率向上やいうて書いてあるのに、現場がそれをやっと

らん訳でしょ。これ昨年度の予算委員会でも私は指摘しているんですよ、この問題を。

それは改善されてないんですかね。 

○委員長（下岡）福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）確かに、先ほどの住民課長の方が申しましたように、最後の追い

込みの部分での受診勧奨というのが欠けていた部分があろうと思います。これにつきま

しては来年度に向けて十分対応を考えていきたいと思っております。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）全く同じことなんじゃけどね、その周知の仕方がおかしいんじゃろう思

うし、去年も人間ドックかなんかで忘れたけどね、公民館かどっかで２か所あった、ね。

受けんかったらそのままで、後で、例えば忘れたけども２か所あったように記憶してお

るんじゃけど、例えば公民館２つで１か月の間をおいてやった。最初の方で忘れた、じ

ゃあ次行きゃあええわ、これがまた用事が入ったりしてね、行けんかったいう話を聞く
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訳よの。そういうときに何かね、そういうチェック、受けた人、受けん人、ある程度そ

ういう高齢の人、特に 65 歳なら 65 歳、70 歳でもええわ、どの辺でもええがね、どっか

に線を引いて、特にそういう人、あるいは 40 歳過ぎたらいろんな問題が起きて来るわ

けだから、そのチエックをしてなんかね、伝達の仕方があるんじゃないか思う訳よの。

ただ来んけえ、こんなあ受ける気はないんだろういう事で片づけるだけじゃあ、脳が無

いような気がするんじゃけえ、だから通知の期日いうんかそれがいつもこの頃定期的に

その時期に出すんよの、そこらがね、あの固定できる、相手の、特に健診日なんかいう

のは難しいか思うができりゃあ、それも含めてわし固定してほしい思うんよの。どうな

んかそこらバラバラになっておるような気がするが。 

○委員長（下岡）はい、福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）先ほど住吉議員さんのところでも答弁しております未受診者対策

というのは非常に大切なことだと思っております。受診率を向上させるということは大

きな目標でございます。先ほど前田議員が提案されましたその方法であるとか、そうい

ったことについては、もっともっと工夫が要るのではないかと思っておりますので、そ

こらを含めて来年度は取り組んでいきたいと思っております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。38、39 ページです。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）健康づくり事業、毎年聞いとるような気がするんですが、これは一体何を

するんでしょうか。 

○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）健康づくり事業はですね、被保険者の運動習慣の定着、栄養指導等に

よります生活の質の向上を図るために、筋トレ教室とか水中運動教室等を実施しており

ます。今年度は新たに新規事業としまして、生活習慣病の重症化予防教室を開催してお

ります。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）毎年聞いて申し訳ないんじゃが、対象者はどういった方を対象とされてま

すでしょうか。あと人数も。 

○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）まず糖尿病の重症化予防教室は対象者が 108 名で、実際に 24 名の方が
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参加されております。あと水中運動教室は、１クール、２クール合わせて 24 名の方が

参加されております。あと筋トレ教室は 21 名の方が参加されております。 

○委員長（下岡）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）健診を受けられて一定の基準を超えられた方や希望者の方を

対象としております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。前田委員。  

○１４番（前田）これも随分昔から、多分飯田課長の時代からじゃろう思うがの、いわゆ

るジェネリックのことで随分違うんで、安いのは７割以上違うんだということでね、こ

こでも何か分からんけども、印刷製本費とかいうて書いとるが、どういう、ここで聞き

たいことは、どういうようなＰＲしとるのか、印刷がなんかあるけえそういう資料送っ

たりしとるんだろう思うけどもね。それとね、医者もレセプトじゃない処方箋を出すと

きについぽんと書いて判を押したりするんじゃろう思うが、無意識というのかね、だか

らまずこういうことをやるために医師会の協力がいるじゃろう思うんよ。そこら辺の連

携というか打ち合わせがどうなっとるんかいうのがね、二つ目なんでね。個人にはね、

たまに来たりもするんじゃけども、あんたの医療費はなんぼかかっております。そんな

ものは、いうたって、それを安ういうたって、10 万円医療費使うたけえいうてそれを３

万円にするいうことはできやせん。その中で安くする方法があるとすれば、後発を使う

とね、あんたの分は 10 万円薬価かかっておるんじゃが６万円でできるんじゃとかいう

てね、なんかそういうふうに協力とかなんかいうてＰＲすべきじゃろう思うが、その三

つをちょっと。 

○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）ジェネリック医薬品の広報についてでございますが、毎年 10 月の保険

証の一斉更新時にリーフレットを同封しております。また、広報かいたに年数回ほど誌

上掲載したりホームページでも掲載しております。それと、医師会との連携でございま

すが、安芸地区医師会と連携、会議のときにですね、お願いをしております。あと差額

通知の方法ですが、毎月 300 通前後、差額通知を送付しております。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）その 300 通送っとるのはええのよ。それが、いわゆる後発を使うとる分

については言いようがないのよの。だからそこらが医師会と話しないと、いうた中には、

無意識で処方箋を出したときに、無意識でぽんと判を押しとるもんもあるんじゃないか
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ということをいうとるんよの。だから、医師会とのそういう何かの会合そういうときに

極力こういうことでお願いしますいうてね、やっぱりずばり言うべきだろう思うんよ。

わし分からんけどもね、医者も一種の商売じゃろう思うんよ。１万円の１割儲けるか、

3,000 円の１割儲けるかいうことになったらね、やっぱり医者も１万円の１割のほうが

良かろうしね、だから、そこをしっかり薬局屋というか製薬屋さんには申し訳ないけど

ね、国保にわし大げさに言うたら、５割ぐらいはどうもせんでも３割ぐらいは安うなる

とみとるんよね。皆がそれをすりゃあ、使えん人もあるよ、がんとかなんとか抑えるた

めに新薬使わんにゃあ、これははあしょうがない、言うたってね。そこらをしっかり打

ち合わせて徹底的に、ただ印刷物を何やらと一緒に送っております、なんかいねこれは。

見ん人がほとんどじゃろう思うがそこらの知恵を、これは要望かも分からんが、しっか

り知恵を出してね、見るようなものを送らんにゃあいかんし、今言うた、こういうふう

になるやつはその差額はあんたがたの差額は、これまでじゃあいうまで勉強できんか思

うが、そこらできるかできんか一つ聞いて終わるがどうかいの。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）他の自治体でも行ったという点で効果が上がるという形でこの差額通知

送っておりますが、おっしゃるとおり、これは多分医師の相当な協力がないと成立しな

いと思っております。先ほども答弁させましたとおり、その医師会との会合においては

その都度行っておりますが、やはり医師の方がこちらの薬でなければと言われたときに、

私どもがその薬効そのほかについてさらに、こちらの薬の方がというところが言いづら

い部分もあろうかと思いますので、私ども行政側からもそういうことを申し上げたいと

思いますが、これも非常に言いにくいというふうには聞いておりますが、こういった差

額通知を受けられた方が、自己負担分もある訳でございますから、自分の病気にはジェ

ネリックが使えないんだろうかというふうに言いやすいような何かを考えなければい

けないと思っております。ただ、おっしゃる趣旨分かりますが、なかなか医師会の了解

がとれないのが現実でございます。 

○委員長（下岡）ほかに質疑ありますか。はい、岡田委員。 

○８番（岡田）先ほどの健康づくりなんですけども、これは福祉センターとタイアップを

してやられておるんでしょうか。 

○委員長（下岡）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）国保の健康づくり事業につきましては、保健センターの保健
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師・管理栄養士と、住民課、国保の保健師とともに実施しております。 

○委員長（下岡）岡田委員。 

○８番（岡田）具体的には筋力トレーニングとか水中運動いうんですかね、そういうふう

なそういう施設に行かんとなかなかできない訳ですけど、それが施設いうたら海田町だ

ったら福祉センターになると思うんですけど、そういうところで指導員の方がおられて

やられとるのかということです。 

○委員長（下岡）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）福祉センターの会場を利用して保健師・管理栄養士等が指導

しております。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）これは素朴な質問、健康づくり事業の下から２番目のこれ体組成計って読

むんですかね、22 万 7,000 円。これは、何でしょうか。 

○委員長（下岡）保健センター所長。 

○保健センター所長（湯木）これは体重計の精度の高いもので、体脂肪や体内の水分量や

筋肉量が測れるものです。今までの特定保健指導等に使用していたんですが、平成８年

に購入したものが壊れてしまって修繕することもできないということで、予算計上させ

ていただきました。 

○委員長（下岡）はい、ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。40、41 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次、42、43 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、44、45 ページ。前田委員。 

○１４番（前田）まず、ここに償還金やらなんじゃらいうことで、さっきも 43 ページにも

あったが、いわゆるこれの原本、台帳やら何か知らん予備金があるだけで、借金はまず、

ないいうことかの。償還、個人なんか状況変化、チェックいうかその体制、しっかりせ

にゃいかんじゃないか思う、これ償還金の続きじゃないか思うんじゃがの、償還事業、

存目になっておるいうことでの、何もないのかどうようなことをやるのか、そこらがよ

う分からんので説明願いたい。 
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○委員長（下岡）住民課長。 

○住民課長（尾木）これはですね、交付金等の精算しました返還金が出た場合に、一応、

科目を要しておりますので、一応存目となっております。 

○委員長（下岡）福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）先ほど住民課長が言いましたように、交付金等歳入で入ってくる

ものに、償還、返さなくてはいけないという事態が生じたときに、費目として掲げてお

かなくてはいけないので、今後将来発生する可能性があるので、一応、千円だけ費目と

して計上させていただくために上げているものでございます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。46、47 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、それでは以上で国民健康保険特別会計を終わります。次、25 号議

案、平成 26 年度海田町介護保険特別会計予算を議題といたします。資料 27 でございま

す。４、５ページをお開きください。質疑がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。６、７ページ、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）８、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、10、11 ページ。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）こちらの方でまた物忘れ相談プログラム一式とございますが、これはまた

１台新たに購入ということなんでしょうか。 

○委員長（下岡）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）新たに１台購入するものでございます。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）今年度買った１台たしか保健センターに置いてるんでしたっけ、どこかに

置いていたかと思いますが。あれ、ここにありますよいう周知はどうやってるんでしょ

うか。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）今年度購入しました１台につきましては地域包括支援センターに



７７ 

置いておりますが、今年度は、わっしょい海田などのイベントなどでこういうものを買

いましたという周知をさせていただきましたが、来年度につきましては、また広報等で、

物忘れ相談プログラムの説明やこういうところに置いておりますのでぜひ使ってくだ

さいというようなお知らせをしたいと思っております。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）出前講座云々で使ういうて認知症フォーラムの時説明を受けた記憶がある

んですが、あれはやらないんですかね。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）来年度には出前講座にも利用していく予定ですので、その辺もあ

わせて広報で周知していきたいと考えております。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）では今年度別にたいした周知はしなかったという解釈でよろしいですか。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）今年度につきましては先ほども申しましたように、福祉保健まつ

りで皆さんに見ていただいたということですが、来年度もう１台購入して２台でしっか

りやっていくということで、来年度から本格的に利用していきたいと考えております。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）じゃ今度は違う質問しますが、このプログラムを使ってひっかかっちゃっ

たと、私は。そういった方に対するフォロー等はどのようにされるんでしょうか。 

○委員長（下岡）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）この物忘れ相談プログラムで引っかかられた方につきましては、

まずは専門医の受診というのがありますけれども、かかりつけ医の方に相談をされて、

その後専門医に受診、専門医の受診につなげるという形にさせていただいております。

それから町の方としましては、認知症予防の介護予防事業を新たに新規でする予定です

ので、そちらの方の勧奨も行っていきたいと考えております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。はい、西田委員。 

○９番（西田）今、認知症予防に関しての話が出たんですが、それも一緒に含めて、ここ

の地点で質疑をさせていただきます。物忘れ、これは基本的に手段ですので認知症にか

かっているかどうかのそういった抽出ですよね、それが大きな目的だと思いますが、そ

れに基づいて実際に認知症対策をしないといけないというふうに思いますが、そこらの、
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連携はどのように考えられているんですか。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）連携についてですが、こちらは実際に物忘れ相談プログラムをす

るのは包括の職員であったりこちらの職員になりますので、対象者の方をその後のフォ

ローとして、包括支援センターの保健師であったり、看護師であったりするものが受診

勧奨であったり介護予防教室の勧奨であったりというのにつなげていきたいと考えて

おります。 

○委員長（下岡）西田委員。 

○９番（西田）運用面で非常に不安があり、新規でやられるということですね、不安があ

るということで、そこらの運用をしっかり進めていただきたいと思いますし、それと、

筋力トレーニングに関してなんですが、これも運動プログラムと併用することによって

認知症の対策が非常に有効に効くというふうな例が出てますよね。そういう組み合わせ

をどのように考えられるのか、要するに運用面をどう考えられるのか、その点をお伺い

します。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）認知症予防には運動をすることがいいというのが分かっておりま

すので、ご本人さんの希望もありますので、その辺の話をしながら、運動プログラムが

いいのか、手先を使った美術教室等がいいのか、本人さんの希望を聞きながら相談しな

がら勧奨を進めていきたいと考えております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。12、13 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。14、15 ページです。はい西山委員。 

○１２番（西山）介護認定審査事業と介護認定調査事業で 1,000 万強の予算が編成されて

おります。施政方針の中で、要介護認定の適正化や介護報酬請求の適正化を図るととも

にという文言がございますけど、私はこの介護認定の適正化は行われていると信じてい

る訳ですが、介護報酬請求ですね、これはどのように適正化といいますか、厳密に図っ

ていらっしゃるんでしょうか。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 
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○長寿保険課長（森原）長寿保険課におります介護支援専門員や嘱託員で雇っております

介護相談員にレセプトみたいな介護報酬の点検するものがあるんですが、それを見て、

おかしいところがないかというのは毎月チェックしております。 

○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）今までの経緯として、適正じゃないのは見つかりますでしょうか。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）例えば介護報酬で加算がとれないものをとっていたりとか、そう

いうものがありますので、そういうものについては事業者に連絡して過誤で返戻するよ

うにしております。 

○委員長（下岡）はい、ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。16、17 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。18、19 ページ、はい、前田委員。 

○１４番（前田）これも昔から言うてきたんじゃが、居宅介護、する人にしっかり報酬を

あげなさいいうてきたんじゃけどもね、今現状はどうなっとるんかの。なんか５万円ぐ

らいもらうんじゃとかもらわんとか言う話もあったが、ちょっと中身その辺を教えても

らいたい。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）こちらの 19 ページにあります居宅介護サービス給付事業というも

のは、例えばホームヘルパーだったり短期入所であったりそういうサービスを利用した

場合に、公費として介護給付費を支給するというものでございます。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）どこでもでもええんじゃけども場所が違うとるんかどうか知らんが、そ

れが出てきたら在宅の分よの、わしがこれずっと言うてきとるんだが、なんか近頃ちっ

と出るとかいう話は聞いとるんだけども、どれぐらいどうなって、聞く場所が違うとり

ゃあそこでもいいし、今答弁できるならそれをやってくれりゃあええ。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）介護慰労金につきましては、１年間介護サービスの利用を受けな

かった方に対して、要介護４、５の方で非課税世帯の方につきましては、年額 10 万円
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を支給するものでございます。 

○委員長（下岡）はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）介護保険の保険サービスについてお尋ねをいたしますが、今政府が検討

しておるですね、要支援の打ち切りの問題、法律が通ったらですね、この問題について

26 年度はどう変化をしていくのか。いわゆる要支援の１、２を、支援を外すというのが

今ある訳ですが、これには、訪問看護とか通所介護ね、該当する訳ですがそれどうなっ

ていくのか、お尋ねします。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）こちらの改正につきましては、今後、27 年度施行になっておりま

すけども、全市町実施するのは 29 年の４月までに実施することになっておりますので、

今後いろいろ検討しながら移行に向けて調整していきたいと考えております。 

○委員長（下岡）はい、福祉保健部長。 

○福祉保健部長（臼井）１点補足をさせていただきますが、要支援を切り捨てるのではな

くて、運営主体を市町村に任すというふうなことでございますので、そこらはご理解く

ださい。 

○委員長（下岡）はい、多田委員。 

○１０番（多田）居宅介護、訪問介護なんかでですね、国は 24 時間訪問介護サービスとい

うのを推進をするということなんですが、なかなかその手を上げる業者がいなくて、や

ってる市町村もまだ少ないと思うんですが、海田町の場合は見込みとしてはどんなでし

ょうか。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）海田町におきましても今議員さんが言われたような状況でござい

ます。ただ、各単町ではできないかもしれないですけども各市町の共同実施という方法

もありますので、その辺については今後検討していきたいと考えております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。20、21 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。22、23 ページ。前田委員。 

○１４番（前田）一番下、交付内容ですね、１件の金額、これをお願いします。 
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○委員長（下岡）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）住宅改修につきましては１件につき 20 万を上限として支給できる

ものでございますが、１人の方につき原則１回ということになっております。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）全部まではあれじゃけども、大体内容的に、いわゆる一般的にいうバリ

アで敷居をどうかするのか、敷居を動かしゃ建具まで造り替えんにゃいけん訳じゃが、

だいたい簡単な内容、こういうとこの改造までは出しますよというのが、ひとつお願い

したい。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）例えば手すりであったり段差の解消であったり扉を引き戸に替え

たりとか、そういうものでございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。24、25 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。26、27 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）28、29 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、30、31 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）32、33 ページ。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）こちらの方が認知症予防の方になるんじゃろう思うんですが、先ほどの質

疑の続きになります。物忘れ相談プログラムでひっかかった方に対する予防事業という

のは、この中に入っておるんじゃないか思いますが、どれとどれとどれでしょう。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）主なものとしましては、二次予防対象者施策事業にあります認知

症予防及び筋力向上トレーニング事業と、臨床美術教室事業でございます。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）この二つしか今のところはないということでよろしいですか。 
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○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）そのほかにも、一次予防でありますマージャン教室であったり、

その他の水中教室であったり、そういうものは受けることは可能でございます。 

○委員長（下岡）ほかに質疑ありますか。西田委員。 

○９番（西田）認知症予防に関しては食の教育も当然やっていかんといけない、教育じゃ

ないですね、指導もしていかにゃいけないというに思いますが、その点と、もう１点は、

水中の分ですね、これ認知症、介護予防に関して、水中健康教室、これを実際にやられ

る訳ですが、対象者がある程度絞られてきた状態で、この水中においてまあいろんな工

夫が必要だと思うんですよ、先ほど言いました運動プログラム、こういうものをしっか

りですね、混合しながら展開していくいうのが、この認知症対策に非常に重要、特に先

ほどいろんな形でまたがってますので、そのまたがったものを受けていただくいうのが

大事ですので、よろしく、その点はどういうふうにお考えで、運営はどのようにお考え

でしょうか。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）先ほども申しましたように、物忘れ相談プログラムで該当になら

れた方には保健師等が話をさせていただいて、例えばどういうものが足りないのかって

いうのは見ていきたいと思います。それから口腔機能に関しましては、また飲み込みが

どうであるとかそういうものの確認もする必要がございますので、そういう聞き取りな

ども含めて、対象者の方にどういうものが必要なのか、そういうのを適宜考えていきた

いと思っております。 

○委員長（下岡）はい、兼山委員。 

○３番（兼山）介護予防の一次予防については水中健康教室で一次予防だなというふうに

私は解釈できるんですけど、二次予防について筋力トレーニングになっているところ、

これも一次予防に該当するんではないかと思うんですが、そこら辺についての一次予防

と二次予防のくくりですね、そこについて少し聞かせてください。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）一般的に申しまして一次予防の事業は全高齢者が対象となってお

ります。二次予防につきましては、要支援、要介護の状態になるおそれのある方という

ことになっておりますので、少しちょっと状態が悪い方ということになります。その二

次予防の対象になる方は、運動機能であったり生活状況であったりそういうものをチェ
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ックした上で、二次予防になるというふうに判断しております。 

○委員長（下岡）兼山委員。 

○３番（兼山）いうことで、その対象者に対する基準であって、プログラムに対する部分

で一次予防、二次予防って分けている訳ではないということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）その通りでございます。 

○委員長（下岡）ほかにありますか、住吉委員。 

○５番（住吉）ま、蛇足の質問ですが、筋力トレーニング、臨床美術教室、水中健康教室、

名前が固いわいね。認知症フォーラムじゃないや、認知症サポーター養成講座なんかで、

認知の方には嫌がることさせないように習った記憶があるんですよ。そういった方々が

行くとこにトレーニングじゃ教室じゃいうのは、ネーミングとしていかがなものかと思

いますが、その点はどのように考えてますでしょうか。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）こちらにあります筋力向上トレーニング等につきましては、実際

は募集をかけるときはお達者教室という名前であったり、いろいろ変えておりますので、

今回新規にやります事業につきましても、対象者の方が参加できやすいような名前、広

報等考えていきたいと思っております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。34、35 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。36、37 ページ。前田委員。 

○１４番（前田）さっきもね、18 ページで言うたんだけども 21 ページにもあるんだけど

も、ここでまず家族介護慰労金ということで 10 万円。長期の人が何年もかかってあれ

じゃろうけども、10 万円でまず何をするんかいうのがね、分からん、こういうの。18

ページとどういう関係になっていくのかっていうのとね、10 万円ぐらいで何をするのか

というね、そういうとりあえずこの二つを聞いてみたいと思う。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）介護慰労金事業につきましては先ほども申しましたように、ずっ

と介護サービスを使われてない方にお支払いするものでございますので、特にこれに使
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ってくださいとかそういうものではなくて、本来であれば、介護４、５の方が介護サー

ビスを使われると多大な費用がかかる訳ですが、それを使われていないということで 10

万円支給させていただいているものでございます。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）というのは、１人が 10 万円全額、月にしたら何ぼ、八千五、六百円か九

千円にもならん。介護どうやらでいきゃあ 40 万円もひとりがねえ、かかる訳よ。その

要介護５か６はないけども。そういうようなことで４、５いうたら相当ね、25 万円、30

万円。だからこの人が 1 人なのかどうか分からんが、まずそこで１人なのか、この人が

ね、仮に１人であったとしても今言うたように八千何ぼしかならんちゅうものは、八千

円だよ、よう計算せんが、そういうことで何名かいの、1 人なのかあるいは複数人おる

のか。そういうふうな今度は同じ介護でも２ぐらいだとしても月に七千、八千ぐらいは

かかる、特に一番悪いのは認知症だよ。足腰はわしらよりも丈夫かも分からんしの、や

っとることはもう●●●●●●●●。そういう人の後をついて歩くだけも大変なんよ。

いらんこともよけい言わんけども、そういうことでちょっと説明。 

○委員長（下岡）はい、ちょっと待ってください。はい、副町長。 

○副町長（三宅）本委員会の議事録は公開されると思います。今の認知症の方に対する発

言はできましたら、削除なりしていただきませんと、認知症の家族の方に対することを

考えたときには、今の●●●●●●●●とかというところの発言につきましては、でき

ましたら委員長のご判断かなにかで削除していただきたいと思いますが、いかがでござ

いましょうか。 

○委員長（下岡）はい、後刻記録を調査の上、委員長において適切に対処いたします。は

い、今の答弁、はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）こちらに計上しております 10 万円というのは、１人につき年額

10 万円でございます。25 年度は１名の方が対象となっております。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）その１名というのはね、今あるから１名じゃろうと思う。わしはこうい

うふうに考える訳じゃけども、例えば今頃の人、うちにもそういうのが、ついこないだ

庁舎内でもあったいうことじゃが、突如出る場合もあるから、２人や３人分ぐらいはみ

とくべきじゃないのか、どうなの。その、いわゆる泥棒を見て縄をなうということわざ

もあるが、それじゃあ間に合わんと思う。即介護、入院したら付き添いどうかじゃけえ、
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医者の場合、今回家族は残ってくださいいうような場合もある訳なんよ。そういうとこ

ろの備えというのは全くないのか。 

○委員長（下岡）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）こちらの介護慰労金の対象といたしましては、１年間全く介護サ

ービスを使わなかった方ということになりますので、１年に１回調査させていただいて、

なおかつその方が介護４、５で非課税世帯の方ということで、対象となっております。 

○委員長（下岡）はい、前田委員。 

○１４番（前田）答弁がそういうことならの、さっき言うたろ、18 ページか、18 ぺージの。

そこで、月にこういう人に対しては、だから多少なんぼか出るという話も聞いたが、そ

れがほんじゃあなんぼうこういうふうな人にはこれだけ支給します、ちょっとその内訳

を詳しく分かり易く説明して。言うたことのそこしか言わんから、そういうちぐはぐな

ことになる。近頃、在宅介護にしてもいくらかお金が出る言うて聞いとる訳よ。それが

うそならうそでもいいよ。出とるんなら月額３万円出とりますとか、ね。こいつについ

てはこの 10 万円は、そういうことで、こういう枠の人です。もっと親切な説明してく

れんにゃあ、分かっとりゃあ聞きゃあせんのよ。 

○委員長（下岡）はい、長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）先ほど説明しました介護慰労金につきましてはサービスが使われ

ない方に支給されるものでございますが、サービスを使われている方で介護サービス費

が高額になられた方は、所得段階に応じて、ある一定の基準を超えたものにつきまして

は、高額サービス費として支給しております。 

○委員長（下岡）よろしいですか、前田委員。 

○１４番（前田）頭悪いけえ分からんが、例えば家におってもおむつが２万円、３万円か

かる人もおるはずよ。施設に入ったけえいうてね、おむつ代も何事もいらん人もおるじ

ゃろう思うよ。今頃施設によっては、おむつこっちから持って行ったらうちにあるけえ

持ってくるなとこういう施設もあると、こういうことなんよの。それをあんまり言いす

ぎると副町長、怒られるけえの。委員長、その不適切な所取り消してくれりゃあええが、

だから、こういう人にはこれだけね、支給します、その４か３でも在宅で面倒みにゃな

らん人もおる訳よ。だから３の人まではもう１から３まで一切支給しないんだ、４、５

で家庭の人については、１万円ぐらい出すとかこれも出しません、施設に入った人につ

いては出します、こういうふうに分かり易く説明してくれんと。自分らは分かっとるか
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らこうじゃ言うが、わしが聞いとるのは、在宅でおむつ換えたり半分寝たきりみたいに

なっとる人がおる訳よ。そういう人の面倒見とる訳だから、それのそういう報酬という

のかちっとはないのか言うて、したげて欲しいから言うとるんであって、そこらはどう

なっとるんかな。 

○委員長（下岡）今の質問というのは本来なら入所で賄うものが、在宅看護でされてる場

合の家族に対するメリットはあるのかということだと思いますけれども、あるかないか

端的に答弁をお願いします。あるかないかとあれば、額も答弁願います。はい、長寿保

険課長。 

○長寿保険課長（森原）在宅の方につきましては、家族介護用品支給事業というものがま

た別にございますので、それで紙おむつなど、また、介護４、５の非課税世帯の方に限

りますけどもそういう事業もまた別にございます。 

○委員長（下岡）繰り返しますけれども、本来入所する人が在宅の場合にですね、家族に

対する特別なメリットがありますかということですから、あるかないかということを端

的にお答えください。長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）手当の支給ということであればございません。 

○委員長（下岡）ないそうです。ここにご出席の皆さん、委員の皆様も、答弁される執行

部の方も、簡潔にお願いいたします。趣旨に沿って簡潔にお願いします。 

○委員長（下岡）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）先ほど来の答弁にちょっとすごく気になったんです、この介護慰労金。私

の聞き間違いかもしれませんが、介護４、５で、なおかつ介護保険サービスを使ってな

い非課税世帯、で、10 万円現金払います。それだけ重度の介護状態で、要介護度で介護

サービスを使わないというのが理解できないんですよ。これ現金 10 万よりも、介護サ

ービスを受けていただいた方がその方にとってよろしいんじゃないかと思うんですが、

そういった指導はされてないんですか。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）これに該当される方につきましては、うちの介護相談員が訪問い

たしまして、ご家族の方とご本人さんの状況を確認しながら必要であればサービスを勧

めるようにしておりますが、ご本人さんとご家族の意向により在宅でこのままでみたい

ということで、該当になられる方が現実にはいらっしゃるということでございます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（下岡）はい、次行きます。38、39 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。40、41 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり）。 

○委員長（下岡）はい、次行きます。42 ページ 43 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）以上、介護保険について終わります。続いて、介護サービス事業勘定に

入ります。52、53 ページをお開きください。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。54、55 ページでございます。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、それでは次、続きまして、第 26 号議案、平成 26 年度海田町後期

高齢者医療特別会計予算を議題といたします。資料 28 でございます。４、５ページを

お開きください。歳入です。佐中委員。 

○１５番（佐中）保険料の問題でお尋ねいたしますけれども、私、後期高齢者の議員なん

で中身は大体ほぼ分かっておるつもりでございます。先ほど、当初予算ではなくて、予

算特別委員会で冒頭に配られました資料、これですね、後期高齢者の資料、県平均が６

万 6,811 円で前年度より 430 円下がっとるんです。この下がった分がですね、拡充とい

う形で、消費税の問題で、５割２割の減額をされた部分が入って、これが該当するのが

１割なんですね。あとの９割については引き上がっておるんです。で、私、後期高齢者

の議会の中で詰めていったんですが、なかなかいい回答が出なくて、37 万人後期高齢者

の被保険者がおる訳ですが、３万 3,000 人しか該当が、これの平均がここに出てきてお

るんですよ。詰めていったらですね、厚生省はこういう指導しておりますいう形で答弁

があった。これは議会の中で私分からんかったから、総務課長にずっと聞いてきたんで

す。そうするとですね、保険料の問題で、海田町は引き上げる訳ですね、この拡充以外

に均等割部分とそして所得割部分、こうすると約 500 万、会計から見れば上がっとるん

ですよ。そうするとですね、昨年度の平均と今年度の平均、実質いくら上がっとるのか、

これをお尋ねします。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）昨年度 25 年度に比べて 26 年度の保険料の平均は、予算ベースで
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いきますと 2,000 円程度上がっております。 

○委員長（下岡）佐中委員。 

○１５番（佐中）2,000 円程度いうのは、例えば差異の中で 508 万か何ぼ上がってますよ

ね、保険料が上がっとる。そうすると、被保険者があってこれの減額の部分 430 円前年

度に比べて１割部分が下がってきておるわけですね。これらを全部総合的に平均を出し

て、前年度と今年度でどれだけ上がっとるのか、2,000 円程度いうのならそれでもいい

んかも分からんが、具体的な数字が出れば幸いですけど。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）申し訳ありません、先ほど 2,000 円程度平均より、25 年度より 2,000

円程度下がっております。申し訳ありません。その理由は先ほどありましたように、本

来対象ではなかった方が軽減の対象の拡充ということで対象になられたということで、

全体ならしてみたところ、平均より下がったという、前年度より下がったという状況に

なっているということでございます。 

○委員長（下岡）佐中委員。 

○１５番（佐中）下がっとるという発言ですが、例えば、歳入の、前年度に比べてね、保

険料 502 万 5,000 円上がっとるんですね。なぜこうなるのか。お尋ねします。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）平均は下がっておりますが全体の被保険者数が上がっております

ので、結果的に上がっておるという状況です。 

○委員長（下岡）佐中委員。 

○１５番（佐中）だから言ってるんですよ。全体で 502 万 5,000 円上がっとる計算で、こ

れの平均は、上がったのはいくらか、上がったのは事実ですから、これいくらかいうて

聞いとるんです。 

○委員長（下岡）長寿保険課長。 

○長寿保険課長（森原）1,740 円ほど上がっております。 

○委員長（下岡）ちょっと説明が食い違うと思いますけども。はい、総務部長。 

○総務部長（窪地）来年度予算ベースで被保険者数を割り戻すと、1,742 円が上がるとい

うことになります。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（下岡）はい、次、６、７ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次に行きます。８、９ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次に行きます。10、11 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）12、13 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）14、15 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、ただいまで、今回の範囲をカバーしましたので、その他国民健康

保険介護保険及び後期高齢者医療特別会計予算全体で、質疑漏れ等があれば発言を許し

ます。はい、前田委員。 

○１４番（前田）よう分からんが、健康まつりとか何かいうのでこうやってね、分からん

けども昨年は歯科健診か何かやって、膀胱がんかなんか見つかったと、こういう話を聞

いとるんですが、今年は何か予算かなんかの関係でやらないんだとこういうふうに聞い

とるんだがね。一部では早期発見とか何とかね、早期治療というあれがあるが、今年は

そういう健康まつりとか従来やってきた歯科検診とかいうのがあると思うが、まず中身

としてどういうものをやるのか、その中で特に個別に歯科検診はあるのかないのか、今

年はやらないとかちょっと聞いとるが、間違いかも分からんから、それはそのように答

えてくれればいい。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）今のご質問は、一般会計の部分になるんですが、そこまで遡ってご答弁

したほうがよろしゅうございますか。 

○委員長（下岡）前田委員、必要ですか。 

○１４番（前田）そりゃあ、福祉のほうを守る健康まつりも一般会計じゃいうんかも分か

らんかもけども、答えられんなら答えられんでもええが、それぐらい分かっとるやろ、

担当が一緒じゃけえ、何で答えられんのか。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）いま一度委員長に申し上げますが、一般会計に係る質問でございますが、
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答弁する必要がございますか。 

○委員長（下岡）前田委員、ただいま特別会計をやっておりますので一般会計については

審査が終了しておりますので、今回は取り上げないこととします。ほかに質疑漏れはご

ざいますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、質疑を終結いたします。以上で、国民健康保険、介護保険及び後

期高齢者医療特別会計予算の審査を終わります。ここで執行部の入れ替えがございます

ので、暫時休憩をいたします。再開は２時 30 分といたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後 ２時１６分 休憩 

午後 ２時３０分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（下岡）お揃いのようですので、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。こ

れより公共下水道事業特別会計予算の審査を行います。なお執行部の方にお願いをして

おきます。質疑は原則一問一答形式によりますが、答弁は質疑の趣旨に沿って簡潔に要

領よく的確に行いメモなどして、答弁漏れがないようにお願いいたします。それでは、

第 19 号議案、海田町下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたし

ます。質疑があれば、これを許します。はい、岡田委員。 

○８番（岡田）下水道料金をまあ引き上げると消費税分だけ引き上げということで他の引

き上げるのと同じなんですけれども、やはり今のこのもらった資料によると、そんなに

滞納者も減るような案配でもないし、そして、金額的にもものすごい大きい金額ではな

いと思うんですけど、負担すべきではないと私は思うんですけども、やはりこの、よく

負担せんでも、負担せんかったらまあ将来的に上がるという答弁をよくされますけど、

やはりそれとこれとは別個にして、やっぱり今のこの経済情勢いうんですかね、消費税

が上がって、ほかのものもどんどん上がるとそういうふうな中で上げたら、ますますこ

の滞納者が増えて、やはり結局町の収納も困るというふうな格好になるんですけれども、

どうも、その辺の滞納者が増えるというふうなことについて、どういうふうに思われま

すでしょうか。 

○委員長（下岡）はい、副町長。 

○副町長（三宅）これはこの後の水道料金も一緒になるかと思いますが、この度の消費税
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の増税が確定した以上、それを転嫁するということは必要だというふうに考えてます。 

○委員長（下岡）はい、岡田委員。 

○８番（岡田）そうなってくると全てほかのものも上がる訳ですけれども、よく収税対策

いうんですかね、いろいろな、資産・財産いうかそれの資産の差押えというふうなこと

とかがよく言われるんですけど、そういう極端にいうたらそういうふうなことも視野に

入れられとるのかどうかというのをお願いします。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）消費税、地方消費税が上がるということを視野に入れて今回提案してお

ります。 

○委員長（下岡）はい、前田委員。 

○１４番（前田）後ほども出て来るんじゃけども、消費税ということでここでは聞いてみ

たいと思うんですが、水道の使用に対する公共施設、いわゆる公民館、役場とかいうの

はね、私の聞いた所では、消費税はかからないんだいうて聞いておるんじゃが、今現状

はどうなっとるのか。後で予算の方でやってもあれじゃけども、消費税はかからんのじ

ゃろう思うんじゃが、それはどうなっとる。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）公共施設におきましても、支払いをします水道料それから下水道には消

費税が含まれております。 

○委員長（下岡）ほかに、前田委員。 

○１４番（前田）それ以上はええが、ちょっとの勉強してみてもらいたい思うが、わしそ

ういうふうに聞いたんじゃけどね、どっかなんか調べて、これまあ要望じゃ、知らんも

んが知ったようなことを言う訳にはいかんので、ちょっと勉強してみて、公共施設の水

道には税金はかからない。消費税はかからないいうて聞いとるんじゃが、ちょっとそれ

勉強してみてください。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）公共施設における下水道使用料それから水道料金についても、消費税は

かかっております。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）上水についてもかかっております。 

○委員長（下岡）はい。ほかに質疑ありますか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、質疑を終結いたします。次に、第 23 号議案、平成 26 年度海田町

公共下水道事業特別会計予算を議題といたします。資料 25 でございます。まず、４、

５ページをお開きください。歳入です。質疑があれば許します。はい、西山委員。 

○１２番（西山）２の１の使用料でございますが、前年度の当初予算と今年度の当初予算

をみますと、24 万 4,000 円減額の予算計上でございます。昨年の決算ベースで 2,000 万

余り当初予算よりも使用料は減額になっておりますが、24 万 4,000 円だけの減額で、使

用料は収納可能な金額でしょうか。 

○委員長（下岡）下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい、今年度の実績を踏まえての何分推計でございます。現在、推

計をしたものでございますが、現在、若干下がり気味の傾向には出ておりますけども、

この度の予算では、新規の事業者、これをちょっと見込んで試算をしておりますので、

その部分で決算見込みよりも多少上積みがなされておるというふうに、ご理解いただき

たいと思います。 

○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）そう言いますとエブリイ等のあそこの商業施設を指して、2,000 万あま

りの使用料の増収を見込まれているということでしょうか。 

○委員長（下岡）下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい、見込みのとおりでございます。あとは東の方に老人福祉施設

ですか、ああいうのもございますので、そこらあたりにもアプローチをしてですね、新

たに接続していただきたいというふうに考えております。 

○委員長（下岡）ほかに、前田委員。 

○１４番（前田）水洗便所の貸付金の元金収入というか、こういうね、が約 1,000 万円、

これがね、歳出の方ではね、1,500 万円貸し付けがあるんよの。1,500 万円貸して 1,000

万回収した。その 500 万円の関係はあれなんだけども、これどういうふうにしてその

1,500 万入らんのか、もう何年も経っておるから、1,000 万しか入らんいわれりゃあそ

うじゃが、料金と一緒に回収しとるじゃろう思うんよ。そこらの関係も含めて説明願い

たい。 

○委員長（下岡）下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい、貸付金の償還につきましては 50 回でお返しいただくという決
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まりがございますので、今年度、歳入見込みをしておりますのは、過去に貸し付けた分

の合計というふうにご理解をいただきたいと思います。それで、歳出の方ですが、歳入

を上回っておるように数字上は見えるんですけども、1,500 万程度の貸付を予定してお

るということで予算を計上さしていただいておりますので、そういうご理解をいただけ

ればと思います。あと料金、貸付金の償還につきましては、別個に、水道料金とは別で

ございまして、個別に口座引き落しもしくは納付書を送付して返済していただいておる

ところです。 

○委員長（下岡）よろしいですか。はい、住吉委員。 

○５番（住吉）一般会計繰入金が対前年度で６パーセント増えておりますが、その理由は

何でしょう。 

○委員長（下岡）下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい、東部浄化センターの維持管理負担金、これがあと歳出のとこ

ろでもございますが、2,400 万ぐらい来年度は増額の見込みでございます。その額とほ

ぼ一致しております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。６、７ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。８、９ページです。前田委員。 

○１４番（前田）ええとね、違うかも分からんが、どこらかで前納報奨金をやめたという

のを聞いたことがあるんじゃが、またあがっとるんじゃけども、どうなんかな、いうの

をまず一つそれ聞こう。 

○委員長（下岡）下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい、前納報奨金につきましては、下水道受益者負担に関してはそ

のまま存続させてございます。 

○委員長（下岡）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）海田公共下水道施設管理システム構築業務委託料、この施設管理システム

構築業務いうのはどういったものなんでしょうか。 

○委員長（下岡）下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい、下水道台帳の電算化というふうにご理解いただきたいと思い
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ます。 

○委員長（下岡）ほかに、質疑、前田委員。 

○１４番（前田）真ん中のその下にね、使用料の委託という、まあ今年と来年と違う言わ

れりゃあそうなんかも分からんが、合体するんじゃけえ、徴収するのは要らんのじゃな

いか思うが、何で委託料がここでいるのか。 

○委員長（下岡）はい、建設部長。 

○建設部長（北山）課としてはですね、上下水道課という形になりますけれども、会計は

それぞれ別個でございますので、水道の方の職員に働いてもらう、一括して料金徴収を

してもらうという意味では、この委託はですね、引き続き必要だと考えております。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）上下水道で一つの課になるいうふうに聞いたんじゃが、わしの間違いか

どうか知らんが、ついでにもう一つ言うとくけども、120 万円ほか臨時職員とみとるが、

今のうちからもう既に予定があるのは、そういうふうに正職だけで足らんというか回っ

ていかんいうのかね、どういうことなのか、二つ。 

○委員長（下岡）副町長。 

○副町長（三宅）先ほど建設部長の方も答弁いたしましたが、上下水道課を一体化させま

すが、それぞれ配置します職員につきましては、水道企業会計で見るもの、それから下

水道特別会計でみるもの、そういったふうに分けてまいります。そうした場合に、１人

ずつの人間をつけますので、料金徴収につきましては企業会計のほうという形でとりま

すので、ここに委託金をつける必要が出てまいります。また、現段階で、ある程度の人

員配置を考えておりますが、臨時職員は必要なものというふうに考えております。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）先にもちょっと問題になったんじゃけども、この下水道台帳、漏れとっ

たとかこぼれとったとかいうことじゃがね、どういう業務をその分からんけども、申請

が出たらそれを即住民台帳か何か知らんけども、そういうふうなものと照合して合わし

ていくんだいうことじゃけども、ここでのそういう下水道台帳というのはどういう作業

をするのか。その、漏れの件も含めてね、前にこういう申請があったんと、だからそれ

とは関係はないんならないんでもええが、どういうふうに連動しておるかいうことを含

めてお願いしたい。 

○委員長（下岡）下水道課長。 
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○下水道課長（龍岩）はい。まずですね、上にございます下水道台帳作成業務というのは、

今年度工事をしました下水道情報を調査しデータ化するというものでございます。それ

からその２段下、下水道施設管理システム構築と書いてございますのは、過去に整備し

ております約 97 キロの情報がございますが、これを電算システムの中に入れ込むとい

う業務を予定しておるものでございます。あと申請との因果関係ということでございま

すが、まず最初に、接続をするという意思表示をされる場合にはですね、取り付け管の

位置の確認に来られます。そのときにこのシステムをフルに生かしたいというふうに考

えております。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）補足をさせてもらいます。今、今年度ですね、下水道課の方でいろい

ろと事務のミス等ございましたけれども、それとこれとはですね、直接の関連はござい

ません。下水道台帳につきましても、一番下の下水道施設管理システムにつきましても、

基本的には施設の図面関係をですね、整備するものでございまして、その徴収の接続と

か何とかっていうのとは別ものでございます。 

○委員長（下岡）ほかに質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次、10、11 ページです。はい、前田委員。 

○１４番（前田）ＪＲの用地をね、借りるんか、下を通っとるから借りることになるんじ

ゃろうとは思うけどもね、わずかじゃけども、この何箇所ぐらい通ってね、なっとるん

か、要するに占用料等、どういうふうなことで何メートル下じゃったら要らんのじゃな

いかというようなこともあるんだけども、ちょっとその辺を聞きたい。 

○委員長（下岡）下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい箇所については２か所でございます。深さによってかからない

かという規定はございませんので、深さによらず占用料がかかるというふうに考えてお

ります。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）今は一般的な話でございまして、大深度地下といいまして 10 メートル

とか 50 メートルとか以上深いとですね、占用料とか借地料というのはかからないこと

があるかと思います。ちょっと正確に覚えてませんけど、一般的な下水道につきまして

はそこまで深くございませんので占用料はかかります。 
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○委員長（下岡）はい、前田委員。 

○１４番（前田）今、漠然とわしが知っとるのは、カツヤの精米所のところと、成本かな、

畝の公園のところじゃないかというふうに思うけども、どうなんか知らんが、そこらの

ところでね、なんで今言う、分からんけども、深さ的、正確じゃないけども、カツヤの

ところについては、ずっと瀬野川の下をくぐってあっこの安芸葬祭のとこまで行っとる

訳じゃの、おそらくその深さで行っとるんじゃないかと思うが旧道に向けてね、あっこ

で通っとる思うが、もっとあっこで升がおるためにあっこで一段２、３メートルぼんと

上がっとるんかも分からんけども、ちょっとその辺の説明を聞かしてもらいたい。 

○委員長（下岡）下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい、まず箇所につきましては、新町踏切、それから砂走の方に新

幹線の高架がございますが、その２か所の占用料料金を払っております。先ほどご指摘

いただいたカツヤ、それから畝公園ですか、あの２か所につきましては、ちょうどその

スペースに里道がございましたので、里道幅の中に埋設することができました関係で占

用料は発生しておりません。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次に行きます。12、13 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。14、15 ページです。桑原委員。 

○７番（桑原）汚水整備、26 年度でどれぐらいの完成率になってるのか、まずお尋ねしま

す。 

○下水道課長（龍岩）はい、下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい、処理人口普及率に換算して 96.3 パーセント、それから面積換

算にいたしますと 76.1 パーセントが完成する見込みでございます。 

○委員長（下岡）はい、桑原委員。 

○７番（桑原）未整備のところ、ここはどこですか。 

○委員長（下岡）下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい、未整備区間でございますが、先日の本会議でもございました

山畝地区が主なとこでございます。それからあと数箇所虫食い的に整備ができていない

ところもございます。例えば中店のそこの線路向かいとかもですね、まだ未整備地区に

なっておりますので、山畝以外につきましては、鋭意整備を進めて虫食い状態をなくす
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という努力をしたいというふうに考えております。 

○委員長（下岡）桑原委員。 

○７番（桑原）山畝がよく話題に出るんですけども、今後、山畝地区が整備できるのかど

うかいうところを聞いてみたい。 

○委員長（下岡）町長。 

○町長（山岡）これは以前からですね、土地整理組合というのがありまして、地権者の問

題がいろいろ複雑であったもんですから、なかなかその整理できない現状でございます

ので、それらを含めて、いつまでもこのまま放っとく訳ではなしにですね、いろいろな

手を使ってですね、皆さんの協力いただきながら整理できる方法にいちはやくやってい

きたい、こういうふうに考えております。 

○委員長（下岡）はい、桑原委員。 

○７番（桑原）町長、よく土地整理組合、よく言われますよね。それはどういう組合で今

どういう現状になっているのか、その話はどういうようにできるのか、今後進めて行け

るのかどうかいうところを聞いてみたいですね。 

○委員長（下岡）町長。 

○町長（山岡）これは我々がですね、後の住宅というような解釈を以前しとったんですが、

その時の土地を貸して国へ預けたというんですか、それから自分の土地に建ててもらっ

たとかいろんな複雑な問題がたくさんございます。その当時のことからまたその建てた

家を転売されたりですね、で、住所で、そこにいないからおられないから、奈良の方へ

行っとる大阪へ行っとる、点々としとるんですよ。ですから、ただおられる人だけがそ

れで協力しただけじゃ、それは、今、用地買収の問題、登記の問題とかいろんな問題が

複雑なものたくさんございますので、いかにそれを解決するかというのはかなり時間的

ななんがかかるし、また地域の方に十分に協力を得ないとできないという判断をしてま

すんで、何とかですね、今の未整備地区、下水道にしても道路にしてもネックになって

ますので、できるだけひとつ頑張っていきたいと思っています。 

○委員長（下岡）桑原委員。 

○７番（桑原）えっとね、山畝地区だけは取り残されるんじゃないじゃろうのうというよ

うな声もあるんですよね。そういう方もいらっしゃる中で、統制がとれないという現状

があるわけですね。それはしっかりとやっぱり、あそこにいらっしゃる方には周知して

いかないと、こういう事情でできないんだということは町民の方にはっきりと話してい
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くということでないと、我々はあっこを陸の孤島じゃないけど取り残されとるんじゃな

いかというような意見もある訳ですよ。そういう中でやはりどういった説明をしていく

かということは、これは町政の仕事というふうに思いますんで、そこらのところしっか

りと説明いただきたいというふうに思います。これお願いで結構です。 

○委員長（下岡）住吉委員。 

○５番（住吉）こちらに雨水整備という言葉があるんで、こちらで聞いてみます。今まで

氾濫防御率 50 ミリいうことで整備されてきたと思うんですが、昨今、それを軽く上回

る雨が降りますね、10 分雨量十数ミリとか。それに対する対策いうのは、今年度予算の

中にはどういった形で含まれてる、今年度じゃない来年度予算の中にはどういった形で

含まれておるんでしょうか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）我が国の国土ですね、整備をするときには、ある一定の基準を設けま

してその基準に達するようにということで整備を進めております。これに関しましては

下水でいいますと先ほど言われました 50 ミリということでですね、まだ、現在も今年

度も竹貞のポンプのあたりも整備させて、ああ来年度させてもらうということがありま

すが、まずは 50 ミリに向けてのですね、完成を図りたいと思います。50 ミリを超える

ものについてはですね、海田町独自の話ではなくて、国土全体での話になるかと思いま

すので、そこら辺の情報収集しながら進めていきたいと思います。 

○委員長（下岡）はい、宮坂委員。 

○１１番（宮坂）工事請負、工事の件なんですけども請負費、工事の積算の際にですね、

いろいろあって、都市整備のときにも言ったんだけど、経費とかありますよね、経費、

工事の経費がね、そのときに聞いたことがあるんですけども、例えば下水なんかいうの

は続く工事とかが多くて、例えばひとつの工事とって、同じ業者が近くの工事あるいは

続きの工事とか取ったときに、経費を何か合算して引いたりすることがあると聞いたん

だけど、それは本当ですか。 

○委員長（下岡）下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい、工期が重複している場合、それから、経路で２キロ以内の場

所に存する工事区間は合併経費の取り扱いをして積算しております。 

○委員長（下岡）宮坂委員。 

○１１番（宮坂）それは下水にだけに認められているんですかね、水道あるいはそういっ
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た建築工事なんかでは認められてないんですか。 

○委員長（下岡）建設部長。 

○建設部長（北山）これは海田町だけの基準ではないんですけれども、土木工事において

はですね、そういった取り扱いをしておりますので下水だけではございません。 

○委員長（下岡）はい、前田委員。 

○１４番（前田）下水道の認可事業で、図面を変更するいうんでこれ委託になっとるんじ

ゃけどね、元の原図があるんじゃけえ変更ぐらいできるんじゃないかというんが一つと、

一番下にね、広島市の水道の事業のこれも負担金と維持の負担金とが、ちょっとその違

いを説明願いたい。次のページになっていくんじゃけどね、負担金、維持の方はね。 

○委員長（下岡）下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい、最初の質問でございますが、まず計画変更事業の委託費でご

ざいますが、上位計画であります太田川流域総合基本計画の数字が若干変更になるとい

うふうに聞いております。その数字をさらに海田町に落とし込むという作業がございま

すので、そこらあたりは精通した業者にお願いするということで予算を上げさせていた

だいておるところです。それから、一番下の広島市公共下水道の負担金でございますが、

これは建設負担金に係るもの、それから次のページにございます維持管理というのは、

ポンプ場の運転に係るもの、これの負担金でございます。 

○委員長（下岡）前田委員。 

○１４番（前田）工事のほうの負担金というのは、その場所をね、ちょっと。それと、最

初の図面の変更は、だからうちではできないということでええかどうか。 

○委員長（下岡）下水道課長。 

○下水道課長（龍岩）はい、まず負担金の話でございますが、雨水・汚水両方ともにござ

いますけども、海田町から広島市へ雨水・汚水が流れ込む箇所についての建設負担を払

うという趣旨でございまして、町内でいいますと、窪町の雨水、それから南本町の汚水、

それから砂走地区の汚水・雨水というふうに現在負担金をお支払いしております。それ

とですね、認可については、ちょっと職員ではできないというふうに考えております。 

○委員長（下岡）はい、ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次行きます。16、17 ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



１００ 

○委員長（下岡）はい、次へ行きます。18、19 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次に行きます。20、21 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）以上で下水道関係の範囲を終わりますけれども、公共下水道事業特別会

計予算全体で質疑漏れがあれば発言を許します。はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）会計全般のことでお尋ねしますけども、一般質問で、下水道の企業会計

という声が上がっておりました。そうするとですね、近々やると大幅に使用料にしわ寄

せがくると。特にですね、普通債、公債費を 88 億残しておりますし、それから一般会

計から４億繰入、資本費の平準化２億、これらも含めていろいろありますと、まだ事業

をやっておいでですね、５億円ぐらいの予算を組んでおられる。下水道の使用料５億円

あるんですが、ここ４、５年、10 年早くそれよりも早くやるとですね、大幅に使用料に

負担がかかってくると私は思うんですが、いろいろ話があるがどう執行部としては考え

ておるのかどうか、お尋ねします。 

○委員長（下岡）はい、副町長。 

○副町長（三宅）まず一つに公営企業、これは特別会計含めて公営企業についての法律が

どうなるかというところがあろうかと思います。もし、法律上下水道事業についても企

業会計にするようにということがあれば、これは待ったなしと、今のように選べる段階

におきましては、おっしゃられるとおり、この度まだそういう時期ではないと思ってお

りますが、来年度におきまして一部地区を除いては概成いたしますので、建設費がその

ようにかかってまいりません。そういう中で償還、それから維持管理経費、それと接続

状況によります使用料、そういったものを見定めた上で、一番佐中委員がご懸念なって

おります使用料を現行の、できれば現行のままで企業会計に移る方法というところを研

究してまいりたいと思っております。 

○委員長（下岡）ほかに質疑がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、質疑を終結いたします。以上で公共下水道事業特別会計予算の審

査を終わります。暫時休憩をいたします。執行部、退席入れ替え、お願いします。それ

では執行部入れ替え次第再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



１０１ 

午後 ２時５９分 休憩 

午後 ３時００分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（下岡）それでは執行部の入れ替えが終わりましたので、休憩前に引き続き委員

会を再開いたします。水道事業会計予算の審査を行います。なお執行部の方にお願いを

しておきます。質疑は原則一問一答形式によりますが、答弁は質疑の趣旨に沿って簡潔

に要領よく適格に行い、メモをとるなどして答弁にもれがないようお願いいたします。

それでは、第 20 号議案、海田町給水条例の一部を改正する条例についてを議題といた

します。質疑があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）続きまして、第 21 号議案、海田町水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、質疑なしと認めます。ここで総務部が退出しますので、暫時お待

ちください。退席次第、はじめます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（下岡）はい、第 27 号議案、平成 26 年度海田町水道事業会計予算を議題といた

します。資料 30 でございます。まず、収益的収入から入ります。６ページをお開きく

ださい。質疑があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、次、７、８ページです。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）9、10 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）11、12 ページ、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）次に資本的収入及び支出に入ります。13、14 ページです。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）以上で、海田町水道事業会計予算審査を終わります。質疑漏れがあれば、

はい、西山委員。 
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○１２番（西山）確認させていただきたいんですけども、このような、資本的収入のとこ

ろに企業債が入ってるわけですね。本来企業債は支出に、負債で支出に入れるという説

明書の資料 29 の９ページには資本的支出のところに入っておりますけども、資本的収

入のところに入ってる企業債と、この、９ページでは、資本的支出のところに本年度の

7,000 万の企業債が入ってますけど、それどう判断したらよろしいんでしょうか。 

○委員長（下岡）水道課長。 

○水道課長（花本）まず、資料 30 の資本的収入の部については、企業債による借り入れの

収入分でございます。９ページの方につきましては、継続費に関する調書でございます。

その中で、企業債の借り入れが 25 年度は１億 5,000 万、26 年度が 7,000 万、失礼しま

した。25 年度が１億 5,000 万、26 年度が 7,000 万というふうに継続費の中で分けてお

ります。 

○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）すみません、もう一点、資料 29 の 12 ページ、平成 26 年３月 31 日では

現金預金は２億 7,300 万ありますけども、この平成 27 年３月、14 ページの１年、当年

26 年度分では、最後に２億 7,000 万減になる、現金がなくなっていくわけですけども、

その要因は何でしょうか。 

○委員長（下岡）水道課長。 

○水道課長（花本）まず、12 ページの貸借対照表のほうについては現金預金が２億 7,000

万の予定、あくまでも決算まだしてないんで予定上で２億 7,000 万いうことです。それ

と、14 ページの分について現金預金約２億の分につきましても、26 年度予算上での予

定であります。 

○委員長（下岡）西山委員。 

○１２番（西山）予算ですから予定であることも分かってるんですけども、１年で 7,000

万現金がなくなるという施策は、何が要因として考えられた、予測計上なんでしょう。 

○委員長（下岡）水道課長。 

○水道課長（花本）これにつきましては、現金預金についてはあくまでも、申し訳ないん

ですが、予定で計上させていただいております。要因といたしましては、やはり、工事

の額が多かったと、特に石原配水池の関係もございますので、あわせて工事費の関係の

ものでございます。 

○委員長（下岡）よろしいですか、西山委員。はい、住吉委員。 
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○５番（住吉）私が資料を見落としておるんでしょうけども、建設産業委員会で 26 年度の

水道の耐震化計画を立てるというふうな説明をしていますよね。それに関する予算はど

こに入っとるんでしょう。 

○委員長（下岡）水道課長。 

○水道課長（花本）これは、資料 30 の 13 ページ、資本的支出の委託料の中に 3,000 万、

3,000 万円いうことで、施設更新計画策定業務ということで計上させていただいており

ます。 

○いい長（下岡）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）この 3,000 万まるまるがこの計画に使われるいうことですかね。 

○委員長（下岡）水道課長。 

○水道課長（花本）そうでございます。 

○委員長（下岡）はい、住吉委員。 

○５番（住吉）続きまして、毎年恒例の質問でございますが、水道料金の滞納ですよね。

これ、年々順調に増えてきておるんです、滞納世帯数が。これよう見たら、ほか国保税

であるとか住民税の滞納件数というのは、25 年度に比べて、第 25 年１月末に比べて減

っとるんですよ、町民税とか。例えば、滞納数 25 年１月末で 1,901 やったのが 26 年１

月末で 1,604 とかね。国保もそうですよね、滞納世帯数 25 年１月末で 1,469 世帯だっ

たのが 26 年１月末で 1,236 世帯。国保・町民税の滞納はどんどん回収していきよるの

に、本来一番取りやすいはずの水道が、滞納世帯数が増える。平成 22 年１月末は 254

世帯だったのが、26 年１月末で 384 世帯。この５年間で 130 世帯も滞納世帯数が増えて

いると。これはそろそろ本気で何らかの対策をとるべきではないかと思いますが、いか

がでしょうか。 

○委員長（下岡）水道課長。 

○水道課長（花本）まず、水道代の滞納世帯が増えているんじゃないか、それに対する対

策を考えるいう話なんですが、内容といたしまして、世帯は確かに増えております。そ

の中で、件数が昨年度と比較して数字を申し上げますと 69 件下がっているということ

と、金額も滞納金額ですね、それも下がっているということで、我々もですね、できる

だけ、水道料金の回収に努力をしてですね、努めております。 

○委員長（下岡）ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（下岡）以上で質疑を終結いたします。暫時休憩です。再開は３時 20 分とします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後 ３時１１分 休憩 

午後 ３時２０分 再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（下岡）ただいまより予算特別委員会を再開いたします。これより各議案につい

て順次採決を行います。まず、第 13 号議案、広島県と安芸郡海田町との間における特

別児童扶養手当認定等事務の事務委託に関する規約の制定についてを採決いたします。

第 13 号議案については質疑が終結しております。討論がございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。お諮りいたします。第 13

号議案については原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）異議なしと認めます。よって第 13 号議案は、原案のとおり可決されまし

た。続きまして、第 14 号議案、海田町庁舎建設場所について町民の意思を問う住民投

票条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。第 14 号議案について

は質疑が終結しております。討論がございますか。はい、前田委員。 

○１４番（前田）ちょっと修正の件について。 

○委員長（下岡）ただいま前田委員外２名から、第 14 号議案、海田庁舎建設場所について

町民の意思を問う住民投票条例の一部を改正する条例に対する修正案が提出されてお

りますので、この修正案を議題といたします。ただいまから修正案を配付いたします。

提出者の説明を求めます。前田委員、説明をお願いいたします。 

○１４番（前田）14 号議案について、海田町庁舎の町民の意思を問う条例の一部を改正す

る条例について、これの下にありますように、第４条第１項の改正規定中平成 27 年３

月 31 日を、平成 26 年 12 月 31 日に改めるものでございます。以上で提案理由の説明を

終わります。 

○委員長（下岡）これより質疑を行います。質疑があれば許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 

○（下岡）これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論を行います。討論がござ
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いますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。まず、前田委員外２名か

ら提出された修正案について、起立により採決を行います。お諮りします。第 14 号議

案に対する修正案に賛成の皆さんの起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（下岡）起立少数と認めます。よって、第 14 号議案に対する修正案は否決されま

した。次に、原案について、起立により採決を行います。お諮りいたします。原案に賛

成の皆さんの起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（下岡）はい、着席してください。起立多数と認めます。よって、第 14 号議案は、

原案のとおり可決されました。続きまして、第 15 号議案、特別職の職員で非常勤の者

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたし

ます。第 15 号議案については質疑が終結しております。討論がございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。お諮りいたします。第 15

号議案については原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）異議なしと認めます。よって、第 15 号議案は、原案のとおり可決されま

した。続きまして、第 16 号議案、海田町自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制

定についてを採決いたします。第 16 号議案については質疑が終結しております。討論

がございますか。はい、討論を始めます。まず反対討論を許します。反対討論ですか。

岡田委員。 

○８番（岡田）ええと私は、第 16 号議案の海田町自動車駐輪駐車場条例の一部を改正する

条例について反対討論をいたします。まず金額的にはそんなに大きな金額ではないんで

すけども、やはりこの消費税についてそれに付随をして引き上げるということで、私は

このような今の全てのことについて消費税の税率が上がって行って、町民の方に負担が

どんどん多くなる、そういうふうなことのこの条例については賛成をいたしかねますの

で反対いたします。 

○委員長（下岡）はい、続いて賛成討論を許します。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）はい、討論なしと認めます。討論を終結いたします。これより起立によ

り採決を行います。お諮りいたします。第 16 号議案は原案のとおり決するに賛成の皆

さんの起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（下岡）着席してください。起立多数と認めます。よって、第 16 号議案は、原案

のとおり可決されました。続きまして、第 17 号議案、海田町公園条例の一部を改正す

る条例の制定についてを採決いたします。第 17 号議案については質疑が終結しており

ます。討論がございますか。はい、討論があるようなので、これから討論を行います。

まず反対討論を許します。はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）この議案はですね、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、公

園の使用料及び海田町総合公園の利用料金の見直しを行うということで提案理由なん

ですけれども、最大の問題は、やっぱり消費税をまともにこれを賦課をしておる。そも

そも消費税は、低所得者ほど負担が重く経済的弱者を踏みつける不公平な税制であると

いうことは、我々今日まで言い続けてきておるところでございます。円安によって大企

業の利益は急増しておりますが、労働者の実質賃金は低下をし、家計や消費が低迷をし、

物価上昇による国民の暮らしはますます苦しくなっております。詳しくは本会議の中で

やりますが、そういう趣旨で反対をいたします。以上で討論を終わります。 

○委員長（下岡）続いて賛成討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。これより起立により採決

を行います。お諮りいたします。第 17 号議案は原案のとおり決するに賛成の皆さんの

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（下岡）はい、着席してください。起立多数と認めます。よって、第 17 号議案は、

原案のとおり可決されました。続きまして、第 18 号議案、海田町道路占用料に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。第 18 号議案については

質疑が終結しております。討論がございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。お諮りいたします。第 18
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号議案については原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）異議なしと認めます。よって、第 18 号議案は、原案のとおり可決されま

した。続きまして、第 19 号議案、海田町下水道条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを採決いたします。第 19 号議案については質疑が終結しております。討論がござ

いますか。はい、討論があるようですのでこれから討論を行います。まず反対討論を許

します。岡田委員。 

○８番（岡田）第 19 号議案の海田町下水道条例の一部を改正する条例の制定について。こ

れも先ほどの公園、駐輪・駐車場と同じ理由なんですけども、やはりそれぞれの消費税

を上げると、消費税分だけ上げるということで、今の滞納世帯にしても減ったわけでは

ないのにやはり滞納世帯が増えている。ますますこのこういうふうな料金、使用料とい

うふうなものに対して消費税分だけ上げるということでますます滞納を結果的に増や

すことになると、そういうふうな理由で消費税分をまた町民にそのまま負担をすると、

こういうふうな条例には反対をいたします。 

○委員長（下岡）はい、続いて賛成討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。これより起立により採決

を行います。お諮りいたします。第 19 号議案は原案のとおり決するに賛成の皆さんの

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（下岡）はい、着席してください。起立多数と認めます。よって、第 19 号議案は、

原案のとおり可決されました。続きまして、第 20 号議案、海田町給水条例の一部を改

正する条例の制定についてを採決いたします。第 20 号議案については質疑が終結して

おります。討論がございますか。討論があるようですのでこれから討論を行います。ま

ず反対討論を許します。はい、佐中委員。 

○１５番（佐中）水道料金に消費税をかける。趣旨は、先ほど言ったとおりですが、税率

の引き上げでですね、全ての料金に消費税を賦課をすると。まさに国民の所得は減って

いく中で、町民・住民に負担をかけること、私はあってはならないし、また今回の消費

税の増税法、税率の引き上げは、経済状況の好転について名目及び実質の経済成長率、

物価の動向や種々の経済指標を確認をして消費税を上げるというのが確認をされてい
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るにもかかわらず、早急に消費税を上げること、これを国や県のそうした言いなりにな

っているというか、基づいて、今回のこの条例案を出していること、これに反対をいた

します。以上で終わります。 

○委員長（下岡）続いて賛成討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。これより起立により採決

を行います。お諮りいたします。第 20 号議案は原案のとおり決するに賛成の皆さんの

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（下岡）はい、着席してください。起立多数と認めます。よって、第 20 号議案は、

原案のとおり可決されました。続きまして、第 21 号議案、海田町水道事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。第 21 号議案につ

いては質疑が終結しております。討論がございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。お諮りいたします。第 21

号議案については、原案のとおり決するにご異議はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）異議なしと認めます。よって、第 21 号議案は、原案のとおり可決されま

した。続きまして、第 22 号議案、平成 26 年度海田町一般会計予算を採決いたします。

第 22 号議案については質疑が終結しております。討論がございますか。はい、討論が

あるようですので、これから討論を行います。まず反対討論を許します。佐中委員。 

○１５番（佐中）一般会計について反対討論を行いますが、これも消費税増税を盛り込ん

だこうした予算を編成をされております。暮らしも経済も財政も壊す消費税大増税に私

は反対をいたします。国は、無駄遣いを続けたままの大増税。二つ目にはですね、社会

保障切り捨て一体の大増税ということ。それから三つ目にはですね、日本経済をどん底

に落とす、財政破綻ももう目に見えております。こうした中で、国民に大増税を押しつ

ける、ますます経済が混乱をする、そういう要因であります。よって、この一般会計に

反対する意思を表して答弁を終わります。 

○委員長（下岡）続いて賛成討論を許します。はい、西山委員。 

○１２番（西山）平成 26 年度一般会計予算案について、賛成の立場で討論をいたします。
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確かに消費税のアップは大変厳しい状況ではございますが、今回そういった方に対しま

して、臨時福祉給付金給付事業に 6,482 万 5,000 円、子育て世帯に臨時特例給付金給付

事業に 4,363 万 3,000 円が組み込まれております。また、今回の消費税アップにつきま

しては、基本的に、社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策に要する経費に充て

るとされておりますので、そういった社会保障制度の支出が多くなっていく中に、この

消費税アップ分はそれに充てるという判断のもとに賛成いたします。 

○委員長（下岡）ほかに討論がございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。これより起立により採決

を行います。お諮りいたします。第 22 号議案は原案のとおり決するに賛成の皆さんの

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（下岡）はい、着席してください。起立多数と認めます。よって、第 22 号議案は、

原案のとおり可決されました。続きまして、第 23 号議案、平成 26 年度海田町公共下水

道事業特別会計予算を採決いたします。第 23 号議案については質疑が終結しておりま

す。討論がございますか。はい、討論があるようですのでこれから討論を行います。ま

ず反対討論を許します。岡田委員。 

○８番（岡田）はい、先ほどの公共下水道の条例でそれに関するこの特別会計のことなん

ですけども、やはり条例で今のこの消費税分というふうなことで、それがその中の特別

会計にも入っておりますので、反対をいたします。 

○委員長（下岡）続いて賛成討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。これより起立により採決

を行います。お諮りいたします。第 23 号議案は原案のとおり決するに賛成の皆さんの

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（下岡）着席してください。起立多数と認めます。よって、第 23 号議案は、原案

のとおり可決されました。続きまして、第 24 号議案、平成 26 年度海田町国民健康保険

特別会計予算を採決いたします。第 24 号議案については質疑が終結しております。討

論がございますか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。お諮りいたします。第 24

号議案については原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）異議なしと認めます。よって、第 24 号議案は、原案のとおり可決されま

した。続きまして、第 25 号議案、平成 26 年度海田町介護保険特別会計予算を採決いた

します。第 25 号議案については質疑が終結しております。討論がございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。お諮りいたします。第 25

号議案については原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）異議なしと認めます。よって第 25 号議案は原案のとおり可決されました。

続きまして、第 26 号議案、平成 26 年度海田町後期高齢者医療特別会計予算を採決いた

します。第 26 号議案については質疑が終結しております。討論がございますか。はい、

討論があるようですので、これから討論を行います。まず、反対討論を許します。佐中

委員。 

○１５番（佐中）先ほど審議したように、1 人 1,700 円以上引き上げられる、別表にはあ

るいは予算特別委員会に当初出されたあの表は、まやかしの表です。ですから、１割し

かないところをああしてあげられておるんです。あとの９割の人は上がる訳で、まさに

75 歳以上のお年寄りを病院にかかればかかるほど医療費が膨れ上がるこういう仕組み

そのものからね、変えていかにゃいかんと。もう一つは、県や国のそうした負担がどん

どん削られていって、被保険者の保険料を引き上げる、そういう仕組みになっておりま

す。ましてや今回 1,700 円も上げるようなこうした条例案には反対をいたします。以上

です。 

○委員長（下岡）続いて賛成討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。これより起立により採決

を行います。お諮りいたします。第 26 号議案は原案のとおり決するに賛成の皆さんの

起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○委員長（下岡）はい、着席してください。起立多数と認めます。よって、第 26 号議案は、

原案のとおり可決されました。続きまして、第 27 号議案、平成 26 年度海田町水道事業

会計予算を採決いたします。第 27 号議案については質疑を終結しております。討論が

ございますか。はい、討論があるようですのでこれから討論を行います。まず反対討論

を許します。はい。岡田委員。 

○８番（岡田）これは給水条例と同じで、やはり消費税分が入っておるということで反対

をいたします。消費税についてですけども、いろいろと皆さん意見があると思いますけ

れども、私は、この消費税、今の社会福祉とかそういうふうなものに流用されるとか言

われますけれども、今のこの大体この消費税そのものは、今の東日本大震災で震災を受

けた、そういう方にもかかる税金なわけなんですよね。そういうふうな観点からもやは

りこの消費税そのものに反対をしなければいけないと思います。そして、海田町でもこ

ういうふうなところにどんどん多くの皆さん方に負担、消費税をかけて負担をしていく

と、そういうふうな観点から反対をいたします。 

○委員長（下岡）続いて賛成討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）討論なしと認めます。討論を終結いたします。これより起立により採決

を行います。お諮りいたします。第 27 号議案は原案のとおり決するに賛成の皆さんの

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（下岡）はい、着席してください。起立多数と認めます。よって、第 27 号議案は、

原案のとおり可決されました。この際、お諮りいたします。委員会の報告については、

委員長にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（下岡）異議なしと認めます。よって、委員会報告については、委員長一任とい

うことにさせていただきます。以上をもって、平成 26 年度予算審査特別委員会を閉会

いたします。３日間にわたり、大変ご苦労さまでございました。 

 

午後 ３時４４分 閉会 

 

 


